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は じ め に 

 

 

平成１１（１９９９）年６月に成立した「男女共同参画社会基本法」第１４条

において、地方公共団体は男女共同参画社会の実現に向けて、地域の現状を踏ま

えた施策に取り組むことが求められており、近年は、あらゆる分野における女性

の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進が必要となっています。 

川崎市では、平成１３(２００１)年に、「男女平等かわさき条例」（以下｢条例｣

という。）を施行し、平成１６(２００４)年に「川崎市男女平等推進行動計画～か

わさき☆かがやきプラン～｣を策定しました。また、平成３０(２０１８)年３月に

は「第４期川崎市男女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」（以下「第

４期行動計画」という。）を、令和４（２０２２）年３月には「第５期川崎市男女

平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」（以下「第５期行動計画」とい

う。）を策定し、「男女平等のまち・かわさき」の実現に向け、男女平等施策の推

進に努めているところです。 

本書は、条例第９条に基づく年次報告書として、第５期行動計画の計画期間の

３年目となる令和６（２０２４)年度における施策事業の実施状況や今後の課題、

また、川崎市男女平等推進審議会が行動計画のさらなる推進に向けて実施したヒ

アリング調査の結果（評価と提言など）について取りまとめたものです。 

「男女平等のまち・かわさき」の実現のためには、行政がこうした実施状況や

課題を踏まえて取組を進めていくことはもちろんのこと、市民の皆様一人ひとり

が、男女共同参画を身近な問題として意識し、連携して取組を推進することが重

要です。 

本書が、男女共同参画社会の形成に向けて理解を深める一助となれば幸いです。 

 

 

令和８ （２０２６）年３月 
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Ⅰ 第５期川崎市男女平等推進行動計画 

～かわさき☆かがやきプラン～ 

年 次 報 告 書 
    令和６(２０２４)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 第５期行動計画体系図 １ 第５期川崎市男女平等推進行動計画 体系図 

Ⅱ 
 職業生活・家庭生活における 

男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

Ⅲ 
 地域における 

男女共同参画の推進 
 

２ 男女共同参画の視点に立った施策の
推進 

３ 政策・方針の立案及び決定への 
女性の参画拡大 

４ 働く女性・働きたい女性への 
  キャリア形成支援 

５ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の実現に向けた 
環境づくり 

９ 地域活動における男女共同参画の 
  推進 

10 男女共同参画の視点に立った 
  貧困など複合的な困難に対する支援 

11  生涯を通じた健康支援 

Ⅰ 
 男女共同参画に係る 

教育・啓発の推進 

１ 男女共同参画の理解の促進 

８ 女性に対するあらゆる暴力の防止と
被害者への支援 

  

６ 家庭生活への男性の参画促進 

７ 女性活躍や働き方改革に向けた 
  企業の取組の促進 

目 標 基本施策 

1



 
 

 

 (6) 市職員の意識改革 
 (7) ジェンダー統計についての理解の促進及び男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

把握の実施 

(22) 家事・子育て・介護における男性の主体的な参画の促進 
(23) 男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進 

 (8) 審議会等委員への女性の参画の推進 
 (9) 女性職員のキャリア形成支援と登用の推進 
(10) 企業や市の関係団体等における女性の育成・登用に向けた取組の促進 

(16) 子育て支援策の充実と利用の促進 
(17) 高齢者福祉サービスの充実と利用の促進 
(18) 育児・介護休業制度などの定着と利用の促進 
(19) 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進 
(20) 市役所における働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進 
(21) 働く場におけるハラスメントの防止と被害者支援の推進 
 

(30) 地域で活動する市民団体等と連携した男女共同参画の促進 
(31) 地域活動における方針決定過程への女性の参画促進 
(32) 男性が地域活動に参画できる環境づくり 
(33) 地域における子ども・若者の自己形成や社会参画の促進 
(34) 男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 

(35) 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 
(36) ひとり親家庭に対する支援の充実と自立の促進 
(37) 外国人市民に対する支援の充実と差別のない人権尊重のまちづくりの推進 
(38) 高齢者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援 
(39) 障害者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援 
(40) 性的マイノリティの人々の人権尊重に向けた取組の推進 
(41) 就労に困難を抱えた若者に対する自立支援の促進 
(42) 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 
(43) 妊娠・出産などに関する健康支援 
(44) 女性特有の健康課題に対する性差医療の推進 
(45) リプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康／権利）や健康に関す 

る正しい知識の普及啓発の推進 
(46) こころと体の健康に関する相談事業の推進 

 

 (1) 男女共同参画に関する広報・啓発の推進 
 (2) 男女共同参画に関する生涯学習の推進 
 (3) 就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進 
 (4) 男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進 
 (5) 性の多様性についての理解の促進 

(11) 働く女性の就業継続とキャリアアップ支援の推進 
(12) 専門分野や専門職等への女性の参画拡大 
(13) 多様なニーズに対応した就業支援の推進 
(14) 女性の起業・事業継続に向けた支援の推進 
(15) 多様な選択を可能とする教育・学習機会の提供 

(24) 女性の活躍推進や多様な働き方、ハラスメント防止に向けた企業への啓発の推進 
(25) 女性の活躍推進や働き方改革に取り組む企業への支援の推進 
(26) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び地域における連携の強化 

施 策 

(27) ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進 
(28) 若年層に対する暴力の防止と被害者支援の推進 
(29) 男女平等や人権侵害に関する相談事業の推進 
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数値目標がない事業

年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

数値目標がある事業（事業番号：２１、２２、２５、３５、５４、５７、７１） 

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

施策１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和６(2024)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視点
に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

基本施策1　男女共同参画の理解の促進

　性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。

1

「男女平等推進
週間」等を通じ
た啓発を実施し
ます。

週間事業の実
施

・「男女平等推進週
間」に合わせ、広報用
チラシの作成・配架、
市ホームページの特設
コンテンツの作成・公
開、区役所広報コー
ナーでの展示などを行
い、男女平等推進の周
知を行った。

男女共同参画の理解
の促進に向け、計画
していた取組を実施
した。

2

次年度も引き続
き、「男女平等推
進週間」に合わせ
て、啓発の取組を
推進する。

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

女性参加促進に関
する好事例の情報
提供や、女性委員
候補情報の提供な
ど、比率向上に向
けた取組を引き続
き行う。

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

目標Ⅱ 職業生活・家庭生活における男女共同参画の推進

基本施策３　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

施策８　審議会等委員への女性の参画の推進

　審議会等委員への女性の参画を促進し、市の政策・方針の立案及び決定過程に、多様な視点を反映します。

21

審議会等委員
に占める女性
の割合向上の
ための取組を
推進し、令和７
（2025）年度ま
でに40％となる
よう目指しま
す。

事前協議、参加
状況調査の実施

・令和6年度の数値は
32.2％となり、前年度
の31.2％から1ポイント
増加した。
・参加状況調査の結果
を局長会議、庶務課長
会議で説明し、女性委
員の増加に向けた依頼
及び女性候補者確保に
向けた手法の情報提供
を行った。

前年度から比率がポ
イント増加したが、
目標達成まで7.8ポ
イントの開きがあ
る。

2

記入例 ★数値目標がない事業の達成度
Ａ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を上回る取組や配慮を行った

Ｂ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を概ね達成した取組や配慮を行った

Ｃ 男女平等推進行動計画の目標に対し、一定の取組や配慮を行ったが課題がある

Ｄ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標達成に向けた取組ができなかった

Ｅ 事業を実施していない

※男女平等推進行動計画の目標については、調査票の中の目標、基本施策、施策及びその趣旨の記載を参照して

男女平等推進行動計画の目標

目標の達成に向けた基本施策

基本施策の達成に向けた施策と施策の概要

★数値目標がある事業の達成度
A 目標値が達成された

B 前年度と比較して数値が向上し、かつ目標値達成まで１０％以内

C 前年度並み、もしくは前年度と比較して数値が下降した、かつ目標値まで１０％以内

D 目標値達成まで１０％以上の開きがある

E 実施していない

★今後の方向性

１ 充実

２ 現状維持

３ 縮小

４ 終了
５ その他（事業の見直等）

数値目標

28



年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

市民文化局

市民文化局

市民文化局

4

4

総務企画局

市民文化局

2

事業概要

施策１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

1

「男女平等推進週
間」等を通じた啓
発を実施します。

週間事業の実
施

事業
番号

事業

目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

基本施策1　男女共同参画の理解の促進

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度）

人権・男女共
同参画室

今後
の方
向性

次年度の課題 担当部署令和６(2024)年度実績 所管局

人権・男女共
同参画室

ホームページや
市のあらゆる施
設を積極的に活
用した広報を実
施します。

HP、情報プラ
ザを通じた広
報

　性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。

・市役所本庁舎25階展望ロ
ビー、グランツリー武蔵小
杉にて男女平等推進施策に
係る展示を行った。
・広報用チラシを作成し、
市内公共施設等で配架し
た。
・市ＨＰ上で「男女平等推
進週間」コンテンツを作成
し、掲載した。

男女共同参
画センター

・情報提供室の
運営・充実
・情報誌「すくら
む」などの発行

企画調整課
（R5よりSDG
ｓ・国際連携
推進担当）

3

男女共同参画に
関する情報を読
み解き、発信する
力の向上に向
け、書籍の閲覧
や情報誌の発行
等を通じた情報
提供を行います。

人権・男女共
同参画室

男女共同参画
に関する啓発
の際は、SDGｓ
の内容も含め
た情報発信を
実施

2

・男女平等推進行動計画は
SDGｓ目標5「ジェンダー平
等を達成し、すべての女性
及び女児の能力強化を行
う」と方向性を共有してお
り、男女平等推進週間の広
報チラシ発行の際は「SDGs
目標5　ジェンダー平等」
のロゴマークを掲載するな
ど、SDGｓについても併せ
て周知した。

引き続き、男女平等
推進週間中に啓発を
行い、市民が男女共
同参画について考え
る機会を提供するこ
とを目指す。2

・男女共同参画センターの
情報提供室を男女共同参画
に関する書籍の閲覧・貸
出、パソコン・インター
ネットを利用できる場とし
て無料で開放した。
・男女共同参画センターの
情報誌「すくらむ」を年3
回発行した。

・市内公共施設で、男女共
同参画センター主催講座の
広報チラシの配架や、「男
女平等推進週間」広報チラ
シ等の配架を行い、男女平
等施策の周知を図った。
・「男女平等推進週間」や
「女性に対する暴力をなく
す運動期間」に合わせ、啓
発ページを市ＨＰに掲載し
た。

・計画どおり広報を
実施した。
・様々な機会を捉え
広報を実施すること
で、男女平等の理解
促進に繋がった。

2

引き続き、市内公共
施設における広報チ
ラシの配架や市ＨＰ
を活用した広報を行
い、幅広い市民への
理解促進に努めてい
く。

引き続き、情報提供
室の開放を行うとと
もに、情報誌の発行
や男女共同参画に関
する書籍の紹介等に
よる情報提供に努
め、市民及び事業者
の活動を支援する。

男女共同参画に関す
る書籍の閲覧・貸出
やパソコン・イン
ターネットの利用環
境の提供、情報誌発
行などを通じて、男
女共同参画に関する
メディア・リテラ
シーの向上を図っ
た。

2

・計画どおり啓発を
行った。
・男女平等推進週間
にあわせて配布した
広報用チラシについ
て、男女共同参画の
視点に配慮してイラ
ストを作成した。

広報資料作成の際
は、SDGsの「目標5
ジェンダー平等」に
ついての情報発信を
行った。

引き続き、広報資料
を作成の際は、「目
標5　ジェンダー平
等」についても情報
発信を行っていく。

SDGsパートナーまつり、＆
ONE days等のイベント、
フォーラム・セミナーの開
催の他、東急株式会社が運
行する「SDGsトレイン」へ
のポスター掲出やかわさき
FM、市政だより、教育だよ
りなどの広報媒体活用等を
通じて、広報・啓発を推進
した。

SDGs関連の事
業やイベントの
実施を通じた
広報・啓発の実
施

「目標5　ジェン
ダー平等を達成し、
すべての女性及び女
児の能力強化を行
う」の理解促進に向
けて、SDGsに関する
積極的な情報発信を
行ったため。

引き続き、地域で活
動している事業者の
SDGsの取組等、積極
的な情報発信を実施
し、市民への一層の
理解促進を図る。2

SDGsに関する積
極的な情報発信
を通じ、「目標5
ジェンダー平等を
達成し、すべての
女性及び女児の
能力強化を行う」
の理解促進に努
めます。

SDGsに関する積
極的な情報発信
を通じ、「目標5
ジェンダー平等を
達成し、すべての
女性及び女児の
能力強化を行う」
の理解促進に努
めます。
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市民館等の講座・学
級においてセンター
職員の講師派遣を受
けることで、受講者
に対し川崎市の現状
を踏まえた男女共同
参画に関する学びを
提供することができ
た。 2

継続した取組みとし
て、市民館等におけ
る平和・人権・男女
平等推進学習や家
庭・地域教育学級等
において、必要に応
じて講師派遣依頼を
行う。

　幼少期・子どもの頃から、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、自分らしい生き方を選択できるよう、男女共同参画や人権尊重の理解促進や、メディア・リテラシー
の向上に向けた教育を推進します。

教育政策室

「自分らしくか
がやく」の作
成・配布

9

市民文化局

「平和・人権・
男女平等推進
学習」を実施

引き続き男女どちら
の意見に偏らないよ
う配慮しながら周知
啓発を実施した。

2

人権尊重教育推進担当者研
修において、男女平等参考
資料の周知と活用を呼びか
けた。また、「自分らしく
かがやく」をＧＩＧＡ端末
情報共有サイトに掲載し、
教員がいつでも閲覧できる
ようにした。

男女共同参
画センター

「自分らしくか
がやく」の周知
と活用の呼び
かけ

教育委員会
事務局

教育委員会
事務局

人権・男女共
同参画室

男女共同参画セ
ンターでは、教育
文化会館・市民館
と連携して、各種
講座や研修等へ
の講師派遣を行
います。

男女共同参画セ
ンターでは、教育
文化会館・市民館
と連携して、各種
講座や研修等へ
の講師派遣を行
います。

小学校の児童・教
員等に向け男女
平等教育参考資
料「自分らしくか
がやく」を活用し
た学習を推進しま
す。

小学校の児童・教
員等に向け男女
平等教育参考資
料「自分らしくか
がやく」を活用し
た学習を推進しま
す。

市民館での平和人権推進学
習や家庭教育学級に男女共
同参画センター職員が講師
として参加したほか、出前
講座を11回（参加延べ人数
311人）実施した。

2

継続した取組とし
て、市民館等を対象
とした男女平等や男
女共同参画に関する
講座への講師派遣や
紹介を行う。

男女平等教育参考資料「自
分らしくかがやく」を作成
し、市内小学3年生を対象
に配布した。

引き続き、男女平等
教育参考資料「自分
らしくかがやく」を
作成し、男女平等に
対する意識啓発を図
る。
また、教員を対象と
したアンケート結果
を踏まえ、内容の検
討・調整を行ってい
く。

男女平等教育参考資
料を作成し、配布を
通じて、若年層から
固定的性別役割分担
意識に捉われにくい
生き方への理解を促
進した。 2

8

市民文化局2

8

フォーラムの実
施

市民館等から
の依頼に応じ
た市民館への
講師派遣や出
張講座の実施

センター職員が地域
に出向くことで、多
様な学びの機会を提
供した。また、セン
ターの知名度向上に
も寄与した。

「男女共同参画か
わさきフォーラム」
を開催します。

生涯学習推
進課

5

男女共同参
画センター

教育文化会館・市民館にお
いて、｢平和・人権・男女
平等推進学習」講座を実施
し、情報提供を行った。

平和・人権・男女平
等についての理解を
深めるための学習機
会の提供を行った。

2

次年度も引き続き、
教育文化会館・市民
館における、｢平和・
人権・男女平等推進
学習」講座や情報提
供の実施を通じて、
男女平等に関する学
習の機会を提供す
る。

人権・男女共
同参画室

　あらゆる人が男女共同参画の意義を理解し、実践に繋げることができるよう、市民や市民グループ、事業者等との連携により、多様な学びの機会を提供します。

令和7年度も引き続
き、フォーラムの開
催を通じ、男女共同
参画社会の理解の促
進に努める。

・すくらむネット21ととも
に実践女子大学教授 山根
純佳さんを講師に「ジェン
ダー平等とアンコンシャ
ス・バイアス‐」をテーマ
に、男女共同参画かわさき
フォーラムを開催し、会場
では74人が参加し、録画配
信では219人が視聴しまし
た。

より多くの方々に情
報発信を図るため、
参加方法を会場聴講
と録画配信の2つか
ら選択できるように
し、フォーラムを実
施した。

市民文化局6

男女共同参画に
関する学習機会
を提供します。

各種講座の実
施

教育文化会館・市
民館において、｢
平和・人権・男女
平等推進学習」を
実施します。

教育文化会館・市民館が実
施する平和・人権・男女平
等推進学習等において、男
女共同参画センター職員の
派遣依頼を行った。

男女共同参画
センターに家
庭・地域教育学
級、ＰＴＡ活動
研修などへの
講師紹介・派遣
を依頼

生涯学習推
進課

7

引き続き研修会等を
通して啓発をしてい
く。

9

施策２　男女共同参画に関する生涯学習の推進

男女共同参画センターで性
別によらず多様な生き方・
働き方が実践できるよう各
種講座を実施したほか、学
校や企業への出前講座を実
施し、13回、1052人の参加
があった.

計画どおり講座等を
実施することができ
た。

2

引き続き、市民を対
象にした講座を実施
することで、生活上
の困難課題を乗り越
える気付きや課題を
理解し、次の行動に
つながる学びの場を
提供することを目指
す。

施策３　就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

教育委員会
事務局

市民文化局
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情報活用能力の育成
等について研修を
行った。その中で、
予測困難な時代の社
会を生きていく子ど
もたちに情報モラル
の育成が重要である
ことを確認し、教育
をする大人が情報の
正しい活用方法や管
理・運用をすること
が求められると周知
を図った。

講座開催等を通じ
て、男性の家庭生活
参加促進について参
加者に周知ができ
た。

2

引き続き、男性が働
き方や生き方につい
て気付きを得る場の
提供を実施する。

男性のための子育て支援の
ためプレパパ向けにお役立
ち情報を掲載する「イキメ
ン研究所ジャーナル」を1
回発行した。また、「プレ
パパカフェ」を開催し4人
が参加、「親子でほっとく
つろぐコンサート」を開催
し310人が参加した。

教育政策室

研修等を通じ
た教職員への
周知啓発

人権尊重教育推進担当者研
修（716名）やライフス
テージに応じた教職員研
修、（新規採用教職員研修
(322名)・2校目異動者研修
（221名)・中堅教諭等資質
向上研修（208名)、15年経
験者研修（164名）、新任
教頭研修（47名）、教頭研
修（182名）、校長研修
(160名))において、子ども
の権利学習をもとに、男女
を問わず一人一人の個性や
能力を発揮できる学校教育
の重要性について啓発を
図った。

引き続き性別による
固定的な役割分担意
識の解消に向けて、
男女共同参画やＳＤ
Ｇｓに関する理解を
促進できるよう周知
啓発を図った。

引き続き研修会等を
通して啓発をしてい
く。

施策４　男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進

理解の促進に向け、
職員会議、研修の実
施及び保護者、子ど
もへの周知、啓発を
行った。

各公立保育所の保育内容説
明会やクラス懇談会、職員
会議等で、人権、子どもの
権利に係る内容を取り上
げ、理解を深めた。また、
保育所等職員研修やキャリ
アアップ研修の子育て支
援・保護者支援分野で研修
を実施し、保育所職員の虐
待予防に関する知識を深め
た。

園長会議等に
おける人権研
修の実施、保
護者や地域へ
の周知啓発

「男性のための電話相談」
を実施し、293件の相談が
あった。

研修等を通じ、引き
続き相談の質の向上
に努めながら、実施
していく。

こども未来局

教育委員会
事務局

教育委員会
事務局

市民文化局

市民文化局

メディアからの情
報を主体的に読
み解き、人権や情
報モラルを尊重
し、適切に発信す
る能力を育成す
る情報教育を推
進します。

2

引き続き、児童生徒
に情報活用能力の育
成を行っていけるよ
う最新の事例等をセ
ンターで収集し、教
員へ研修、保護者へ
のリーフレット配布
による周知を進め
る。特に教員には、
ＧＩＧＡ端末の活用
の場面を生かして、
教科横断的に児童生
徒の情報活用能力
（日常的なモラルと
インターネットの特
徴や情報社会の特性
の理解に基づいた情
報モラルを含む）を
育成していけるよう
に啓発を行い事業を
継続していく。

11

・情報活用能力（情報モラ
ルを含む）の育成のため、
担当者179名を対象とした
教員研修を年間で３回行っ
た。研修にはのべ529名の
教員が参加をした。
・「川崎市版情報活用能力
チェックリスト」を活用し
児童生徒が自らの情報活用
能力を自己評価できるよう
にした。
・児童生徒の情報モラルの
育成を目指し、市立学校に
通うすべての児童生徒の家
庭に保護者向けリーフレッ
ト（2024年度版）を配布し
た。

10

男女共同参画の
視点から、保育
所、学校等の運
営及び保育・教育
活動の充実に努
めます。

10

　男性が家庭生活や地域生活に積極的にかかわっていけるよう、情報提供や相談事業等を通じて、男性の多様な生き方・働き方について啓発を行います。

男女共同参
画センター

12

男性向け講座の
実施や情報発信
を行います。

男性向け講座・
事業の実施（イ
キメン研究所
の活動など）

男性の様々な悩
みにかかる相談
事業を推進しま
す。

男性のための
電話相談の実
施

教育の情報化
推進事業の実
施

2

引き続き、保育内容
説明会や懇談会、職
員会議、研修等を通
じて子どもの人権及
び権利の擁護につい
て、周知、啓発を推
進する。

男女共同参
画センター

情報・視聴覚
センター

前年度を上回る相談
件数があった。

2

13
 (再
掲
86)

運営管理課
（R5より保

育・子育て推
進部運営支
援・人材育成

担当）

男女共同参画の
視点から、保育
所、学校等の運
営及び保育・教育
活動の充実に努
めます。

2
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市民文化局

教育委員会
事務局

性の多様性プログラ
ム、子どもの権利学
習ステップアップ講
座、リーフレット配
布は、引き続き実施
していく。

　性的マイノリティの人々を含めた全ての個人が、性別にかかわりなく、その個性と能力が発揮できる社会に向けて、多様な性のあり方に関する理解を促進します。

2

引続き、セミナーや
イベントを通じて啓
発を行っていく。

2

総務企画局

研修等への講
師派遣

　市職員一人ひとりが男女共同参画社会の意義を理解し、その視点に配慮して施策事業を推進できるよう啓発を行います。

教育政策室

市民文化局

性の多様性プログラ
ムを実施した学校は
25校から29校に増え
るとともに、子ども
の権利学習ステップ
アップ講座を実施し
た。

人権・男女共
同参画室

・性の多様性プログラムと
して、希望する市立小、中
学校29校に当事者団体から
講師を派遣して授業を行っ
た。
・新規で実施した子どもの
権利学習ステップアップ講
座では、性的マイノリティ
の事例をもとに研修を行っ
た.
・小学校（小学部）1・4
年、中学校（中学部）1年
生を対象に、保護者向け啓
発リーフレットを配布し
た。

14

16

性的指向や性自
認に関するハラス
メントやアウティン
グの防止に向け
たセミナー等を実
施します。

企業向けLGBT
セミナーの実施

男女共同参画社
会や性の多様性
についての理解
を深めるための
職員研修を実施
します。

階層別研修の
実施

16

15

男女共同参画社
会や性の多様性
についての理解
を深めるための
職員研修を実施
します。

施策６　市職員の意識改革

2

引き続き、階層別研
修において、ハラス
メントの防止に関す
る研修を実施する。

性の多様性や性
的マイノリティの
人々の人権尊重
に向けた啓発活
動を実施します。

研修等を通じ
た教職員への
周知啓発

2

次年度以降もオンラ
イン配信を活用して
いく。

14

施策５　性の多様性についての理解の促進

性の多様性や性
的マイノリティの
人々の人権尊重
に向けた啓発活
動を実施します。

人権・男女共
同参画室

12月21日と3月22日に性的
マイノリティ支援に向けた
複合イベント「COLORS
CINEMA KAWASAKI」を川崎
市役所本庁舎2階ホールで
開催した（3月は交流会の
み）。映画及びトーク
ショーは延べ23人の申込、
交流会は、延べ20人の申込
であった。
11月23日に「人権フェア」
を川崎アゼリアにて開催。
韓国・朝鮮等の音楽ステー
ジやパラスポーツ体験、人
権に係る各種展示等を行
い、2,087人が参加した。

多様な性のあり方に
ついての考え方等を
広く市民に周知する
ことができた。

川崎市人権啓
発オンライン上
映「ピープルデ
ザインシネ
マ」、「人権フェ
ア」の実施

人材育成課

人権・男女共
同参画室

階層別研修で男女共同参画
社会や性の多様性に関する
研修を行った。
＜階層別研修内訳＞
・新規採用職員研修(395
名)
・採用2年目職員研修335
名)
・採用3年目職員研修(351
名)
・中堅職員研修(285名)
・新任係長研修(159名)
・新任課長研修(105名)
・初任者等基礎研修(324
名)
※新規採用職員研修以外は
ｅラーニング研修

階層別研修におい
て、ハラスメントの
防止に関する研修を
実施した。

基本施策２　男女共同参画の視点に立った施策の推進

市民文化局

2

企業実務に詳しい講
師を選定し、多様な
性やハラスメントに
ついて、企業関係者
に理解を深めてもら
うことができた。

オンライン配信により「企
業向け人権セミナー」の一
環で実施。①「企業向け
LGBTセミナー」は、申込が
143人（94社）、令和7年1
月31日-2月14日に配信。②
「ビジネスと人権セミ
ナー」は、申込が110人
（72社）、令和7年1月16日
-30日に配信。

引き続き、研修等へ
の講師派遣や研修実
施を通じ、ジェン
ダー平等や男女共同
参画社会への理解促
進を図る。

各職種別、役職別研修等に
おいて、研修主催課の要望
に応じて講師派遣を行い、
男女平等施策を含む人権全
般をテーマにした講義を実
施した。

階層別研修だけでな
く、庶務課長会議で
アンコンシャス・バ
イアス関連資料を提
供したことで幅広く
庁内への周知を行っ
た。
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男女共同参
画推進員所
属課（シティ
プロモーショ
ン推進室）

手引きの作成、
配布、周知

手引を活用し
た広報の実施

「公的広報の作成に関する
表現の手引」について局内
に周知するとともに、男女
共同参画の視点に配慮され
ているか確認し、不適切な
点があれば見直しを要請し
た。

2

様々な機会を通じて
引き続き教職員の人
権意識向上を図る。

16

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

性別にとらわれず、
個性に基づく男女の
多様なあり方を尊重
することに留意した
広報を概ね実施した
ため。

財政局

引き続き男女平等推
進の視点に配慮しな
がら広報業務を推進
する。
「市政だより」・
「市勢要覧　カワサ
キノコト」：紙面に
おいて、イラストの
服の色使いや男女の
役割分担などに偏り
がないように配慮す
る。
「広報テレビ番組・
広報ラジオ番組の製
作」：男女平等や人
権の尊重に充分配慮
し、テレビ・ラジオ
において、効果的な
情報発信を行う。併
せて、所管課と協力
して、男女平等推進
に関する広報を行
う。

17

アンコンシャス・
バイアス（無意識
の思い込み）並び
にポジティブ・アク
ション及びジェン
ダー統計への理
解を促進します。

会議や研修を
通じた理解促
進

人権・男女共
同参画室

市民文化局

教職員への人
権尊重教育推
進に向けた研
修の実施

性の多様性プログラム、子
どもの権利学習ステップ
アップ講座など、教職員の
理解の程度に合わせた教育
委員会職員、当事者による
教職員向け研修を実施し
た。

性の多様性につい
て、教職員の理解の
程度に合わせた研修
を計画し実施できた
ことは、性の多様性
の理解につながっ
た。

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女共同参画社
会や性の多様性
についての理解
を深めるための
職員研修を実施
します。

・男女共同参画推進員連絡
調整会議において、手引を
配布した上で、手引を活用
して男女共同参画の視点に
立った資料等作成が行われ
るよう庁内各課に男女共同
参画推進員を通じて依頼し
た。
・「広報広聴主管会議」に
おいて、手引の配布及び活
用について周知した。

人権・男女共
同参画室

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮し
た広報を行うため、
「手引」の周知等を
行い、職員への意識
啓発を行っていく。

教育政策室

2

2

教育委員会
事務局

「市政だより」：紙
面の中で、男女平等
関連イベントについ
て扱うなど、男女平
等推進に関する広報
を所管課と協力して
行った。
「市勢要覧　カワサ
キノコト」：企画の
段階から男女平等に
配慮し、取材先や紙
面に登場いただく市
民の選定では、区や
活動のバランスだけ
ではなく、男女比に
も配慮して取材を
行った。
「広報テレビ番組・
広報ラジオ番組の製
作」：台本作成及び
番組放送等の際に
は、手引を活用する
など、男女平等に配
慮して事業を執行し
た。

手引の配布・周知を
行うことで、公的資
料作成における男女
共同参画の視点への
配慮に関する啓発に
つながった。

より的確に男女共同
参画の視点に配慮し
た資料等の作成が行
われるよう、手引の
内容を社会情勢等の
変化に合わせて適宜
見直しを行う。

手引を活用し
た広報の実施

男女平等推進の視点に配慮
しながら各種広報業務を推
進した。
「市政だより」・「市勢要
覧　カワサキノコト」：紙
面において、イラストの服
の色使いや男女の役割分担
などに偏りがないように配
慮した。
「広報テレビ番組・広報ラ
ジオ番組の製作」：広報事
業において、男女平等推進
や人権尊重の観点から不適
切な表現等がないように事
業実施を行った。
あわせて、所管課と協力し
て、男女平等推進に関する
広報を行った。

市民文化局

総務企画局

2

引き続き、会議等の
場において、アンコ
ンシャス・バイア
ス、ジェンダー統計
への理解促進に向け
た取組を行う。

全局の男女共同参画
推進員が参加する会
議等を通じて、公的
広報の作成に関する
表現、かわさきの男
女共同参画に関する
アンケート、ジェン
ダー統計の内容を説
明することで男女共
同参画社会の形成に
向けた意識の醸成を
図った。

・男女共同参画推進員連絡
会議で公的広報の作成に関
する表現、かわさきの男女
共同参画に関するアンケー
ト、ジェンダー統計の説明
を行った。
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概ね目標とおりの配
慮を実施したため。

まちづくり局

手引の周知徹底を図
り、男女共同参画の
視点に配慮して広報
資料を作成した。

男女共同参画の視点
に配慮するよう、適
切に周知を行った。

局内に手引を配付し周知を
図るとともに、局内の広報
物に対して手引きの視点に
基づく内容確認を行った。

引き続き男女共同参
画の視点に入ろした
広報を実施する。

次年度も引き続き男
女共同参画の視点に
配慮するよう周知を
行う。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

2

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き、各所属が
男女平等の視点を常
に意識して広報資料
の作成に取り組める
よう、庶務課から継
続して働きかけてい
く。

市民文化局

経済労働局18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女参画の視点に配
慮した広報を行うよ
う周知した。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

局内で「公的広報の作成に
関する表現の手引」につい
て周知徹底を図り、男女共
同参画の視点に配慮した広
報資料を担当所属において
作成した。

18

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成にあたって
は、男女共同参画の視点に
配慮するよう「公的公報の
作成に関する表現の手引」
の活用を各課へ周知した。

18

局部所長会議等で男女共同
参画に係る資料を配布する
など、局内への浸透を図っ
た。

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

局内に手引を配付し、広報
資料の作成の際にそれを活
用するよう周知を図った。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

手引を活用し
た広報の実施

今後も引き続き、広
報資料の作成・発行
に当たっては、手引
等を活用しながら、
男女平等の視点に配
慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務

課）
2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

引き続き局内で手引
の周知徹底を図ると
ともに、男女平等の
視点が考慮されてい
るか確認し、不適切
な項目があれば見直
しを要請していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務

課）／企画課

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用を徹底
するよう周知し、男女平等
の視点に立った表現で広報
資料等を作成するよう配慮
した。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

建設緑政局2

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女共同参画の視点に配慮
した広報を行うよう周知
し、広報資料の作成にあ
たっては「公的広報の作成
に関する表現の手引」の活
用を各課へ周知し、広報を
実施した。

2

今後も引き続き、手
引きを参考に継続し
て男女共同参画の視
点に配慮し、局内へ
の浸透を図る。

港湾局

男女平等の視点を取
り入れた内容表現に
配慮するよう周知
し、意識啓発を図っ
た。

こども未来局

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施する。

今後も引き続き手引
等を活用し、男女共
同参画の視点に配慮
した広報活動を行う
よう周知徹底してい
く。

臨海部国際
戦略本部

環境局

健康福祉局

臨海部紹介コンテン
ツの作成に際して
は、内容やイラス
ト・映像について男
女の露出をほぼ等し
くするなど、男女平
等に配慮し、性差を
感じさせないよう配
慮した。

「かわさきし子育てガイド
ブック」等のこども未来局
が発行した刊行物について
は、性別にとらわれず、男
女平等の視点を踏まえた表
現に留意し、作成した。

ほぼ目標どおり実施
できた。

男女平等の視点に
立った表現で広報
資料等の作成を行っ
た。

局内会議等で、男女
共同参画に係る資料
を配布し、局内の理
解を深め、男女共同
参画の視点に配慮し
た広報を行った。

今後も引き続き、男
女共同参画の視点に
配慮した広報資料の
作成について、手引
きなどを活用し、併
せて局内の職員へ周
知を図る。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18 2

本部内において手引の周知
を図るとともに、前年度に
引き続き男女平等の視点に
配慮した広報資料の作成・
発行を行った。

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。
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18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

引き続き各課へ手引
きの周知を行い、男
女平等の視点に配慮
していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施するよう区役所各
課に周知していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

宮前区役所

多摩区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

麻生区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

手引を活用し
た広報の実施

引き続き、手引の周
知及び手引に基づく
刊行物・広報資料の
作成を依頼し、男女
平等の視点に配慮し
た広報を行う。

広報資料の作成について、
各所属に手引活用の周知を
行い、男女共同参画の視点
に配慮した。

川崎区役所

幸区役所

中原区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担
当課）／企画

課

引き続き、「会計事
務ニュースレター」
の発行にあたって
は、手引を活用し、
掲載するイラストに
ついて男女平等の視
点に配慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

広報資料作成係る手
引きの周知及び手引
きに基づく表現での
資料等作成と作成内
容の表現に係る修正
を行った。

掲載内容を確認し、
必要に応じて男女共
同参画の視点に配慮
するよう周知するな
ど、区内各課への啓
発を行った。

2

引き続き実施する。

危機管理本
部

会計室

掲載イラストが、男
女どちらかに偏らな
いように配慮した。

高津区役所

手引を活用し、男女平等の
視点に配慮した広報を行っ
た。

2

手引を活用し、男女平等の
視点に配慮しながら、広報
資料を作成した。

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用を徹底
し、男女共同参画の視点に
配慮した上で、広報・啓発
資料の作成を行った。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

18

18

引き続き男女平等の
視点に配慮した広報
を実施する。

各課へ手引きの周知を行
い、男女平等の視点に配慮
した広報を実施した。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

18

概ね男女共同参画の
視点に配慮すること
ができた。

広報資料の作成にあ
たり手引きを活用す
るよう各課に周知
し、男女共同参画の
視点に配慮した。

手引きの活用について各課
に周知し、男女共同参画の
視点に配慮した広報を実施
した。

2

男女いずれかに偏った表現
にならないように配慮した
広報を実施した。

機会を捉え、各課へ
手引きの周知を行
い、男女平等の視点
に配慮した。

18

手引を活用し、男女
平等の視点に配慮し
た表現になるように
随時確認を行いなが
ら、市政だよりや各
種広報資料の作成、
ホームページの更新
等を行った。

18

18

18

手引を活用し
た広報の実施

引き続き、「公的広
報の作成に関する表
現の手引」の活用を
徹底し、男女共同参
画の視点に配慮した
上で、広報・啓発資
料の作成を行う。

広報・啓発資料の作
成に際し、男女共同
参画の視点に配慮し
たため。

2

市政だよりやSNSへの掲載
など、広報主管課で取りま
とめる広報に関しては手引
きを活用した広報を実施し
た。

手引を活用し
た広報の実施

2

2

引き続き、手引を活
用し、男女平等の視
点に配慮しながら、
市政だよりや各種広
報資料の作成、ホー
ムページの更新等を
行う。

今後も引き続き、各
課へ手引の周知を行
い、男女共同参画の
視点に配慮した広報
をしていく。

広報資料作成にあた
り、各所属へ手引の
活用を行うよう周知
した。

「会計事務ニュースレ
ター」は会計事務について
の広報であり、男女平等の
視点に配慮する内容ではな
いが、掲載するイラストに
ついて手引に沿うよう配慮
し、7月、9月、12月及び3
月の年4回発行した。
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男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き広報資料の
作成に当たっては、
「公的広報の作成に
関する表現の手引」
の活用を徹底し、男
女共同参画の視点に
配慮する。

交通局

病院局

消防局

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

人事委員会
事務局

引き続き男女共同参
画の視点に配慮して
いく。

引き続き、刊行物の
作成にあたっては、
手引きを活用し、男
女平等推進の視点に
配慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

次年度も引き続き、
男女平等推進の視点
に配慮し、広報誌を
作成していく。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担
当課）／教育

政策室

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

監査事務局2

2

局内に周知し、職員
の理解を深めた。

男女いずれかに偏った表現
にならないよう配慮した広
報を実施した。

男女共同参画の視点
に配慮したポスター
等広報資料作成する
ことができた。

次年度も引き続き、
局内へ男女共同参画
の視点に係る資料等
を周知し、男女平等
参画の視点に配慮す
る。

広報誌の作成にあ
たっては、男女平等
の視点で行うよう配
慮した。

教育委員会
事務局

選挙管理委
員会事務局

市民オンブ
ズマン事務

局

上下水道局

男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施した。

2

「公的広報の作成に関する
表現の手引」を活用し、性
別に基づく固定的な役割分
担意識やイメージにとらわ
れない表現をもって広報資
料を作成した。

B

昨年度に引き続き、
広報紙における表現
やキャラクターの使
用に当たり、男女共
同参画の視点を配慮
して制作したため。

「公的広報の作成に関する
表現の手引」について局内
に周知するとともに、刊行
物の作成にあたっては、差
別的表現がないよう配慮を
おこなった。

差別的表現がないよ
う、男女共同参画の
視点に配慮して作成
した。

広報資料作成時に
は、係内の男女複数
人で確認点検を行
い、概ね達成でき
た。

管理職会議やメール、局内
掲示板等で男女共同参画の
視点に係る資料を配布する
など、局内への周知を図っ
た。18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

ポスター等の広報資料にお
いて、男女平等の視点に
立った資料の作成を行った

手引を活用し
た広報の実施

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

18

引き続き男女平等の
視点を配慮し、広報
紙等の制作を行う。

昨年度に引き続き、
手引の内容及び男女
平等推進の視点に配
慮した広報資料の作
成を周知した上で、
広報資料の点検を行
う。

年4回各戸配布等により広
報紙を配布した。

次年度も引き続き、
広報資料作成時には
「公的広報の作成に
関する表現の手引」
を活用するなど、男
女共同参画の視点に
配慮して作成する。

看護師募集用の広報資料に
おいて、男女平等の視点に
立った資料の作成を行っ
た。

2

2

男女共同参画の視点
に配慮して、広報資
料を作成した。

「教育だよりかわさき」の
作成については、男女平等
の視点を踏まえた表現に留
意し、作成した。

「公的広報の作成に
関する表現の手引」
を活用し、必要な情
報を正確に分かりや
すく伝えるために、
情報の受け手に配慮
した表現に努めた。

広報資料の作成に当たり、
男女共同参画の視点に配慮
した。

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報の実
施を推進する。
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20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市の統計調査やアンケート
調査等の実施にあたって
は、必要に応じて性別デー
タの把握に努め、公表を
行った。

男女比率を把握し、
公表に向けて適切に
実施した。

2

次年度も引き続き必
要に応じて性別デー
タの把握に努め、公
表を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

健康福祉局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

アンケート調査を実施する
際は性別の項目の必要性に
ついて検討し、設定した。

ジェンダー統計の観
点に配慮してアン
ケート調査を行っ
た。

2

引き続きアンケート
調査を実施する際に
はジェンダーの視点
から設問が作成され
ているか確認し、不
適切な項目があれば
見直しを要請してい
く。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

経済労働局

環境局

議会局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市民向けアンケート調査の
実施にあたっては、男女共
同参画の視点に配慮してア
ンケートを実施し、必要に
応じて性別データの把握に
努めた。

概ね目標とおりの配
慮を実施したため。

2

アンケート調査等の
実施にあたっては、
引き続き男女平等推
進の視点に配慮し、
必要に応じて性別の
項目設置等を検討す
る。

引き続き男女共同参
画の視点に配慮した
広報を実施する。

川崎市男女共同参画の進捗
状況及び課題把握のため市
民アンケート調査を実施す
るとともに、川崎で活躍す
る女性や男女共同参画推進
者のあゆみについて調査を
行った。

2 市民文化局

男女共同参画の推進
に向けて、多様な在
り方を尊重すること
に留意した広報を実
施できたため。

施策７　ジェンダー統計についての理解の促進及び男女共同参画社会の形成に及ぼす影響把握の実施

18

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

2

引き続き、統計調査
やアンケート調査を
実施する際は、男女
平等推進の視点に配
慮し、実施してい
く。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

総務企画局

市民文化局

男女別統計
データの集計
及び公表

統計結果を市ホーム
ページや刊行物等で
広く一般に公表し
た。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

川崎市「運動・スポーツに
関するアンケート調査」を
実施した。実施にあたって
は、必要に応じて性別デー
タの把握に努めた。

必要に応じて適切に
実施した。

手引を活用し、男女共同参
画の視点に配慮して市議会
広報紙「議会かわさき」や
ポスター等を作成した。

手引を活用し
た広報の実施

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取
りまとめ→統

計情報課

法定受託事務として実施し
た調査の結果について、男
女別の集計項目を作成し、
統計資料を公表した。

　性別により異なる課題やニーズがある状況を客観的に把握するジェンダー統計に対する理解を促進し、各種統計やアンケート調査を実施します。例えば、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大は、性別によって雇用や生活等に異なる影響を及ぼしており、市民生活にもたらされた影響を男女共同参画の視点から把握・分析を行います。

2

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

19

市民等を対象に
した調査を実施
し、男女共同参画
に関する意識・実
態や課題を把握
します。

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

20

男女共同参
画センター

市民アンケート
など、調査・研
究事業の実施

次年度も引き続き、
必要に応じて性別
データの把握及び公
表に努める。

市民アンケートの実
施に向け、設問を含
めた調査票の作成、
回答者の負担軽減を
図るためオンライン
回答フォームの作成
などを行い、回答内
容の集計作業を行い
ました。

市民向けの啓発資料
として、引き続き
データブックの配
布・周知を行う。ま
た、市民アンケート
の調査結果について
は、今後、報告書と
してまとめていく。
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R5
(2023) E

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) E

R5
(2023) E

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

・麻生区に在住している満
18歳以上の男女個人2,000
人（外国人含む）を対象と
して、令和6年7月12日～8
月12日に調査を実施した。
・有効回収率：56.9%
（1,138件）

性別・年齢等、回答
者属性をたずねる設
問を設定し、回答者
の男女比率などの
データを把握した。 2

隔年実施のため、再
来年度の実施に向け
て検討を行う。

企画課/総務
課

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市民意識調査アンケートを
実施した。また、みずみず
フェア等でアンケート調査
を実施した。

抽出条件や設問を決
定するに当たり、必
要に応じた性別項目
や、ジェンダー統計
に配慮した設問内容
等を設定し、適切に
実施できたため。

2

引き続きジェンダー
統計の観点に配慮
し、アンケート調査
等を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

麻生区役所

上下水道局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

・多摩区に在住している18
歳以上の男女個人2,000人
（外国人含む）を対象とし
て、令和6年10月1日～10月
31日に調査を実施した。
・有効回収率：40.4％
（807件）

生活環境の満足度
や、区役所が推進す
る取組などに関する
設問を設定し、年齢
や性別により異なる
ニーズがあることを
把握した。

2

引き続き、男女平等
の視点に配慮しなが
ら、次回実施に向け
て、検討を行ってい
く。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

多摩区役所

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

性別記載欄に「回答しな
い」項目を設定し、区民ア
ンケート（隔年実施）を実
施。区政に対する区民の
ニーズを把握し、課題解決
に向けた基礎資料とした。

事業や調査内容によ
り性別・年齢等、回
答者の属性を尋ねる
設問を設定し、回答
者の男女比率などの
データを把握した。

2

区民アンケートは、
隔年実施のため、令
和８年度の実施に向
けた検討を進める。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

中原区役所

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

区民2,000人を対象に区内
の住みやすさ、区政に関す
る感想及び要望、防災に対
する意識等についてのアン
ケート調査を実施した。

性別・年齢等、回答
者属性を訪ねる設問
を設定し、回答者の
男女比率などのデー
タを把握・分析し
た。

2

次回以降のアンケー
ト調査においても男
女平等の視点に配慮
しながら、調査を実
施する。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

・幸区に在住している18歳
以上の個人2,000人（外国
人含む）を対象として、令
和6年9月13日～9月30日に
調査を実施した。
・有効回収率：43.3%（866
件）

性別・年齢等、回答
者属性をたずねる設
問を設定し、回答者
の男女比率などの
データを把握した。 2

隔年実施のため、再
来年度の実施に向け
て検討を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

川崎区役所

幸区役所

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

生田緑地指定管理者におい
て常設の満足度調査を実
施。性別の設問について、
男・女・その他・回答しな
いの４つの選択肢を設け
た。

性別により異なる
ニーズを把握しなが
ら、回答を希望しな
い人にも配慮したた
め。

2

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮
し、アンケート調査
を実施する。 統計資料作

成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

建設緑政局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

「第9回川崎市子どもの権
利に関する実態・意識調
査」の実施に当たり、男女
平等推進の視点に配慮して
項目を設定するとともに、
今回から新たに性別項目を
設け、「選べない・答えた
くない」の選択肢も設けた
上、アンケート調査を実施
した。
「子ども・若者調査」で
は、必要に応じて性別項目
を設け、課題やニーズの把
握に務めた。

調査を実施するに当
たり男女平等推進の
視点に配慮を行いな
がら、調査を適切に
実施した。また、性
別項目を設けたこと
で、性別ごとに集計
することも可能と
なった。

2

引き続き、男女平等
推進の視点に配慮
し、調査等を実施し
ていく。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ
／青少年支

援室

こども未来局
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R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) E

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

教育委員会
事務局

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

引き続き市の統計調
査やアンケート調査
等の実施に当たって
は、ジェンダー統計
の観点から必要な取
組を進める。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

アンケート調査等の実施に
ついては、男女共同参画の
視点に配慮した。

男女共同参画の視点
に配慮したアンケー
ト調査等を実施し
た。

2

次年度も引き続き、
アンケート調査等の
実施に当たっては男
女共同参画の視点に
配慮する。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

消防局

市民オンブ
ズマン事務

局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市の統計調査やアンケート
調査等の実施に当たって
は、ジェンダー統計の観点
から必要に応じて性別項目
を設け、異なる課題やニー
ズを把握した。

行動計画に基づく取
組を実施し、アン
ケート調査等の実施
に当たっては、性別
による異なる課題や
ニーズの把握に努め
た。

B

2

市バスお客様アン
ケート調査を引き続
き実施し、市バスに
対するお客様満足度
の把握に努める。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

交通局

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

20

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

Webやチラシを通じ、市バ
スお客様アンケート調査を
実施した。

市バスお客様アン
ケート調査は、統計
上、男女比率を把握
する必要がないこと
から、性別記入欄を
設けていない。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

5月1日調査期日の「市立学
校統計調査」において、男
女別の児童・生徒数を把握
し、公表している。

調査結果を市ホーム
ページで広く一般に
公表した。

2

次年度も引き続き、
男女平等推進の視点
に配慮し、調査を実
施していく。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

人事行政の適正な運営のた
め、採用・昇任・勤続年数
等における男女比率を調査
した。

調査結果をもとに、
川崎市職員の人事に
関する統計報告を作
成した。

2

引き続き、適正な調
査のもと、統計報告
を作成する。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

人事委員会
事務局
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年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024) A

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) D

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) A

R6
(2024) A

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024) D

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024) D

R7
(2025)

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

経済労働局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：30.9%

目標値には到達しな
かったが、昨年度か
ら10%以上増加し、目
標値に近づいたた
め。 2

令和7年度までの目標
達成に向けて、引き続
き女性委員の選任依頼
を継続して行う。

環境局

委員を選任する際に
は、男女比に配慮し、
女性比率の向上に努め
るよう、局内各課に周
知していく。 市民文化局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：30.9%

情報提供し比率向上
に向け働きかけ、目
標の達成に至らな
かったため。

1

局内各課に対し、審議
会等における委員選任
時の女性比率を向上す
るよう働きかけてい
く。また、男女共同参
画に関する積極的な情
報提供を行っていく。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：41.8%

令和5年度は41.0％で
あり、前年度から比
率が0.8%増加し、目
標数値である40％を
達成した。 2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：29.2%

前年度から比率が2.8
ポイント減少し、目
標達成まで10.8ポイ
ントの開きがある。

2

専門や職種等に対する
委員選任もあり難しい
が、引き続き女性委員
の参加向上に努めてい
く。 財政局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

市民文化局
人権・男女共

同参画室

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：42.4%

令和6年度は42.4％で
あり、目標を達成し
ている。

1

引き続き局内所管の審
議会等委員の女性比率
の向上を目指すよう要
請していく。

総務企画局

基本施策３　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

施策８　審議会等委員への女性の参画の推進

　審議会等委員への女性の参画を促進し、市の政策・方針の立案及び決定過程に、多様な視点を反映します。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

事前協議、参加
状況調査の実施

女性比率（全市）令和6年
度:34.2％
・新規設置及び改選を行う
審議会等所管対象課と事前
協議を行い女性参加促進を
働きかけた。
・全審議会等を対象にした
参加状況調査を実施し、現
状把握及び課題の検討を
行った。
・改選を行う審議会等を対
象に女性候補者確保に向け
た手法等の情報提供を行っ
た。
・局長会議、庶務課長会議
において各局に審議会等の
女性の比率向上に向けた取
組を依頼した。

令和6年度女性比率は
34.2%と、令和5年度
の33.5％から0.7ポイ
ント増となっている
が、目標値の40％ま
でにはまだ開きがあ
る。

1

引き続き、目標達成に
向けて事前協議を行う
ほか、局長会議、庶務
課長会議等、様々な場
を通じてにおいて比率
向上に向けた取組の依
頼や女性候補者確保に
向けた手法の情報提供
を行う。

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅱ 職業生活・家庭生活における男女共同参画の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和６(2024)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

40



R4
(2022) C

R5
(2023) C

R6
(2024) C

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) D

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) C

R6
(2024) D

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024) D

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024) A

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024) D

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) D

R6
(2024) D

R7
(2025)

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

危機管理本
部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：35.0%

前年度よりも女性比
率が2.5ポイント上昇
したものの、目標達
成まで5ポイントの開
きがある。 2

引き続き女性割合の向
上に努めていく。

川崎区役所

引き続き、女性委員の
割合向上のための取組
を推進する。

臨海部国際
戦略本部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：8.0%

目標達成まで30ポイ
ント以上の開きがあ
るため。

1

女性参加を積極的に呼
びかけるなど、引き続
き女性比率の向上に努
める。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：40％

臨海部ビジョン推進
懇談会は令和６年度
より委員の改選が行
われ、目標値40％に
対し、0％→40％に上
昇した。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：15.6%

目標達成まで大きな
開きがある。

1

引き続きさらなる女
性委員の比率向上に
努める。

港湾局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

まちづくり局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：35.1%

前年度より1.3ポイン
ト低下した。目標達
成まで4.9ポイントの
開きがある。

1

女性参加促進に関する
好事例の情報提供や、
女性委員候補情報の提
供など、比率向上に向
けた取組を引き続き行
う。 建設緑政局

引き続き、女性委員の
選出について配慮を行
うよう指導を行ってい
く。

こども未来局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：30.2%

前年度から比率が4.5
ポイント上昇した
が、目標達成まで約
10％の開きがある。

1

職に対する委員選任も
あり難しいが、引き続
き女性委員の参加向上
に努めていく。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：39.9%

今年度もわずかに下
回ってしまった。

1

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：34.2%

令和6年度女性比率は
34.2%と、令和5年度
の33.4％とほぼ同様
の比率となってお
り、目標値の40％ま
でにはまだ開きがあ
る。

1

専門領域や職種等を踏
まえた選任との兼ね合
いに課題はあるが、女
性参加促進に関する事
例の情報提供や事前協
議の時期の検討を行
い、比率向上に向けた
取組を引き続き行う。

健康福祉局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）
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男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：21.4%
川崎市立病院運営委員会1人
/6人

女性委員が在席して
いるが、目標達成ま
で大きな開きがあ
る。

1

委員の改選時におい
て、女性委員候補情報
の提供など、比率向上
に向けた取組を引き続
き行う。

病院局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

上下水道局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：36.8%

前年度からは低下し
ているが、令和7年度
までの目標である
「40％」を概ね達成
している。 1

今後も目標である
「40％」以上の比率を
目指し、女性参加促進
の取り組みを続けてい
く。 交通局

改選の際に女性比率が
向上するよう各課に働
きかけていく。

麻生区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：35.3%

目標値（40.0％）達
成まで10％以上の開
きがあるため。

1

委員の改選時には男女
共同参画に関する視点
を持ち、女性参加促進
の取組を続けていく。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：39.3%

残念ながら目標の
40％を下回ってし
まった。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：54.5%

数値目標達成のため

2

女性参加促進に関する
好事例の情報提供や、
女性委員候補情報の提
供など、比率向上に向
けた取組を引き続き行
う。

多摩区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

高津区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：56.0%

目標とする女性比率
を達成した。

2

引き続き審議会等にお
いて、男女共同参画の
視点を持って取り組む
よう各課に周知・共有
していく。 宮前区役所

女性委員の参画を推進
し、目標達成を目指
す。

中原区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：42.9%

目標である40％を達
成した。

2

各所属に対し、審議会
等の委員の選任におい
て男女共同参画の視点
を持って取組むよう周
知し、さらなる比率向
上に努める。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：36％

前年度から8.8パーセ
ント減少し、目標達
成までは4.0%の開き
がある。

1

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度(6月1日時点)：
51.9％

女性比率が40％以上
で目標を達成してい
る。

2

引き続き、実施してい
く。

幸区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）
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局内各課に対し、審議
会等における委員選任
時の女性委員選任を働
きかけていく。また、
男女共同参画に関する
積極的な情報提供を
行っていく。

経済労働局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：1

情報提供し女性委員
選任に向け働きかけ
たが、目標の達成に
至らなかったため。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：1

令和5年度と同様、女
性委員ゼロの審議会
が1のため。

1

引き続き、委員を選任
する際は女性委員の選
出について配慮するよ
う局内各課に周知し、
目標達成に向けて努め
る。

市民文化局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

総務企画局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：1

令和5年度0から1つ増
えて目標達成に至ら
なかった。

1

団体推薦において、女
性候補者が少数で選任
が難しいことが課題で
あるが、引き続き、審
議会等の委員改選の際
には事前協議を通じて
女性比率向上を働きか
ける。

財政局

女性委員ゼロの審議会
等の解消に向け、全庁
的な会議など様々な機
会をとらえて周知して
いく。ゼロとなってい
る審議会等について
は、改選の際に解消で
きるよう事前協議を通
じて働きかける。

市民文化局
人権・男女共

同参画室

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会は0であり、目標を
達成している。

2

この状況を維持できる
よう、引き続き審議会
を所管する所属に要請
していく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

所管部署への働
きかけの実施

女性委員ゼロの審議会の数
（全市）令和6年度：20

令和6年度女性委員ゼ
ロの審議会の数は、
前年度21から1つ減り
20となった。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

市民オンブ
ズマン事務

局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：37.1%

令和6年度女性比率は
37.1%と、令和5年度
と比較し下回ってい
ることに加え、令和7
年度目標の40％に未
達のため。

1

引き続き局内所管の審
議会等委員の女性比率
の向上を目指すよう要
請していく。

教育委員会
事務局

各審議会等へ女性委員
の推薦を依頼し、比率
向上に向けた取組を引
き続き行う。

消防局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：75.0%

目標である40％を達
成している。

2

今後も女性参加促進の
取組を続けていく。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和6年度：7.3%

目標達成まで37.6ポ
イントの開きがあ
る。

2
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川崎区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

女性委員ゼロの審議会
等がないよう、引き続
き女性参加を積極的に
呼びかける。

危機管理本
部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会はないため、目標
を達成している。

2

今後も現在の状態を継
続していく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

昨年度に続き、女性
委員ゼロの審議会が
ないため。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

臨海部ビジョン推進
懇談会は令和６年度
より委員の改選が行
われ、女性委員を選
定した。

2

引き続き女性委員が
ゼロの審議会が発生
しないように努め
る。

臨海部国際
戦略本部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

建設緑政局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
が達成できたた
め。

2

引き続き女性委員が
ゼロの審議会が発生
しないように努め
る。

港湾局

職に対する委員選任も
あり難しいが、引き続
き女性委員の参加向上
に努めていく。

まちづくり局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：1

女性委員ゼロの審議
会数が１つあり、目
標達成には至らな
かった。

1

審議会設置の事前を察
知し、女性委員候補情
報の提供などを行い、
比率向上に向けた取組
を行う。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：2

女性委員ゼロの審議
会の数が、前年度の
３審議会から２審議
会に減少したが、女
性委員ゼロの審議会
がなくならなかっ
た。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

目標値を達成でき
た。

2

引き続き、女性委員の
選出について配慮を行
うよう指導を行ってい
く。

こども未来局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

環境局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：8

令和6年度女性委員ゼ
ロの審議会の数は、
令和5年度の7から3減
4増の結果、8となっ
た。 1

専門領域や職種等を踏
まえた選任との兼ね合
いに課題はあるが、女
性参加促進に関する事
例の情報提供や事前協
議の時期の検討を行
い、女性委員ゼロの審
議会をなくすための取
組を引き続き行う。

健康福祉局

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会がないため

2

学識経験者が少ない現
状があるが、引き続き
女性委員の選任に取り
組む。
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男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：4

職務の指定や、危険
物や石油コンビナー
トに関する女性学識
経験者が少ないこと
から、現状は変わっ
ていない。

2

今後も女性委員ゼロの
審議会の数を減らすよ
う、引き続き女性参加
促進の取組みに最大限
努める。 消防局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

交通局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会は無く、目標を達
成している。

2

引き続き、男女比に配
慮し、各団体へ女性委
員の推薦を依頼してい
く。

病院局

委員の改選時には男女
共同参画に関する視点
を持ち、女性参加促進
の取組を続けていく。

上下水道局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会はなく、また女性
比率も目標値に近い
比率を維持できてい
る。 2

今後も女性委員ゼロの
状況にならないよう、
女性参加促進の取り組
みを続けていく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

目標通り達成できた
ため。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：1

女性委員ゼロの審議
会数が１つあり、目
標達成には至らな
かった。

1

引き続き、改選の際な
どに女性委員ゼロの審
議会とならないよう各
課に働きかけていく。

麻生区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

宮前区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

数値目標達成のため

2

女性参加促進に関する
好事例の情報提供や、
女性委員候補情報の提
供など、比率向上に向
けた取組を引き続き行
う。

多摩区役所

引き続き取組を推進し
ていく。

高津区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会はなかったため。

2

引き続き審議会等にお
いて、男女共同参画の
視点を持って取り組む
よう各課に周知・共有
していく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会がない。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会は無く、目標を達
成した。

2

女性委員の参画を推進
し、目標達成を継続す
る。

中原区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会がなく、目標は達
成している。

2

引き続き、実施してい
く。

幸区役所
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人事課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

職員の服務規律の確保と公
務員倫理の確立について、
厳正な服務規律の確保、法
律の遵守を行うとともに、
良好な職場環境の維持及び
醸成に全力を挙げて取り組
むよう教育長名にて通知し
た。

職場内での周知徹底
を指示した。

2

引き続き、職員の服務
規律の確保に向けて、
働きかけを行ってい
く。

教育委員会
事務局

庶務課

病院局 庶務課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

・局内において、男性職員
も参加する初任実務教育及
び昇任予定者研修（各階
級）において、女性活躍推
進研修を実施し、本市のみ
ならず国の取組についても
説明し、女性活躍推進の意
義を周知した。
・局内で実施した女性活躍
推進研修の参加者に対し、
キャリア形成についてのア
ンケートを実施し研修での
意見交換を実施した。
・川崎市職員メンター制度
を周知した。

　女性職員のキャリ
ア形成支援や働きや
すい環境づくりに向
け、計画に基づいた
取組を実施した。

2

・各種局内研修等にお
いて、継続的に研修を
実施し、各種制度を周
知するとともに、女性
のキャリア形成や働き
やすい環境作りを推進
する。
・メンター制度におけ
る、メンター及びメン
ティの募集を継続的に
行い制度を実施する。

消防局

引き続き、ハラスメン
ト防止に係る啓発を行
う。

交通局 庶務課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

ハラスメントに関する文書
等の周知により、正しい知
識と見解を深め、その防止
に向けた職員の意識改善を
図った。

様々なハラスメント
について、都度、局
内で確認し、防止に
向けた意識の改善を
促すことができた。 2

引き続きハラスメント
の防止について、局内
への理解が深まるよう
取り組む。

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

研修、自主考査等の機会を
活用し、ハラスメント防止
について啓発を行った。

研修、自主考査等の
機会を活用し、ハラ
スメント防止につい
て啓発を行った。

2

人事課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

自主考査や内部講師による
ハラスメント研修等を通じ
てハラスメントへの意識の
向上に取り組んだ。

内部講師による職場
環境改善研修を実施
し、防止に向けた意
識の改善を促せた。

2

引き続き,ハラスメン
ト防止に努め、ハラス
メントが起こらない土
壌づくりを推進してい
く。 上下水道局 庶務課

　「川崎市女性活躍推進特定事業主行動計画」に基づき、女性職員のキャリア形成支援や登用を推進し、性別や年齢等にかかわらず職員一人ひとりが意欲的に仕事に取
り組める、働きやすく魅力的な職場環境の実現に向けて取り組みます。

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

女性のキャリア形成を支援
する取組として、メンター
制度の実施、女性活躍推進
に関する研修（管理監督者
向け及び職員向け）を実施
した。

女性職員のキャリア
形成支援や働きやす
い環境づくりに向
け、計画に基づいた
取組を実施した。 2

メンター制度、先輩職
員との意見交換会、女
性活躍推進に関する研
修等の実施を継続す
る。 総務企画局

施策９　女性職員のキャリア形成支援と登用の推進

教育委員会
事務局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き女性委員ゼロ
の審議会件数0件を維
持する。

市民オンブ
ズマン事務

局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：1

川崎市橘樹官衙遺跡
群調査整備委員会の
調査部会が前年度同
様、全員が男性で、
女性委員が0である。 1

引き続き、目標達成に
向けて努める。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和6年度：0

女性委員ゼロの審議
会はなく、目標を達
成している。

2
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教職員人事
課

27

昇任候補者となる
人材の確保・育成
に向けた取組を
行います。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

管理・監督者による適切な
指導、助言等を実施した。
ライフイベント等を考慮し
た、新たな係長及び主任昇
任選考を昨年度に続いて実
施した。

昇任候補者となる人
材の確保に向け、計
画に基づいた取組を
実施した。

2

引き続き管理・監督者
による適切な指導、助
言等を実施する。
また、昇任制度を適切
に運用し、意欲と能力
のある女性職員を登用
していく。

総務企画局 人事課

総務企画局 人事課

26

小学校・中学校・高
等学校の校長、教
頭に占める女性の
割合の向上を目指
します。

校長・教頭に占
める女性の割合
の向上

【校長・副校長・教頭の女
性比率】令和6年度
小学校：52.2％
中学校：26.7％
高等学校：22.2％
特別支援学校：66.7％

前年度と比較して、
小学校は4.4％、中学
校は1.9％、高等学校
は5.6％、特別支援学
校は12.1％の増加と
なった。 2

引き続き全校種におい
て校長・副校長・教頭
の女性登用に努めてい
く。

教育委員会
事務局

引き続き職員向けアン
ケート等による現状把
握及び課題分析を行
い、実効性のある取組
を行うとともに、管理
監督者の意識啓発等を
実施する。

総務企画局 人事課

25

課長級職員に占
める女性割合が
令和7（2025）年度
までに30％になる
よう目指します。

数値目標達成に
向けた取組の推
進

課長級職員に占める女性の
割合
令和6年度数値：25.8％
（令和7年4月1日時点）

前年度（令和6年4月1
日時点）から比率が
0.1ポイント低下し
た。

2

令和7年度（令和8年4
月1日時点）までに目
標達成に向けて、引き
続き、女性の登用に努
めていく。

24

「川崎市女性活躍
推進特定事業主行
動計画」に基づき、
女性職員や管理職
に向けた研修等の
意識啓発を行いま
す。

計画に基づく取
組の推進（職員
向けアンケート
の実施や人事評
価制度の効果的
な活用、管理職
への研修など）

職員向けアンケート（働き
方についてのアンケート調
査）を実施し、現状及び課
題を把握した。また、管理
監督者向けに研修を実施し
た。

職員の満足感の向上
に向け、計画に基づ
いた取組を実施し
た。

2

調査課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

・管理職会議の場におい
て、ハラスメントに関する
新聞記事を活用して情報交
換を行い、その防止に向け
た意識啓発を行った。
・局内研修「局長と語る
会」において、女性職員に
とって働きやすい職場環境
等についての意見交換を
行った。

男女平等推進及び女
性活躍推進の観点か
ら取組を実施した。

2

次年度も引き続き、取
組を推進する。

議会局 庶務課

監査事務局 行政監査課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

・「川崎市職員のセクシャ
ルハラスメント、パワーハ
ラスメント及び妊娠、出
産、育児又は介護に関する
ハラスメントの防止に関す
る要綱」を周知した。
・ハラスメントに関する研
修や会議等の参加を積極的
に促した。

ハラスメントに関す
る研修や会議の機会
を周知した。

2

引き続き、研修や会議
の機会を周知し、職員
の理解が深まるよう努
める。

人事委員会
事務局

引き続き局内への理解
が深まるよう取組む。

選挙管理委
員会事務局

選挙課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

研修、自主考査等の機会を
活用し、ハラスメント防止
について啓発を行った。

様々なハラスメント
について、局内で意
見交換をし、防止に
向けた意識を高める
ことができた。 2

女性職員のキャリア形
成支援や働きやすい環
境づくりに向けた取組
を引き続き行う。

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

管理職会議及び課内会議 ・課内会議でのハラ
スメント防止の確認
・各種はハラスメン
トについての理解が
深まるよう、研修資
料等の局内回覧を実
施

2

47



R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) C

R5
(2023) C

R6
(2024) C

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

任用課

行政監査課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

・庶務課長会議において、
適切な受験勧奨を行うよ
う、各局等に依頼した。
・職員個々の子育てなどの
ライフイベントに配慮した
昇任モデルの構築や、係長
昇任に向けた準備期間の確
保を考慮した昇任制度の見
直しを行った。
・係長昇任選考第１次選考
において、子育て中の職員
に受験しやすい環境を提供
するため、託児所を設置し
た。

受験環境の整備や昇
任制度の見直しを
行った。

2

次年度も引き続き受
験しやすい環境整備
を図っていく。

人事委員会
事務局

選挙管理委
員会事務局

選挙課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

管理職会議等により適切な
受験勧奨を行うよう各課に
周知した。管理職から受験
対象者全員にキャリアプラ
ン等の確認を行った。

昇任候補者に対する
勧奨やフォローを適
切に実施した。

2

次年度も引き続き係長
昇任選考受験率向上の
取組を進める。

監査事務局

引き続き、積極的な受
験を図れるよう、働き
かけを行っていく。

教育委員会
事務局

庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

令和６年度は、係長
昇任選考対象者がい
なかった。

2

引き続き対象者に対し
係長昇任選考の受験勧
奨を行っていく。

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

対象者へ積極的な受
験を呼びかけた。

2

庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

・昇任試験・選考を受験す
るきっかけとなるよう、局
内において、キャリアプラ
ンについて悩みを持つ女性
職員に対し、女性活躍推進
研修を実施した。
・局内において、消防司令
選考（係長選考）を含む各
階級の昇任試験の実施につ
いて通知した。

令和6年度の昇任選考
において、3名が受験
した。
　また、今後、消防
司令の候補者となり
うる消防司令補（主
任級）試験において
も令和6年度に3名が
受験し、うち2名が合
格したため。

2

女性職員の昇任選考受
験者を確保するととも
に、消防司令以上を目
指すを職員に対して消
防士長及び消防司令補
昇任試験を積極的に受
験をしてもらえるよ
う、各種研修等の機会
を通じて取組を継続し
ていく。

消防局 人事課

交通局 庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長選考受験について、積
極的な周知・勧奨を行っ
た。

対象者へ積極的な受
験の周知・勧奨を
行った。

2

引き続き、対象者に対
し積極的に周知・勧奨
を行い、女性の昇任へ
の意識醸成を図ってい
く。 病院局

引き続き、受験率向上
に向けた取り組み等を
進めていく。

上下水道局 庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、管理職会議等の機会
に、対象者に対して所属長
から個別に案内するなど積
極的な周知と勧奨を行っ
た。

係長昇任選考受験に
ついて、管理職会議
等の機会に、対象者
に対して所属長から
個別に案内するなど
積極的な周知と勧奨
を行った。

2

引き続き、昇任選考受
験に係る受験意識の醸
成を図る。

27

昇任候補者となる
人材の確保・育成
に向けた取組を
行います。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考の受験率向上
に向け、管理職に対象者へ
直接案内するよう周知し
た。

対象者へ積極的な受
験を呼びかけるよう
管理職へ周知した。
また、係長職の女性
比率を上げ、活躍し
ている女性を身近で
感じる機会が増えた
ことにより、女性の
昇任への意識醸成を
図れた。

2
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経済労働局 労働雇用部

引き続き就労支援講座
を開催するとともに女
性リーダー養成のため
の事業を実施する。

市民文化局
男女共同参
画センター

30

女性の就業継続・
キャリアアップに
向けた支援講座
を実施します。

職場定着のため
のフォローセミ
ナーや人材育成
セミナー等の開
催

キャリアサポートかわさき
において、女性向け就職準
備セミナーを実施した。
また、キャリアサポートか
わさきにおいて、就業後の
職場定着に向けた定着支援
セミナーを実施した。

働きたい女性の就業
に向けた支援、就職
後の職場定着に向け
た支援を実施した。

2

引き続き、キャリアサ
ポートかわさきにおい
て、女性向け就職準備
セミナー及び定着支援
セミナーを実施する。

経済労働局 労働雇用部

基本施策４　働く女性・働きたい女性へのキャリア形成支援

　結婚、出産等のライフイベントを経ても、女性がキャリアを形成しながら働き続けることができるよう、就業継続やキャリアアップに向けた情報提供、相談支援を推進しま
す。

30

女性の就業継続・
キャリアアップに
向けた支援講座
を実施します。

講座・研修・イベ
ント事業（就労支
援）の実施

女性のための就業支援講
座、起業支援講座、再就職
のためのパソコン講座を実
施した。女性リーダーのた
めのマネジメント力強化講
座を5回開催し、延べ154名
の参加があった。ネット
ワークづくりとしては、
「上司に「イイね！」と言
われるコミュニケーション
セミナーを開催し、25名の
参加があった。

予定どおり事業を実
施できた。再就職の
ためのパソコン講座
は市民団体との連携
事業として実施し
た。女性リーダーの
ためのマネジメント
力強化講座を5回開催
し、参加した企業に
地域女性活躍推進事
業所認定証を交付し
た。

2

多様な働き方を紹介す
るセミナーの開催や
「かわさき労働情報」
等による情報提供を行
う。 経済労働局 労働雇用部

29

市内企業におけ
る女性の就業・登
用状況の実態把
握を行います。

「労働状況実態
調査」の実施と
「労働白書」に
おける結果の
公表

「労働状況実態調査」を実
施し、女性の就業・登用状
況に関する調査を実施、
「労働白書」にて公表し
た。

「労働状況実態調
査」の実施と「労働
白書」における結果
の公表を行った。

2

市内企業における女性
の就業・登用状況の実
態把握に努めるととも
に、「労働状況実態調
査」の実施と「労働白
書」において結果を公
表する。

28

女性の登用・育成
や多様な働き方
に関する情報提
供や啓発を行い
ます。

多様な働き方
を紹介するセミ
ナーの開催や
「かわさき労働
情報」等による
情報提供

・「勤労者福祉セミナー」
を開催し、多様な働き方に
ついて発信した。
・「かわさき労働情報」で
は、女性向け就職イベント
や治療と仕事の両立支援な
どの周知を行った。

多様な働き方を紹介
するセミナーの開催
や「かわさき労働情
報」等による情報提
供を行った。 2

施策１１　働く女性の就業継続とキャリアアップ支援の推進

人権・男女共
同参画室

28

女性の登用・育成
や多様な働き方
に関する情報提
供や啓発を行い
ます。

「女性リーダー
の養成講座」な
どの市内事業
所を対象にした
講座の実施

女性リーダーのためのマネ
ジメント力強化講座＆ネッ
トワークづくりを5回開催
し、延べ154名の参加があっ
た。

講座を通じて、スキ
ルアップ等を希望す
る女性を対象に、必
須スキルの情報提供
やネットワーク構築
の機会を提供した。

2

引き続き女性リーダー
養成のための事業を実
施する。

市民文化局
男女共同参
画センター

施策１０　企業や市の関係団体等における女性の育成・登用に向けた取組の促進

　市内企業や関係団体等に向けて、女性管理職の育成や登用に向けた情報提供を行います。

28

女性の登用・育成
や多様な働き方
に関する情報提
供や啓発を行い
ます。

すくらむネット
21を通じた市内
団体等への情
報提供

運営会議において、年間の
テーマを「ジェンダー平等
を実現しよう」に設定し、
運営会議（2回）の場におい
て情報提供や意見交換を
行った。男女共同参画かわ
さきフォーラムを開催し、
会場では74人が参加し、録
画配信では219人が視聴しま
した。全体会議は、会場と
オンラインを併用して開催
するとともに、第2部では理
工系女子学生の支援等を目
指して「IT分野でひろがる
未来」に関する講演会を開
催した。

年間テーマに沿って
加盟団体間の情報の
共有などを行い、
ネットワークの活性
化や男女共同参画の
啓発を行った。

2

加盟団体への積極的な
情報提供を行うととも
に、講座等を開催する
ことで意識醸成を図
る。

市民文化局

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

人事評価制度の中間フォ
ローや評価時面談及び異動
ヒアリング等の機会を捉
え、今後のキャリアプラン
や異動希望理由等を確認し
ながら意見交換をし、適
時・的確な現状把握と助
言・指導等を行った。

男女平等推進及び女
性活躍推進の観点か
ら取組を実施した。

2

次年度も引き続き、取
組を推進する。

議会局 庶務課
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広報の見直し・強化等
により新規登録者数及
び就職決定者数の増に
繋げ、目標達成に向け
た効果向上を図る。

経済労働局 労働雇用部35

就業支援事業に
おける女性年間
就職決定者数
が、令和7（2025）
年度までに278人
以上になるよう目
指します。

数値目標達成に
向けた就業支援
事業の推進
（総合計画数値
目標）

キャリアサポートかわさき
における女性の年間就職決
定者数
令和6年度：263人

就職活動の長期化傾
向等により就職決定
者数が伸び悩み、目
標値は下回ったもの
の、一定の成果が
あったもの。 1

男女共同参
画センター

34

女性の就職・再就
職・転職に向けた
就業マッチングや
キャリア相談、支
援講座等を実施
します。

「キャリアサポー
トかわさき」にお
ける就業マッチン
グや女性向け就
職準備セミナー
の実施

キャリアサポートかわさき
において、女性を取り巻く
労働環境等のテーマによ
り、女性向け就職準備セミ
ナーを実施した。また、女
性求職者を対象とした、
ワークショップと企業交流
会がセットになったプログ
ラム等を実施した。

働きたい女性の就業
に向けた支援を実施
した。

2

引き続き、キャリアサ
ポートかわさきにおい
て、女性向け就職準備
セミナーを開催すると
ともに、女性求職者対
象のワークショップと
企業交流会がセットに
なったプログラム等を
実施する。

経済労働局 労働雇用部

施策１３　多様なニーズに対応した就業支援の推進

　就職や再就職を希望する女性を対象に、求職者の特性に合った就業マッチングや就業機会の提供など、多様な就業支援に取り組みます。

34

女性の就職・再就
職に向けた就業
マッチングやキャ
リア相談、支援講
座等を実施しま
す。

個別キャリア相
談、就職支援講
座、パソコン講座
等の実施

・女性を対象とした個別
キャリア相談を平日以外に
も土曜日も含めて実施し、
合計115件の相談があっ
た。。また、出張個別キャ
リア相談を4回実施した。グ
ループ相談では子育て期を
含むキャリアデザインな
ど、各回テーマを設け、
キャリアや働き方を考える
機会を設けた。
・女性のための就業支援講
座として再就職のためのパ
ソコン講座や起業支援講座
を実施した。

育休復帰や、再就職
に必要な知識・技術
を習得できる講座を
実施した。
キャリア相談では国
家資格を持つキャリ
アコンサルタントが
平日だけでなく土曜
日にも相談をうけら
れるように工夫し
た。また、相談方法
も来館だけでなく、
電話やオンラインで
も相談を受けられる
ようにし、きめ細か
な就業支援を行っ
た。

2

引き続き、再就職、就
労継続、職場復帰をめ
ざす女性を対象とした
相談や支講座等を開催
し、就労支援を行う。

市民文化局

検査課

33

農業の担い手育
成に向けて、女性
農業者団体の活
動・ネットワークづ
くりを支援します。

川崎市女性農業
担い手の会「あ
かね会」の活動
支援

女性農業者同士の情報共有
や農業関連技術の向上を目
的とした講習会、市内産農
産物を使った料理教室にお
いて講師を務めることや農
産物直売イベントへの出店
といった幅広い分野に係る
活動を支援した。

川崎市の農業就業者
の約4割を占める女性
農業者の、農業経営
や地域社会への主体
的な参画に寄与し
た。

2

次年度も引き続き、女
性農業者団体の活躍の
支援を図り、技術向上
や農業者間のネット
ワークづくりを推進す
る。

経済労働局 農業振興課

施策１２　専門分野や専門職等への女性の参画拡大

　男女の参画に偏りがある分野において、男女双方の参画が進むよう支援します。

32

女性技術者の技
術力向上及び担
い手育成に向け
て、女性技術者を
表彰します。

若手技術者・女
性技術者表彰の
実施

若手技術者・女性技術者表
彰を実施。
令和６年度：３名

表彰開始８年目で
あったが、審査委員
会による審査によ
り、３名の技術者を
表彰した。 2

性的マイノリティの技
術者に対する対応方針
が明確でなく、今後の
検討が必要である。

財政局

男女共同参
画センター

31

働く女性が抱える
悩みや問題の解
消に向けた相談
を実施します。

労働相談の実施 労働相談窓口のほかに神奈
川県と共催で月1回の弁護士
相談・夜間労働相談・年7回
の街頭労働相談を開催し、
職場で起きたセクハラの問
題についても相談を受け
た。

働く女性が抱える悩
みや問題の解消に向
けて、労働相談を実
施した。

2

引き続き、働く女性が
抱える悩みや問題の解
消に向けて労働相談を
実施する。

経済労働局 労働雇用部

31

働く女性が抱える
悩みや問題の解
消に向けた相談
を実施します。

個別キャリア相
談における就労
継続に関する相
談への支援

女性を対象としたキャリア
相談は今年度からオンライ
ン相談を選択肢に加え、来
館・電話・オンラインの方
法にて実施し、合計115件の
相談があった。また、出張
個別キャリア相談を4回実施
した。

来館だけでなく、オ
ンライン相談、電話
も選べるようにし、
相談者の利便性に配
慮した。

2

引き続き、相談者の
ニーズに合わせた支援
を行う。

市民文化局
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引き続き、インターン
シップ生等を受け入
れ、男女共同参画セン
ターでの事業実施等を
通じて、就業体験、学
習機会の提供を行う。

市民文化局
男女共同参
画センター

2

引き続き「キャリア在
り方生き方教育推進事
業」を実施し、研修等
で、子どもたち一人一
人の自立に向けた教育
への教職員の理解を深
めていく。

教育委員会
事務局

教育政策室

39(再
掲

101)

男女共同参画の
視点からのイン
ターンシップ（就
業体験）や体験学
習等を実施し、若
者のライフキャリ
ア形成や地域参
画を促進します。

インターンシップ
及び職場体験の
受け入れ

男女共同参画センターにお
いて、インターンシップ延
138人を受け入れ、最終日に
は修了報告会を実施した。

センター事業の企
画・運営等を通じ
て、大学生のライフ
キャリアや地域参画
の支援を行った。 2

引き続き、チラシなど
を通じて、当該融資制
度の周知を図り、利用
されるように努めてい
く。 経済労働局 金融課

施策１５　多様な選択を可能とする教育・学習機会の提供

　若い世代が多様なキャリア形成や生き方を主体的に選択できるよう、キャリア教育や男女共同参画に係る学習機会の提供を行います。また、女性の参画が少ない理工
系分野について、女子学生の進路選択が進むよう、情報提供を行います。

38

男女共同参画の
意義やワーク・ラ
イフ・バランスに
ついての理解促
進も含めたキャリ
ア教育を推進しま
す。

「キャリア在り方
生き方教育」の
推進

・「キャリア在り方生き方
教育」の推進のため、キャ
リア在り方生き方教育・進
路指導研修会を3回、研究推
進校情報交換会を3回開催
し、子どもたち一人一人の
自立に向けた教育への教職
員の理解を深めた。
・女子生徒のサイエンス分
野のキャリア形成を促すた
めの機会をＧｏｏｇｌｅと
連携して設けた。

・研修を通して、子
どもたち一人一人の
自立に向けた教育に
対する教員の理解を
深めた。
・キャリア在り方生
き方ノートを、家事
や職業的に役割分担
等の偏りがないよう
配慮して作成すると
ともに、性の多様性
（ＬＧＢＴＱ）に関
するページを含んで
配布した。
・男女共同参画につ
ながる目標である
「ジェンダー平等を
実現しよう」を含む
持続可能な開発目標
について教職員、保
護者の理解・啓発を
図った。
・Ｇｏｏｇｌｅと連
携し、女子生徒に情
報サイエンス分野の
キャリア形成を促す
ために女子生徒向け
の「Ｍｉｎｄ　ｔｈ
ｅ　Ｇａｐ」プログ
ラムを実施した。

2

引き続き、起業を目指
す女性、起業して間も
ない女性を支援するた
めの講座等を開催す
る。

市民文化局
男女共同参
画センター

37

創業予定または
創業まもない女
性起業家を対象
に創業融資を実
施します。

女性・若者・シニ
ア起業家支援融
資金による支援

川崎市内施設や市内金融機
関にチラシなどを配架し、
創業を検討している方へ当
該融資制度の周知を図り、
利用促進に努めた。

概ね目標とおりの配
慮を実施したため。

2

施策１４　女性の起業・事業継続に向けた支援の推進

　女性の起業促進に向けて、起業準備段階から成長段階まで、事業の立ち上げに必要な支援や事業継続支援を行います。

36

起業を希望する
女性や起業した
女性を対象に支
援講座等を実施
します。

女性起業事業継
続支援、フォロー
アップ個別相談
会、交流会、マ
ルシェなどの実
施

女性起業家プラン作成講座
を5回実施し、86名が参加が
あった。
・起業家無料相談会（産業
振興財団）：全9回開催し、
延べ64名の参加があった。
・創業・融資　無料相談会
（日本政策金融公庫）：全5
回開催し、延べ13名の参加
があった。
・起業家無料相談会（川崎
市信用保証協会）：計10回
開催し、延べ10名の参加が
あった。
・起業家した人が出展がで
きる「すくらむプチマル
シェ」：計10回開催し延べ
82店舗が参加した。

産業振興財団、川崎
信用保証協会、日本
政策金融公庫川崎支
店と各方面からのの
協力を得て連携して
実施することができ
た。
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保育第1課

43

病児・病後児保育
事業を実施し、そ
の家族に対する
支援を行います。

病児保育事業及
び病後児保育事
業の推進

子どもの病気の際にも安心
して預けられるように、安
定的な運営を行い、小学３
年生まで対象児童を拡大し
たことで、保護者の子育て
と就労の両立を支援するこ
とができた。

ほぼ目標どおり実施
することができた。

2

次年度も引き続き安定
的に運営できるよう事
業を実施し、子育てと
就労の両立支援の充実
を図っていく。 こども未来局 保育第2課

こども未来局 保育対策課

42

夜間保育、一時
保育、休日保育
等など多様な保
育事業を推進しま
す。

民間保育所運営
事業の推進

働き方の多様な選択が可能
となるよう、一時保育等を
実施し、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図った。

ほぼ目標通り実施で
きた。

2

次年度も引き続き多様
な保育事業を推進し、
子育てと就労の両立支
援の充実を図ってい
く。 こども未来局

基本施策５　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた環境づくり

施策１６　子育て支援策の充実と利用の促進

　誰もがワーク・ライフ・バランスを実現しながら、子育て期において多様な選択が可能となるよう、待機児童対策や多様な保育サービスの提供、子育てに関する交流機会
の提供等を推進します。

41

引き続き見込ま
れる保育需要に
対し、きめ細やか
な利用者支援を
通じた待機児童
対策を継続して推
進します。

待機児童対策事
業の実施

・性別に限らず、就労等の
社会参加の促進に向けて、
ニーズを踏まえた保育受入
枠を確保した。

保育受入枠を確保す
るとともに、利用者
に寄り添い、それぞ
れのニーズに応じた
丁寧な支援を積極的
に行い、利用申請に
おける待機児童を解
消したことによる。 2

地域や年齢によっては
定員に空きがある施設
が生じていることか
ら、既存施設の有効活
用を前提としつつ、地
域ごとの需給バランス
を丁寧に分析しながら
保育所等を整備するな
ど、引き続き保育受入
枠の確保に努めていく
必要がある。

事業推進部

40

科学技術分野へ
の男女共同参画
の推進に向け、
理工系への理解
を深める取組を
推進します。

川崎サイエンス
ワールドの発行・
配布
小・中学校を対
象とした市内企
業による出張授
業

・ＧＩＧＡスクール構想に
おける科学技術教育の充実
を図るため、市内中学生向
けに電子版で配布している
川崎先端科学副読本「Ｋａ
ｗａｓａｋｉ　Ｄｅｅｐ
Ｔｅｃｈ　Ｗｏｒｌｄ」の
更新を行った。
・アントレプレナーシップ
教育プログラムを通じて、
市内小・中学生向けに、市
内企業等による科学技術等
に関する体験講座を行い、3
回開催し、59名の参加が
あった。

科学技術分野への男
女共同参画の推進に
向け、目標どおり副
読本の更新や科学技
術に関する体験講座
を実施した。

2

引き続き、科学技術分
野への男女共同参画の
推進に向け、教材を提
供するとともに、科学
技術に関する講座を実
施していく。

経済労働局
イノベーショ
ン推進部

市民文化局
男女共同参
画センター

40

科学技術分野へ
の男女共同参画
の推進に向け、
理工系への理解
を深める取組を
推進します。

川崎臨海部に立
地する企業、研
究機関等が有す
る高度な人材、
技術、施設を活
かした、子どもた
ちの科学技術へ
の興味・関心を
高める科学教
育・キャリア教育
に資する取組の
実施

・子どもたちに学習機会を
提供するとともに、川崎臨
海部の認知度向上と理解増
進を目指し、児童生徒や学
校等を対象とした臨海部立
地企業等の見学会を実施し
た。
・高校生が科学技術に対す
る興味関心を高め、将来の
姿・キャリアを具体的イ
メージできるよう、臨海部
立地企業での活動を体験す
る取組を実施した。
・小学生と中学生高校生を
対象に、川崎臨海部に関す
る学習を支援するデジタル
副読本を引き続き公開し
た。

高度な人材、技術、
施設を有する臨海部
立地の企業や研究機
関等の協力を得て学
齢期に応じた多様な
取組を展開したこと
で、子どもたちの科
学技術への興味関心
を高め理工系分野へ
の理解促進に寄与し
た。 2

これらの取組は地域貢
献に加え、次世代の社
会や産業を支える人材
育成にも繋がることか
ら、操業や研究活動に
支障をきたさない範囲
で立地企業等の協力を
深め、それぞれの学齢
期に適した効果的な取
組を実施していくこと
が重要です。 臨海部国際

戦略本部

40

科学技術分野へ
の男女共同参画
の推進に向け、
理工系への理解
を深める取組を
推進します。

女子学生の理工
系選択に向けた
講座や啓発の実
施

女子中高生やその保護者、
教職員等を対象に、「理工
系分野の進路選択応援講
座」をオンラインで開催し
た。市内で働く女性技術者
や理系大学生よりライフヒ
ストリーや仕事の面白さや
キャリアについて語っても
らった。

8月1日から9月15日ま
でYouTubeチャンネル
の限定公開で配信
し、参加した48人に
対し「理系は女子に
は向いていない」等
のジェンダーバイア
ス解消に向けて取り
組むことができた。

2

引き続き科学技術分野
への男女共同参画に向
けた講座開催や啓発を
実施していく。
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中原区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

引き続き実施する。

幸区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

・子育てグループ、子育て
支援団体の活動をまとめた
冊子の作成や子ども未来
フェスタでの活動の広報な
ど男女の観点に偏ることな
く情報提供を行った。
・子育てグループや子育て
サロン等において、男女の
制限を設けることなく育児
相談や育児情報の提供を
行った。
・子育てグループや子育て
サロン等に出向き、男女平
等の視点での育児相談や育
児情報の提供を行った。

ニュートラルな観点
での情報提供や性別
により交流の場に参
加しにくくならない
などの配慮しなが
ら、子育て支援に関
する情報提供や支援
の場を提供すること
ができたため。
子育てグループを支
援し、活動の活性化
を図ることで、地域
の子どもや保護者等
の交流の機会の提供
及び支援を行った。

2

引き続き、性別により
子育て情報の格差や交
流機会の損失がでない
よう配慮しながら情報
提供し子育て支援の場
を提供していく。
引き続き、子育てグ
ループの活動支援を行
うとともに、子育てグ
ループ活動の活性化に
向けた支援を行う。

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

身近な地域での育児相談会
やサロンを開催した。日吉
地区では相談会を運営して
いる住民ボランティアが中
心となり、保護者同士や多
世代が交流できるイベント
を開催した。地域で交流で
きる機会が増えている。

町内会・自治会・民
生委員児童委員等の
協力のもと実施し、
ボランティアには子
育て中の女性や男性
の参加もあった。

2

企画課（R5よ
り保育・子育
て推進部運

営管理・子育
て支援担当）

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

地域子育て支援センターや
地域の子育てサロンでの講
座等を延25回実施し、幅広
く情報提供した。

地域で活動する子育
てグループや子育て
サロン等で幅広く情
報提供した。

2

引き続き関係機関や団
体と連携し、活動支援
を実施する。

川崎区役所 地域支援課

市民文化局
男女共同参
画センター

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

地域子育て支援
事業の実施

地域子育て自主グループに
対して、活動費の補助を
行った。

子育て期において多
様な選択が可能とな
るよう、地域子育て
自主グループへの活
動費の補助を行っ
た。

2

引き続き、地域子育て
自主グループを支援す
るために活動費等の補
助をする。

こども未来局

こども未来局
青少年支援

室

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

親子で参加する
サロンやコン
サート等の実施

イキメン研究所とのコラボ
企画としてイキメンジャー
ナルを発行したほか、ウィ
メンズ・ジャズ・フェス
ティバルのイキメン研究所
を紹介した。

乳幼児連れでも参加
しやすい、親子で参
加できる機会を提供
した。

2

引き続き、子育てをサ
ポートするためのイベ
ントの開催などを通
じ、子育て中の男女を
支援する事業を行って
いく。

44

学校や地域との
連携を図りなが
ら、放課後等に児
童が安全・安心に
過ごせる場づくり
を推進します。

わくわくプラザ事
業、こども文化セ
ンター運営事業
の実施

・児童福祉法に基づく児童
厚生施設（児童館）とし
て、地域児童の健全育成を
目的に、各種事業・活動を
指定管理者制度により実施
した。
・市立小学校全114校内で、
放課後等の児童の安全な居
場所を確保した。
・わくわくプラザ終了時
（18時）までに保護者の迎
えが困難な場合、19時まで
児童の居場所及び安全を確
保した。

ほぼ目標どおり事業
を実施できた。

1

引き続き、子どもの多
様な体験や活動を通じ
た児童の健全育成を推
進するとともに、市民
活動の拠点としての活
用を図る必要がある。
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生涯学習推
進課

46

子育て世代が仕
事と生活が両立
できる住環境づく
りを進めます。

共働き世帯の居
住継続に向けた
取組の推進

若年層・子育て世帯の定住
促進に向け、市営住宅の共
有スペースを活用した子育
て世帯等への支援や、子育
て世帯に向けた支援制度等
に関する情報提供等を行っ
た。

若年層・子育て世帯
の定住促進に向け、
市営住宅の共有ス
ペースを活用した子
育て世帯等への支援
や情報提供等を行っ
た。 2

引き続き、若年層・子
育て世帯の定住促進に
向け、市営住宅の共有
スペースを活用した子
育て世帯等への支援
や、子育て世帯に向け
た支援制度等に関する
情報提供等を行う。

まちづくり局
住宅整備推

進課

麻生区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

市民館等におけ
る子育て支援啓
発事業の実施

子育て中の保護者同士の交
流を目的とした事業の実施
や、情報提供を行った。

子育て中の方々の交
流機会の提供や情報
提供の充実を図っ
た。

2

引き続き、市民館等に
おける保護者同士の交
流機会の提供や情報提
供を推進する。

教育委員会
事務局

次年度も引き続き子育
てグループ等の開催を
通し、支援を継続して
いく。

多摩区役所 地域支援課

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

・子育て関連グループ交流
会を麻生区社会福祉協議会
子育て支援委員会と合同で
開催し、12名の参加があっ
た。
・子育てグループ等へ出向
き、男女平等の視点での育
児情報の提供や育児相談を
行った。
・男女平等の視点での子育
てグループ等への支援を通
じ、継続的な育児支援がで
きた。

男女平等の視点での
子育てグループ等へ
の支援を通じ、継続
的な育児支援ができ
た。

2

今後も継続的に子育て
グループ等の支援を実
施していくとともに、
交流会等については、
社会情勢やニーズを確
認しながら、開催方法
を検討する。

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

多胎児の会（年11回、平均
4.3組参加）、高齢初産の会
（年11回、平均10.7組参
加）、地域サロン（2か所
17回）を開催し、子育て中
の女性の支援を行った。

子育て中の女性のエ
ンパワーメントを支
援するため、計画し
ていた事業を実施し
た。 2

地域支援課/
地域ケア推

進課

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

子ども同士・保護者同士の
交流イベント「うぇるかむ
クラス」の実施(3回)、区内
で活動する子育てグループ
等を対象とした交流イベン
トの実施(1回)

子育てを行う地域住
民同士、および区内
で子育てグループ等
を運営する住民同士
の交流機会の提供を
目的とし、計画して
いた各種イベントを
実施した。

2

次年度も引き続き、イ
ベント等を通じて地域
の子育てグループ等の
支援および保護者同
士・子ども同士の交流
機会、各種子育て情報
の提供を行う。

宮前区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

45(再
掲

64,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

地域子育て支援センターや
サロン等に地区担当保健師
等が出向き、保護者同士の
交流を促した。
子ども・子育てネットワー
ク会議子育て支援部会を中
心に、家庭でも子育てグ
ループに関する内容等を父
親と共有できるよう、広報
物の作成や活動紹介の展示
等を実施し、各グループの
活動を支援した。また、地
域子育て支援センターや子
育てサロンで地区担当保健
師が中心となり、男女共同
参画の視点を踏まえた育児
相談や保護者交流の勧奨を
行った。

地域子育て支援セン
ターやサロン等身近
で健康教育や個別の
相談を行った。子育
てに関する内容等、
家庭でも父親と共有
できるように資料を
配布した。

2

子育てグループは平日
の活動が多く父親の参
加は少ないため、必要
時、資料を配布し、家
庭で共有できるように
資料の活用を図る。
次年度も引き続き、男
女共同参画の視点を踏
まえた子育てグループ
の支援や保護者同士の
交流機会の提供を行っ
ていく。

高津区役所
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地域支援課

幸区役所 地域支援課

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

・「認知症講演会」の参加
者27名のうち男性4名の参加
があった。
・「介護者の会」を2回実施
し、参加者延べ13名のうち
男性5名の参加があった。

男女ともに参加しや
すい教室等にするた
め、講師の選定や内
容について検討を
行った。

2

介護者の会の事業形態
は変更になるが、教室
等の実施において は、
関係機関・団体の協力
及び連携により積極的
な広報を行い、ご本
人・家族が男女の区別
なく参加しやすい教室
等の実施に向けて、関
係機関等と連携しなが
ら行う。

中原区役所

引き続き、多くの区民
に向けて健康づくりや
介護の予防・普及・啓
発を行うとともに、既
存の活動支援や新たな
通い場づくりを支援す
る。

川崎区役所 地域支援課

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

介護予防事業として、ラジ
オ体操に関する講座等、男
女問わずに参加可能なテー
マで開催した。男性ボラン
ティアの活躍もあり、男性
の地域活動参加のきっかけ
となっている。

地域活動は女性ボラ
ンティアが多い傾向
であるが、男性も一
緒に活動する会も多
く、男性の参加者促
進に繋がっている。

2

引き続き実施する。

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

区オリジナル体操「ほほえ
み元気体操（足腰らくらく
編）」の映像を公式YouTube
への掲載やDVDにして活動団
体に配布した。
・普及啓発活動として、健
康づくりや介護予防の出前
講座を老人会や地域の集い
等で計109回実施した。
・ウォーキングガイドブッ
ク、シニアお出かけ情報誌
等の配布や自主活動団体の
活動支援を実施した。

自主活動の活動再開
や継続支援を各地域
で幅広く実施し、介
護予防や健康づくり
の普及を行った。

2

高齢者事業
推進課

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した介護
教室等の実施

男女共同参画の視点から、
市・区における様々な機会
を活用して男性にも参加を
促すよう、積極的に広報を
行った。

男女共同参画の視点
から、適切に実施す
ることができた。

2

今後も、誰もが参加し
やすい講座の開催に向
け、取組を推進する。

健康福祉局
保健医療政
策部（健康増

進課）

施策１７　高齢者福祉サービスの充実と利用の促進

　介護による負担を軽減し、男女が共に仕事と介護の両立ができるよう、介護サービスの提供や介護に関する情報提供を行います。

47

介護サービス基
盤の整備や、利
用しやすい介護
サービスの充実
及び普及を図りま
す。

かわさきいきいき
長寿プランに基
づく取組の推進

介護サービス基盤の整備
や、利用に向けた普及推進
を図ることにより、男女共
に利用者にとっては利用し
やすく、介護者にとっては
利用させやすい介護サービ
スの充実を図った。

介護は、社会全体で
支えていくことが重
要であると考えるた
め、男女平等推進に
配慮して施策を推進
した。

2

引き続き、男女平等推
進に配慮して施策を推
進する。

健康福祉局
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労働雇用部

50

市内企業におけ
る育児・介護休業
取得などの実態
把握を行います。

「労働状況実態
調査」の実施と
「労働白書」にお
ける結果の公表

「労働状況実態調査」にて
育児休業の取得率を調査、
「労働白書」にて公表し
た。

「労働状況実態調
査」の実施と「労働
白書」における結果
の公表を行った。

2

引き続き、育児・介護
休業取得などの実態把
に努めるとともに、
「労働状況実態調査」
の実施と「労働白書」
における結果の公表を
行う。

経済労働局 労働雇用部

市民文化局
男女共同参
画センター

49

育児・介護休業制
度取得促進に向
けた講座の実施
や情報提供を行
います。

「かわさき労働情
報」等を通じた育
児・介護に関す
る制度の法改正
などの情報提供

「かわさき労働情報」に
て、育児・介護おける両立
支援などの記事を紹介し
た。

「かわさき労働情
報」等を通じた育
児・介護に関する制
度の法改正などの情
報提供を行った。 2

引き続き、「かわさき
労働情報」等を通じた
育児・介護に関する制
度の法改正などの情報
提供を行う。 経済労働局

地域支援課

施策１８　育児・介護休業制度などの定着と利用の促進

　子育てや介護に関する各種制度の定着と利用の促進を図ります。

49

育児・介護休業制
度取得促進に向
けた講座の実施
や情報提供を行
います。

育児休業からの
復帰、女性キャリ
ア講座の実施

女性のための就業支援講座
として再就職のためのパソ
コン講座や起業支援講座を
実施した。

育休復帰や、再就職
の必要な知識・技術
を習得できる講座を
実施した。

2

引き続き、再就職、就
労継続、職場復帰をめ
ざす女性を対象とした
講座や情報提供行い、
就労支援を行う。

多摩区役所 地域支援課

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

・精神科医や認知症認定看
護師を交えた座談会等を年6
回実施した。
・参加者同士の交流ができ
るよう配慮した。
・事業への要望を含むアン
ケートを実施した。参加者
と振返りの面談を行った。

・男女平等の視点に
立ち、介護教室等を
実施することができ
た。

2

・今後も男女共同参画
の視点に配慮した実施
方法、内容等検討す
る。

麻生区役所

認知症高齢者介護教室
は、令和７年度に「認
知症の人と家族の一体
的支援事業」に移行。
引き続き男女共同参画
の視点に配慮した内容
としていく。

宮前区役所 地域支援課

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

認知症介護教室を年１回実
施。広報用チラシの作成と
配架、市政だよりへの掲
載、男女平等推進や参画を
意識した事業計画を立案
し、周知を行った。

男女の参加があり、
アンケート結果も男
女ともに良好であっ
た。

2

次年度も男女ともに参
加できるよう、関係機
関と連携をとりながら
企画運営していく。

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

令和6年11月29日に実施した
認知症高齢者介護教室につ
いて、要介護者や主な介護
者の性別を問わない企画内
容とし、男性の介護者も参
加しやすくなるよう配慮し
た。

複数の男性の参加が
あったため。

4

48(再
掲65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

自主活動としての「介護者
家族会」に対し、2か所の地
域包括支援センターと協力
して、チラシの作成や会に
参加する等運営支援を行っ
た。

「介護者家族会」に
男性が参加してもよ
いよう、会運営を支
援した。
【男女平等に配慮し
た点】
参加者募集に際して
は男女共に幅広く参
加できるようチラシ
を作成、配布した。

2

自主活動をする「介護
者家族会」について
は、関係機関・団体の
協力により積極的に広
報するとともに、介護
について困っている区
民が男女の別なく参加
しやすいよう、関係機
関等と連携しながら会
の運営支援を行う。

高津区役所 地域支援課
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男女共同参
画センター

「かわさき労働情報」
及び「働くためのガイ
ドブック」において、
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に関連した
情報を発信する。

経済労働局 労働雇用部

引き続き、「かわさき
労働情報」において、
多様で柔軟な働き方に
関する情報提供を行
う。 経済労働局 労働雇用部

53

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

企業向け出前講
座や、市民向け
講座の実施

市内中小企業事業所との連
携・協働事業として、女性
リーダーのためのマネジメ
ント力強化講座を5回開催
し、延べ154人が参加した。
また事業者への出前講座を4
回実施し、45人が参加し
た。

団体等の依頼に基づ
き、出前講座を行う
ことで、啓発に繋
がった。

2

出前講座等は依頼に基
づき、実施していくと
ともに、ニーズ把握を
しながら講座等の企画
を行っていく。

52
(再掲
69)

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

「かわさき労働情
報」等による法改
正等の情報提供

「かわさき労働情報」に
て、多様で柔軟な働き方に
関する情報提供を行った。

「かわさき労働情
報」において、多様
で柔軟な働き方に関
する情報提供を行っ
た。 2

53

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による情報提供

「かわさき労働情報」及び
「働くためのガイドブッ
ク」において、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進に関
連した情報を掲載した。

「かわさき労働情
報」及び「働くため
のガイドブック」に
おいて、ワーク・ラ
イフ・バランスの推
進に関連した情報を
掲載した。

2

市民文化局

労働雇用部

52
(再掲
69)

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

「かわさき☆える
ぼし」認証制度を
通じた情報提供

・女性活躍や多様な働き方
の推進に取り組む企業の取
組をまとめた「かわさき☆
えるぼし」認証企業事例集
を作成し、市ＨＰで掲載し
た。
・「かわさき労働情報」に
「かわさき☆えるぼし」認
証制度募集について掲載
し、広く周知した。

「かわさき☆えるぼ
し」認証企業事例集
を作成することで、
市内企業や関係団
体、教育関係機関等
さまざまな対象に情
報提供を行うことが
できた。

2

引き続き、市ＨＰや
「かわさき労働情報」
「産業情報かわさき」
など様々な広報機会を
とらえ、積極的な情報
提供を行っていく。

市民文化局
人権・男女共

同参画室

施策１９　働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

　長時間労働を前提とした従来の働き方の見直しや、在宅勤務やテレワークなど多様で柔軟な働き方、ワーク・ライフ・バランスやハラスメント防止について、普及啓発や
情報提供を行います。

 51
(再掲
68)

働きやすい職場
環境づくりに向け
た「働き方改革」
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

市内中小企業に
向けた「生産性
向上・働き方改
革」に係る啓発
の実施

市内中小企業等を対象に、
働き方改革・生産性向上を
テーマとしたセミナーを3回
開催したとともに、事例集
を発行し好事例の紹介によ
る啓発を行った。

セミナーを予定通り
開催し295名の参加が
あったとともに、事
例集を配布し、好事
例の普及啓発を行う
ことができたため。

2

セミナーについて、引
き続き市内中小企業等
のニーズに沿った内容
として実施するととも
に、事例集の構成につ
いても検討を行う。

経済労働局
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総務企画局 人事課57

配偶者が出産し
た職員に占める
育児休業取得者
の割合が令和7
（2025）年度まで
に30％となるよう
目指します。

数値目標達成に
向けた取得促進

男性職員向けの育児のため
の両立支援リーフレットの
周知やパパの育児に関する
休暇・休業計画書の提出等
の取組を実施した。また、
育児休業取得時の心構えや
仕事と家庭の両立のノウハ
ウを学ぶこと等を目的とし
た、男性職員向けの育児休
業取得準備セミナーについ
て、より効果的なものとす
るため、看護大学と連携
し、外部講師による講義に
加えて、授乳やおむつ替え
など実技面の講習を新たに
加えた上で実施した。

令和6年度の育児休業
取得率は市長事務部
局等が93.2％、その
他の任命権者は
60.8％となり、目標
値（令和7年度までに
市長事務部局等85％
以上（1週間以上の取
得のみ）、その他の
任命権者50％以上）
を達成した。

2

育児休業取得率の更な
る向上に向けて、継続
的に取組を進める必要
がある。

2

引き続き、長時間勤務
の更なる是正に向けた
取組を推進する。

総務企画局
行政改革マ
ネジメント推

進室

56

全ての職員が活
躍できる職場づく
りに向けて、多様
な働き方を推進し
ます。

柔軟な勤務体
制、在宅勤務な
どの推進

テレワークの推進、ワー
ク・ライフ・バランスデー
の実施、イクボスの実践に
向けた取組、障害者雇用の
拡大、多様な働き方に関す
る管理職向けセミナーの実
施、柔軟な勤務時間制度の
検討などの取組を行った。

計画していた取組を
実施した。

2

55

職員のワーク・ラ
イフ・バランスの
実現に向け、長
時間勤務の是正
や業務改革・改善
に取り組みます。

長時間労働の是
正や、業務改革・
改善などの推進

定時退庁の推進、午後8時以
降の時間外勤務の原則禁
止、上限時間を超えた時間
外勤務の要因の整理、分析
及び検証のほか、デジタル
技術の活用による作業の自
動化や業務手順の見直し等
の業務プロセス改革を推進
する取組、管理職のマネジ
メント力の強化、ペーパレ
ス化の推進などの取組を
行った。

計画していた取組を
実施した。

53

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

子育て世代向け
のＷＬＢの取組
の推進

・九都県市の連携による
ワーク・ライフ・バランス
デーの広報活動を行った。
・子育て世帯の父母や妊娠
中、子どもを持つことを望
まれている方等を対象とし
たワーク・ライフ・バラン
スセミナーを開催し、23人
(19組)の参加があった。

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向け
て、九都県市の連携
によるワーク・ライ
フ・バランスデーの
広報、子育て世帯の
父母の両方を対象と
したワーク・ライ
フ・バランスセミ
ナーを開催した。 1

・子育て世帯の父母等
を対象とした、ワー
ク・ライフ・バランス
の普及啓発のため、広
報活動を行う。
・若い世代が将来のラ
イフデザインを希望を
持って描くことで様々
なライフイベントに柔
軟に対応できるよう、
結婚、子育て、ワー
ク・ライフ・バランス
など、性別にかかわら
ず必要となる知識や情
報を習得できるセミ
ナーを開催し、意識啓
発を図る。

こども未来局

令和7年度までワー
ク・ライフ・バランス
の取組を行っている事
業者の割合が、80％以
上になるよう取組を推
進していく。

経済労働局 労働雇用部

テレワークの更なる活
用など、多様な働き方
の実現に向けて引き続
き取組を推進する。

総務企画局
行政改革マ
ネジメント推

進室

施策２０　市役所における働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

　多様な人材が活躍できる職場づくりに向け、市役所における働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進、男性職員の育児休業取得促進に取り組みます。

54

ワーク・ライフ・バ
ランスの取組を
行っている事業者
の割合を令和7
（2025）年度まで
に80％以上にな
るよう目指しま
す。

「数値目標達成
に向けた啓発・
取組支援の推進
（総合計画数値
目標）

事業者の割合
令和６年度：74.7％

市内中小企業に対
し、ワーク・ライ
フ・バランスの取組
の支援を行ったもの
の、前年度と比較し
て数値が減少し、目
標値を下回った。

2

企画課
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引き続き各制度の周知
を図り、休暇等が取得
しやすい職場環境の醸
成に努める。

選挙管理委
員会事務局

選挙課58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」の閲覧について局
内への周知を行った。

グルかわでの閲覧が
可能なことを周知
し、職員の理解がさ
らに深まるよう努め
た。 2

人事課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

各種相談内容に応じ、介護
休業等の介護支援制度を案
内している。

通常業務の一環とし
て各種相談対応を
行っている。

2

引き続き、介護支援制
度に関する情報提供を
推進する。

教育委員会
事務局

庶務課

病院局 庶務課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

・育児休業の取得促進につ
いて、各所属長に対し通知
するとともに、各種制度、
子育て応援ガイドブック等
についても周知した。
・次年度に消防司令の階級
（係長級）に昇任予定の職
員に対し、妊娠・出産等を
申し出た職員に対する面談
等の実施について徹底する
よう周知するとともに、消
防司令補及び消防士長の階
級に昇任予定の職員にも制
度について周知した。
・総務省消防庁から送付さ
れた男性職員の育児休業等
取得促進に係るポスターを
掲示して、意識の啓発を
図った。

　子育てや介護に関
する各種制度を取得
しやすい環境づくり
のため、取組を実施
したため。

2

　引き続き、あらゆる
機会を利用して各種制
度を周知していく。

消防局

引き続き、子育てや介
護に関する各種制度を
取得しやすい環境づく
りに努める。

交通局 庶務課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」の配布・回覧する
など、制度の周知を図っ
た。

職員の理解が深まる
ようガイドブックの
配布・回覧による周
知を行い、休暇取得
に向けた意識改善を
図った。

2

引き続き、制度の周知
を図り、職員の意識改
善及び休暇を取得しや
すい職場環境づくりを
推進する。

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

男性職員の育児に伴う休
暇・休業計画書の提出依頼
を行うなど
制度周知及び子育てに係る
休暇・休業等の取得勧奨を
行った。

男性職員の育児に伴
う休暇・休業計画書
の提出依頼を行うな
ど、制度周知や子育
てに係る休暇・休業
等の取得勧奨を行っ
た。 2

人事課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」を局内掲示板等に
て周知する等、取得予定の
職員はもとよりその他職員
への意識啓発に取り組んだ
結果、男性の育児休業の取
得率が目標値を超えた。

男性の育児休業の取
得率が目標値を超え
た。

2

次年度も引き続き介護
休暇等の取りやすい職
場を目指し、局内への
情報提供に努める。

上下水道局 庶務課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

子育てや介護に係る休暇制
度をまとめた「職員子育て
応援ガイドブック」を更新
したほか、介護に係るリー
フレットをグルかわライブ
ラリに掲載し周知を行っ
た。また、業務管理者向け
にイクボス研修、課長補
佐・係長級を対象にプレイ
クボス研修を実施し、休
暇・休業を取得しやすい職
場環境づくりに向け、意識
啓発を行った。

育児や介護など、時
間に制約のある職員
も活躍できる職場環
境づくりに向けた取
組を行った。

2

引き続き研修等を実施
するなど、職員の意識
啓発に向けた取組を実
施する。

総務企画局

59
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61

市職員に対しハラ
スメントの防止に
向けた啓発を行う
とともに、相談窓
口での対応を実
施します。

「ハラスメント防
止要綱」の周知、
相談窓口の周知
及び対応の実施

・新規採用職員研修や階層
別研修などの機会を通じ
て、ハラスメントに関する
情勢や相談窓口等について
の周知を行った。
・相談窓口では、担当職員
による一般相談及び弁護士
による専門相談を実施し
た。

相談窓口や要綱、ハ
ラスメントに関する
情勢等について周知
を行った。また、係
長級以上の職員を対
象に、ハラスメント
防止対策研修を開催
した。相談窓口で
は、相談者個々の状
況に応じて、事実関
係の調査や問題の解
決に向けた対応を
行った。

2

引き続き、各種研修等
を通じてハラスメント
の防止に向けた取組を
実施するとともに、相
談窓口では、相談者
個々の状況に応じて適
切に対応していく。

総務企画局 人事課

経済労働局 労働雇用部

機会を捉え、ハラスメ
ント防止に向けた情報
提供を行っていく。

市民文化局
男女共同参
画センター

60

ハラスメント被害
に関する相談支
援を実施します。

労働相談におけ
る被害者支援

常設の労働相談の他、神奈
川県と共催で月1回の弁護士
相談、夜間労働相談、街頭
労働相談（年7回）を開催
し、職場での各種ハラスメ
ントについての相談支援を
実施した。

街頭労働相談では女
性が話しやすいよう
に女性相談員を配置
するなど、相談者の
状況を理解した上
で、中立的な立場か
ら相談を受けること
に配慮した。

2

労働相談において、ハ
ラスメント被害に関す
る相談支援を実施しま
す。

60

ハラスメント被害
に関する相談支
援を実施します。

相談事業におけ
る被害者支援

女性のための総合相談の中
でセクハラ・パワハラなど
の相談も受けた。

男女共同参画セン
ターで情報提供や相
談支援を行った。

2

男女共同参
画センター

59(再
掲70)

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による法整備や
法改正に関する
情報提供

「かわさき労働情報」及び
「働くためのガイドブッ
ク」において、働く場にお
ける多様なハラスメント防
止に向けた周知啓発を行っ
た。

働く場における多様
なハラスメント防止
に向けた周知啓発を
行った。

2

「かわさき労働情報」
及び「働くためのガイ
ドブック」において、
ハラスメント防止の記
事を掲載するなどハラ
スメント防止に向けた
周知啓発を行う。

経済労働局 労働雇用部

施策２１　働く場におけるハラスメントの防止と被害者支援の推進

　セクシユアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント、性的指向や性自認に対するハラスメントなど、ハラスメントのない職
場づくりに向けた啓発を行うとともに、被害者への相談支援を行います。

59(再
掲70)

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

情報収集・提供
事業における啓
発の実施、企業
等への出前講座
の実施

女性のための総合相談の中
でセクハラ・パワハラなど
の相談も受けた。

男女共同参画セン
ターで情報提供や相
談支援を行った。

2

機会を捉え、ハラスメ
ント防止に向けた情報
提供を行っていく。

市民文化局

調査課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

職員に対して子育てや介護
に関する各種制度の情報提
供を迅速かつ丁寧に行うと
ともに、管理職会議で各種
制度の取得の促進について
協議し、子育てや介護に関
する各種制度を取得しやす
い環境づくりに努めた。

電子文書施行や電子
メールを活用するこ
とにより、全職員に
着実に情報が行き渡
るよう配慮したほ
か、管理職等が職員
に対して各種制度の
取得を適宜奨めた。

2

次年度も引き続き、取
組を推進する。

議会局 庶務課

監査事務局 行政監査課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布し、周知し
た。

ガイドブックを配布
し、職員の理解が深
まるよう周知を図っ
た。

2

引き続き、介護支援制
度の周知を図り、介護
休暇が取得しやすい職
場環境への改善に努め
る。 人事委員会

事務局

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」を局内掲示板等で
周知し、育児休業等の取得
を促すとともに、その他職
員への意識啓発に取り組ん
だ。

子育て等の各種制度
を取得しやすい環境
づくりに向け取組を
実施した。

2

次年度も引き続き育
児・介護休暇等の取り
やすい職場を目指し、
局内への情報提供に努
める。

60
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64(再
掲

45,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

親子で参加する
サロンやコン
サート等の実施

市民文化局
男女共同参
画センター

64(再
掲

45,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

地域子育て支援
事業の実施

こども未来局

企画課（R5よ
り保育・子育
て推進部運
営管理・子育
て支援担当）

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

男女共同参
画センター

63

両親学級や子育
てセミナー等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画・実
施します。

両親学級の土曜
日、日曜日の開
催
川崎市父子手帳
の配布

・各区において初産婦とそ
のパートナー等を対象に両
親学級を実施した。
・川崎市看護協会において
年8回（土曜日）、川崎市助
産師会において年12回（日
曜日）両親学級を実施し
た。より多くの方が受講で
きるようハイブリット運営
又はオンライン開催日を継
続した。
・母子健康手帳交付時に配
布する、父子手帳やその他
チラシ類の見直しを行い、
妊産婦のメンタルヘルスや
父親の積極的な育児参加の
普及啓発を行った。

男女共同参画の理解
の促進に向け、計画
していた取組を実施
した。

1

・次年度も引き続き両
親学級を開催するとと
もに、就労している妊
婦や父親のニーズを踏
まえ、休日の開催を継
続する。
・次年度も引き続き父
親が妊娠・出産・育児
に関心を持てるよう父
子手帳をはじめ、各種
広報誌の見直しを行
う。
・現状維持ではなく、
社会背景に応じた対応
を行えるよう、事業の
在り方については常に
見直し、ブラッシュ
アップを継続してい
く。

こども未来局

こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対策
室母子保健

担当）

市民文化局
男女共同参
画センター

63

両親学級や子育
てセミナー等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画・実
施します。

男女共同参画セ
ンターの男性向
け事業の男性が
参加しやすい企
画・実施

職場や家庭でのコミュニ
ケーションに悩む男性を対
象に、無理をしないコミュ
ニケーションを学ぶ講座を1
回開催し、5名が参加した。
講座では講義と対話体験を
通して、「自分も相手も大
切にするコミュニケーショ
ン」のコツを身につける機
会とした。

男性にとっての男女
共同参画の特集記事
を通じ、「男性のい
きづらさ」や男性の
相談場所について情
報発信を行った。

2

引き続き、男性が参加
しやすい講座を開催す
る。

市民文化局

基本施策６　家庭生活への男性の参画促進

施策２２　家事・子育て・介護における男性の主体的な参画の促進

　男性がワーク・ライフ・バランスを図りながら主体的に家庭生活に参画できる社会を目指し、身近な地域で男性の参加に配慮した子育て・介護等に関する講座やセミナー
を実施します。

62(再
掲98)

男性が主体となっ
て企画運営を行う
子育てサロン等
の開催を通じ、男
性の家庭や地域
活動への参画を
促進します。

イキメン研究所
の活動

男性の育児参画のため、イ
キメン研究所ジャーナル
（年１回）を発行した他、
イキメン研究所ジャーナル
web版にて連載でコラムを掲
載した。また、ウィメン
ズ・ジャズ・フェスティバ
ル@すくらむ21に協力した。

男性の家庭や地域活
動への参画に向け幅
広く周知ができた。

2

引き続き、イキメン研
究所メンバー増員に向
けた取組も行ってい
く。

人材育成課61

市職員に対しハラ
スメントの防止に
向けた啓発を行う
とともに、相談窓
口での対応を実
施します。

階層別研修にお
ける啓発

階層別研修で男女共同参画
社会や性の多様性に関する
研修を行った。
＜階層別研修内訳＞
・新規採用職員研修(395名)
・採用2年目職員研修335名)
・採用3年目職員研修(351
名)
・中堅職員研修(285名)
・新任係長研修(159名)
・新任課長研修(105名)
・初任者等基礎研修(324名)
※新規採用職員研修以外は
ｅラーニング研修

階層別研修におい
て、ハラスメントの
防止に関する研修を
実施した。

2

引き続き、階層別研修
において、ハラスメン
トの防止に関する研修
を実施する。

総務企画局

61



64(再
掲

45,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

各区役所 地域支援課

64(再
掲

45,99
)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

市民館等におけ
る子育て支援啓
発事業の実施

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

65(再
掲48)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した介護
教室等の実施

健康福祉局
保健医療政
策部（健康増
進課）

65(再
掲48)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画・実
施します。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

各区役所 地域支援課
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男女共同参
画センター

67

働く場における男
女共同参画や女
性活躍推進に関
する啓発や講座
等を実施します。

「川崎労働学校」
において、男女
雇用機会均等法
をテーマとした講
義の実施

「川崎労働学校」におい
て、男女雇用機会均等法を
テーマとした講座を実施し
た。

「川崎労働学校」に
おいて、男女雇用機
会均等法をテーマと
した講座を実施し、
同法の趣旨や意義に
ついて参加者の理解
を深めることができ
たため。

2

「川崎労働学校」にお
いて、男女共同参画や
女性活躍推進に関する
講座を開催する。

経済労働局 労働雇用部

市民文化局
人権・男女共

同参画室

67

働く場における男
女共同参画や女
性活躍推進に関
する啓発や講座
等を実施します。

事業所への出前
講座や講師紹介
の実施

事業所への出前講座や、公
共施設、各種団体等に講師
派遣を行った。

市内事業所や団体、
機関等に講師派遣を
行い、女性活躍や男
女共同参画について
理解を深める取り組
みを実施した。

2

引き続き、依頼に基づ
いて、出前講座や講師
派遣の機会の充実を図
る。

市民文化局

基本施策７　女性活躍や働き方改革に向けた企業の取組の促進

施策２４　女性の活躍推進や多様な働き方、ハラスメント防止に向けた企業への啓発の推進

　市内企業に対して、男女共同参画や働き方改革、ハラスメント防止に関する啓発を行います。また、企業の自主的な取組の推進に向け、女性活躍推進や多様な働き方
に関する制度の充実、長時間労働の是正に向けた情報提供を行います。

67

働く場における男
女共同参画や女
性活躍推進に関
する啓発や講座
等を実施します。

「かわさき☆える
ぼし」事例集の
作成・配布、「か
わさき☆えるぼ
し」認証事業の
周知、

・女性活躍や多様な働き方
を推進する企業の取組をま
とめた「かわさき☆えるぼ
し」認証企業事例集を作成
し、市ＨＰで掲載した。
・川崎市や人権・男女共同
参画室のYouTubeチャンネル
への「かわさき☆えるぼ
し」認証周知15秒動画の掲
載や、「かわさき労働情
報」に「かわさき☆えるぼ
し」認証制度募集について
の記事を掲載し、広く周知
した。

「かわさき☆えるぼ
し」認証企業事例集
を作成することで、
市内企業や関係団
体、教育関係機関等
さまざまな対象に情
報提供を行うことが
できた。

2

引き続き、市ＨＰや
「かわさき労働情報」
など様々な広報機会を
とらえ、積極的な情報
提供を行っていく。

2

次年度も引き続き、男
女共同参画の視点に
立った事業を推進す
る。

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号48

再掲目標Ⅱ　事業番号48

施策２３　男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進

66

教育文化会館・市
民館における「家
庭・地域教育学
級」の実施におい
ては、男性の参
加しやすい学級
づくりを推進しま
す。

家庭・地域教育
学級における父
親の参加促進

教育文化会館・市民館にお
ける｢家庭・地域教育学級」
の実施にあたっては、男性
の子育て参加の促進など男
女共同参画の視点に立った
事業を推進した。

男女共同参画の視点
に立った事業を実施
した。

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99
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68
（再
掲
51）

働きやすい職場
環境づくりに向け
た「働き方改革」
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

市内中小企業
に向けた「生産
性向上・働き方
改革」に係る啓
発の実施

経済労働局 労働雇用部

69
（再
掲
52）

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

「かわさき☆え
るぼし」認証制
度を通じた情報
提供 市民文化局

人権・男女共
同参画室

69
（再
掲
52）

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

在宅ワークなど
多様な働き方
を紹介するセミ
ナーの開催や
「かわさき労働
情報」等による
法改正等の情
報提供

経済労働局 労働雇用部

70(再
掲
59）

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

情報収集・提供
事業における
啓発の実施、
企業等への出
前講座の実施

市民文化局
男女共同参
画センター

70(再
掲
59）

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

「かわさき労働
情報」「働くため
のガイドブック」
等による法整
備や法改正に
関する情報提
供

経済労働局 労働雇用部

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024) A

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

契約課

74

生産性向上・働き
方改革に取り組
む市内企業に向
けた支援を実施し
ます。

市内中小企業等
の働き方改革・
生産性向上の支
援の実施

働き方改革・生産性向上支
援に向けて、補助金による
支援を実施した。

働き方改革・生産性
向上推進事業補助金
により、46件の支援
を実施したため。

2

働き方改革・生産性向
上推進事業補助金につ
いて、局内各課との段
階に応じた支援の連携
が必要。 経済労働局 労働雇用部

経済労働局 労働雇用部

73

女性活躍推進に
取り組む企業に
対して、公共調達
において評価し、
受注機会の増大
を図ります。

主観評価項目に
おける、次世代
育成支援対策推
進法または女性
活躍推進法に基
づく行動計画の
策定及びくるみ
ん・えるぼしまた
はかわさき☆え
るぼし取得企業
への加点の実施

・次世代育成支援対策推進
法または女性活躍推進法に
基づく行動計画の策定及び
「くるみん・えるぼし」ま
たは「かわさき☆えるぼ
し」取得企業に対して、主
観評価項目点を付与した。

女性活躍推進に取り
組む企業に対して、
受注機会の増大を図
る取組ができてい
る。

2

次年度も引き続き、女
性活躍推進に取り組む
企業に対しての支援を
推進していく。

財政局

令和7年度も引き続き
認証企業の募集を行う
とともに、認証された
企業の取組を広く周知
していく。

市民文化局
人権・男女共

同参画室

72

女性の活躍に関
する状況の把握
や課題分析など
に向けたノウハウ
支援を実施しま
す。

働き方改革・生
産性向上専門家
無料派遣相談窓
口における女性
活躍に関する相
談の対応

働き方改革・生産性向上無
料派遣相談において、市内
中小企業等の課題をヒアリ
ングし、就業規則に関する
相談等において女性活躍等
に向けた専門家の派遣を
行った。

相談企業の掘り起こ
し及びヒアリングに
ついて、適切に対応
を行ったため。

2

相談を必要とする企業
のさらなる掘り起し等
について、局内外関係
部署との連携が必要。

71

女性の活躍推進
に積極的に取り
組む市内中小企
業等を対象とした
「かわさき☆える
ぼし」認証制度に
よる、企業等への
支援を推進し、令
和7(2025)年度ま
でに認証企業数
が100になるよう
目指します。

「かわさき☆える
ぼし」認証制度
の実施

・「かわさき☆えるぼし」
認証制度について、制度創
設後7回目の募集を行った。
令和6年度は58社（新規企業
のみ）を認証し、令和4・5
年度の認証企業88社と合わ
せて認証企業数は146社とな
り、より一層、目標の100社
を上回った。
・認証された企業の取組を
まとめた事例集を作成し、
市内関係団体等に配布し
た。

令和4・5年度に認証
した企業とあわせて
令和7年3月現在146社
が認証企業となり、
市内中小企業におけ
る女性活躍推進の取
組が広がりつつあ
る。 1

再掲目標Ⅱ　事業番号51

再掲目標Ⅱ　事業番号52

再掲目標Ⅱ　事業番号52

再掲目標Ⅱ　事業番号59

再掲目標Ⅱ　事業番号59

　女性活躍や働き方改革に取り組む企業の認証等を行い、好事例の発信などを通じ、性別にかかわりなく、個性や能力を十分に発揮しながら働ける環境整備を促進して
いきます。

施策２５　女性の活躍推進や働き方改革に取り組む企業への支援の推進
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R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

引き続き、女性活躍の
推進に係る広報等を実
施する。

経済労働局 労働雇用部

2

引き続き、「かわさき
労働情報」や「働くた
めのガイドブック」に
おいて、男女の雇用機
会均等法等に関係する
記事を掲載するなど、
男女の均等な機会と待
遇の確保に向けた周知
啓発を行っていく。

経済労働局 労働雇用部

77

女性活躍や働き
方改革の推進に
かかる課題の共
有化やニーズ把
握に向け、地域
経済団体などの
多様な主体との
連携を強化しま
す。

関係団体との連
携体制の強化

「かわさき労働情報」にお
いて、女性活躍や働き方改
革の推進にかかる記事を掲
載することで多様な主体と
の連携を強化した。

女性活躍や働き方改
革の推進にかかる記
事を掲載し、周知し
た。

2

今後も、市内の多様な
ステークホルダーの
SDGsの達成に向けた取
組を支援するため、川
崎市SDGs登録・認証制
度「かわさきSDGsパー
トナー」や「川崎市
SDGsプラットフォー
ム」の効果的な運用を
図りつつ、さらなる支
援の拡充について検討
していく。

総務企画局

企画調整課
（R5よりSDG
ｓ・国際連携
推進担当）

施策２６　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び地域における連携の強化

　男女の均等な機会と待遇の確保に向けて企業等への働きかけを行います。また、地域における女性活躍や働き方改革の推進に向けて地域経済団体との連携を強化し
ます。

76

雇用の分野にお
ける男女の均等
な機会と待遇の
確保に向けた周
知啓発を行いま
す。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による法改正等
に関わる情報提
供

「かわさき労働情報」及び
「働くためのガイドブッ
ク」において、男女の均等
な機会と待遇の確保に向け
た周知啓発を行った。

「かわさき労働情
報」及び「働くため
のガイドブック」に
おいて、男女の均等
な機会と待遇の確保
に向けた周知啓発を
行った。

75(再
掲92)

地域や働く場にお
けるSDGsの推進
に向けて、川崎市
SDGs登録・認証
制度「かわさき
SDGsパートナー」
を運用します。

川崎市SDGs登
録・認証制度「か
わさきSDGsパー
トナー」の運用

川崎市SDGs登録・認証制度
「かわさきSDGsパート
ナー」について、有効期間
を見直し、継続しやすい体
制を整備するとともに、同
制度の有効期間満了を迎え
るゴールドパートナーに対
し更新手続の案内を適宜
行ったことで3,400社超の登
録・認証事業者数を維持し
た。また、ポータルサイト
によるパートナーのSDGs活
動の発信を支援した。

川崎市SDGs登録・認
証制度「かわさき
SDGsパートナー」と
「川崎市SDGsプラッ
トフォーム」の効果
的な運用により、市
内の多様なステーク
ホルダーに対し、
SDGsの達成に向けた
取組の支援を行った
ことにより、市域に
おけるSDGsの推進が
図られたことから、
施策への貢献があっ
た。

2
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年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

基本施策８　女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援

施策２７　ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進

　「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に基づき、関係機関と連携した被害者への支援や支援を担う関係者の人材育成、ＤＶに関する相談窓口の周知と予防啓発に取り
組みます。

ＤＶ防止・被害者
支援基本計画の
進捗管理、啓発
の推進

・令和2年2月に策定した
「第3期川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計画」に基
づき、取組を推進した。
・計画の進捗状況について
は、2月に庁内調査を実施
した。

計画に基づき進捗管
理を行うことで、目
標どおりの取組を行
うことができた。

2

「第3期川崎市ＤＶ防
止・被害者支援基本
計画」に基づき、Ｄ
Ｖ防止・被害者支援
の取組を推進してい
く。

79

ドメスティック・バ
イオレンスに関す
る相談窓口の周
知や情報提供を
行います。

市や県、国にお
ける被害者相談
窓口の周知の促
進

チラシ・カード、町内会掲
示板及びリスティング広告
を用いた相談窓口周知や、
川崎駅周辺のモニターや川
崎ＹｏｕＴｕｂｅ等の様々
な媒体を通した啓発普及動
画の配信により、ＤＶ防止
啓発・相談窓口の広報啓発
活動を行った。

様々な媒体を活用し
て、相談機関の周知
を行うとともに、Ｄ
Ｖ防止の啓発活動を
実施した。 2

より効果的な広報啓
発に努め、引き続き
普及啓発活動を実施
していく。

こども未来局
児童家庭支
援・虐待対

策室

人権・男女
共同参画室

80

ドメスティック・バ
イオレンスの防止
に向けた啓発や
研修を実施しま
す。

関係機関を対象
とした被害者支
援等に関する研
修の実施

「川崎市ＤＶ防止・被害者
支援基本計画」に基づき、
関係機関だけでなく全庁職
員を対象とした研修を実施
し、27名の参加があった。

ＤＶ被害者を支援す
る関係機関の理解を
深めたるため、研修
を実施した。

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅲ　 地域における男女共同参画の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和６(2024)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度）

今後の
方向性

78

78

「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本
計画」を推進し、
配偶者等からの
暴力による被害
者への支援を実
施します。

「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本
計画」を推進し、
配偶者等からの
暴力による被害
者への支援を実
施します。

啓発品の配布や、啓
発広報文の掲載に
よって、ＤＶ支援相
談窓口の周知や予防
啓発に繋がった。

市民文化局
人権・男女
共同参画室79

ドメスティック・バ
イオレンスに関す
る相談窓口の周
知や情報提供を
行います。

市や県、国にお
ける被害者相談
窓口の周知の促
進

・デートＤＶ予防啓発講座
を実施校でＤＶ相談窓口や
パーブルリボンプロジェク
トを広報するファイルを配
布した。
・「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わせて
性暴力やＡＶ出演被害の相
談窓口を周知するポスター
やシール、カードを関係機
関に配布した。
・「二十歳を祝うつどい」
のパンフレットにデートＤ
Ｖ予防啓発広報を掲載し
た。

啓発品の配布や、啓
発広報文の掲載に
よって、ＤＶ支援相
談窓口の周知や予防
啓発に繋がった。

2

市民文化局
人権・男女
共同参画室

計画に基づく被
害者支援の推進

川崎市ＤＶ相談支援セン
ターを中心に相談を行い、
被害者の人権擁護及び自立
のための支援を行った。ま
た、ＤＶ被害者支援のた
め、神奈川県や民間シェル
ター等への緊急一時保護を
実施するとともに、民間団
体への財政的支援を行っ
た。

ＤＶ被害者への支援
等の取組について、
「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計
画」に基づき、推進
した。 2

次年度も引き続き、
計画に基づくＤＶ被
害者支援等の取組を
推進する。

2

ＤＶ被害者に対し、
関係機関が連携して
取り組めるよう、引
き続き研修を実施し
ていく。 こども未来局

児童家庭支
援・虐待対

策室

こども未来局
児童家庭支
援・虐待対

策室

80

ドメスティック・バ
イオレンスの防止
に向けた啓発や
研修を実施しま
す。

市職員に対する
研修、女性に対
する暴力を防止
する週間の啓発

・階層別研修の中でＤＶ被
害防止と被害者支援につい
ての説明資料を作成、使用
した。
・「女性に対する暴力をな
くす運動期間」にあわせ、
市役所本庁舎のライトアッ
プ、「パープルカラーのオ
リジナル布ワッペン」の実
施・展示を行った。

研修を通し、ＤＶ被
害防止を被害者支援
について市職員に周
知を図った。

2

引き続き階層別研修
等の機会をとらえて
ＤＶ防止・被害者支
援についての周知を
図る。

市民文化局

65



R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B
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人権・男女
共同参画室

81

デートDVや性暴
力の防止に向け、
若年層を対象にし
たワークショップ
を実施します。

市内高等学校で
のデートDV予防
啓発講座の実施

市民オンブズマン事務局と
連携し高校でデートＤＶ
ワークショップを2回実施
し、143人の参加があっ
た。

デートＤＶワーク
ショップを通じて啓
発を実施し、被害等
の防止を図った。

2

引き続き市内高等学
校を対象にデートＤ
Ｖ予防啓発ワーク
ショップの実施を行
う。 市民文化局

男女共同参
画センター

施策２８　若年層に対する暴力の防止と被害者支援の推進

　性犯罪や性暴力を許さない社会づくりに向けた啓発に取り組むとともに、若年層に対する予防啓発を推進します。また、関係機関と連携して、被害の早期発見及び被害者
支援に取り組みます

81

デートDVや性暴
力の防止に向け、
若年層を対象にし
たワークショップ
を実施します。

市内中学校・大
学・専門学校で
のデートDV予防
啓発講座の実施

若年層向けにデートＤＶ予
防啓発ワークショップを実
施し、計11回、1,035人
（大学生386人、中学生649
人）の参加があった。

デートＤＶ予防啓発
講座の市内の学校で
の実施や啓発物の配
布によって、ＤＶ支
援相談窓口の周知や
予防啓発に繋がっ
た。

2

引き続きデートＤＶ
予防啓発ワーク
ショップの実施を行
う。

市民文化局

市民文化局
人権・男女
共同参画室

83

性暴力の被害者
への支援を行うと
ともに、若年層が
相談しやすい体
制の整備に努め
ます。

犯罪被害者等支
援相談の実施
専門相談員によ
る面接及び電話
による相談及び
各種支援施策の
情報提供

犯罪被害者等支援相談
令和6年度：延べ786件

女性に対するあらゆ
る暴力の防止と被害
者への支援のため、
計画していた取組を
実施した。 2

犯罪被害者等支援条
例について、より多
くの市民へ周知する
こと。

市民文化局

ＣＡＰプログラムに
ついては令和４年度
から実施方法を見直
し、引き続き学校で
取り組みやすくなる
よう改善を図りなが
ら実施する。また
デートＤＶのプログ
ラムについては、生
命（いのち）の安全
教育に関連させるこ
とで、効果的な実施
方法を提示し、啓発
を図る。

教育委員会
事務局

教育政策室

82

性暴力、ストー
カー等の被害の
理解促進及び相
談窓口の周知を
行います。

啓発品の作成・
配布、国作成の
ポスター掲示等
による啓発

・若年層の性暴力被害予防
月間に合わせ、啓発ポス
ターや相談窓口のポス
ター、リーフレット、広報
カードを関係機関に配布し
た。
・内閣府が「こども・若者
の性被害防止のための緊急
対策パッケージ」を取りま
とめたことを受けて、市の
ホームページで対策パッ
ケージの内容について情報
提供を行った。
・「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わせて
性暴力やＡＶ出演被害の相
談窓口を周知するポスター
やシール、カードを関係機
関に配布した。

国の啓発期間に合わ
せ、広報物等を配布
した。ポスターやパ
ネル展示等の掲示を
行うことで、女性に
対する暴力被害の啓
発に繋がった。

2

引き続き、内閣府が
作成する広報物等を
市内各施設で配架
し、性暴力被害の理
解促進、相談窓口の
周知を行う。

81

デートDVや性暴
力の防止に向け、
若年層を対象にし
たワークショップ
を実施します。

小・中学生を対
象とした「ＣＡＰ子
どもワークショッ
プ」等の実施

説明資料を配付し、担当者
に事業の趣旨を伝えた。ま
た、子どもの権利学習（Ｃ
ＡＰプログラム）こども
ワークショップを小学校16
校、中学校5校 2,389名の
児童生徒に対して安全・安
心について理解を深めるこ
とができるよう実施した。

令和4年度から大人プ
ログラムの実施方法
を変更し、各学校が
子どもプログラムに
取り組みやすい体制
を整えている、それ
によって中学校の実
施校が増えた。 2

引き続き関係機関と
連携しながら支援を
行うとともに、相談
しやすい体制整備に
努めていく。 こども未来局

児童家庭支
援・虐待対

策室
83

性暴力の被害者
への支援を行うと
ともに、若年層が
相談しやすい体
制の整備に努め
ます。

女性保護事業の
実施

川崎市ＤＶ相談支援セン
ターにて、関係機関と連携
し、性暴力等を受けた被害
者の相談支援を実施した。

被害女性の訴えを確
認しながら、女性の
立場に立った配慮あ
る支援を行った。

2

地域安全推
進課

83

性暴力の被害者
への支援を行うと
ともに、若年層が
相談しやすい体
制の整備に努め
ます。

相談事業の実
施、DV等暴力防
止関連講座の実
施

・女性のための総合相談、
男性のための電話相談を実
施し、性暴力を含めた総合
的な相談支援を実施した。
・デートＤＶワークショッ
プにおいてＤＶや性被害の
相談窓口の周知を行った。

性被害の相談があっ
た場合は、適切な窓
口を紹介するととも
に相談者に寄り添っ
た支援を行った。 2

引き続き相談事業を
実施するほか、デー
トＤＶワークショッ
プ等を通じて学生に
相談窓口の周知を行
う。

市民文化局
男女共同参
画センター
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86(
再掲
13）

男性の様々な悩
みにかかる相談
事業を推進しま
す。

男性のための電
話相談の実施

市民文化局
男女共同参
画センター
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84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

人権オンブズ
パーソン制度
（子どもの権利
侵害）の実施

子どもの人権侵害に関する
相談に対し、関係機関等と
連携して、迅速・適切に対
応した。

子どもの人権侵害に
ついて、適切に対応
した。

2

次年度も引き続き、
子どもの人権侵害に
関する相談に対し、
関係機関等と連携し
て、適切に対応して
いく。

児童家庭支
援・虐待対

策室

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

関係機関と連携
した児童相談所
における虐待相
談・通告への対
応

児童相談所における相談・
通告に対して迅速かつ適切
に対応した。また、要保護
児童対策地域協議会等を活
用し、関係機関と連携しな
がら児童及び保護者を支援
した。

関係機関と連携を図
りながら、適切な対
応と相談支援を実施
した。

2

児童虐待の早期発見
と早期対応のため、
引き続き関係機関と
連携していく。

こども未来局 児童相談所

市民オンブ
ズマン事務

局

人権オンブ
ズパーソン

担当

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

オレンジリボン・
児童虐待防止推
進キャンペーン
を中心とした児
童虐待の防止、
早期発見に向け
た普及啓発活動
の実施

11月のオレンジリボン・児
童虐待防止推進キャンペー
ンを中心に、虐待のないま
ちづくりを推進するため、
普及啓発ポスターの掲示等
に加え、虐待防止のアニ
メーション動画を活用した
各区役所の番号表示システ
ムや南武線のトレインチャ
ンネル等のデジタルサイ
ネージを利用した広報の実
施など、普及啓発活動を実
施した。

５県市合同によるオ
レンジライトアップ
やデジタルサイネー
ジを利用した広報
等、効果的な普及啓
発を実施した。

2

より効果的な広報啓
発に努め、引き続き
普及啓発活動を実施
していく。

こども未来局

2

研修やカンファレン
スの実施等により相
談の質の向上に努め
ながら実施してい
く。 市民文化局

男女共同参
画センター

(再掲目標Ⅰ）　事業番号13

87

男女平等にかか
わる人権侵害に
ついて、問題解決
に向けた助言・支
援や、関係機関
等への調査・調整
等を実施します。

人権オンブズ
パーソン制度
（男女平等に関
わる人権侵害）
の実施

男女平等にかかわる人権侵
害について、問題解決に向
けた助言・支援を行い、関
係機関等と連携して適切に
対応した。

男女平等にかかわる
人権侵害について、
適切に対応した。

児童虐待の早期発見
と早期対応のため、
引き続き関係機関と
連携して適切に対応
していく。 教育委員会

事務局
指導課

施策２９　男女平等や人権侵害に関する相談事業の推進

　性別にかかわる問題や家庭や職場、地域などで直面する様々な困難について、相談事業を推進し、相談者の気持ちを尊重しながら、問題解決に向けた支援を行います。

85(
再掲
105)

女性の様々な悩
みにかかる相談
事業を実施しま
す。

女性総合相談の
実施

女性のための総合相談（電
話・面接相談）において、
電話相談2,762件、面接相
談205件、合計で年間2,967
件の相談があった。

相談システムを活用
して情報を一元化
し、拡大カンファレ
ンスの実施などで相
談支援の充実を図っ
ている。

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

区・教育担当を
中心とした性暴
力被害を含めた
さまざまな問題
への適切な支援
の実施

各区に配置した区・教育担
当を中心に、関係機関と連
携し、子どもに対する性暴
力や性犯罪を含めた問題の
把握に努め、速やかに情報
共有を行うとともに、その
状況に応じて適切に支援を
行った。

関係機関と連携を図
りながら、適切な対
応と相談支援に努め
た。

2

16歳以上を対象とし
た性別不合の方の一
般精神保健相談を継
続実施していく。

健康福祉局

総合リハビリ
テーション推
進センター
（こころの健

康課）

88(
再掲
120)

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性同一性障害に
関する相談支援
の実施（児童相
談所）

性同一性障害に悩む児童に
対し、学校等の関係機関と
連携して支援を実施した。

児童の人権を尊重す
る視点から性同一性
障害に関する相談等
に対して適切に支援
を実施しました。 2

性同一性障害の児童
が、相談に繋がりや
すくなるよう、引き
続き学校等の関係機
関との連携強化を進
めていく。

2

次年度も引き続き、
男女平等にかかわる
人権侵害について、
問題解決に向けた助
言・支援を行い、関
係機関等と連携して
適切な対応に努め
る。

市民オンブ
ズマン事務

局

人権オンブ
ズパーソン

担当

88(
再掲
120)

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性別不合を含む
精神保健相談の
実施

性別不合の方の一般精神保
健相談窓口として、本人及
び家族からの相談を延べ2
件対応した。

性別不合の方の一般
精神保健相談を実施
したため。

2

こども未来局 児童相談所
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教育相談セ
ンター

89

男女平等や人権
侵害に関する相
談窓口を周知しま
す。

相談窓口の周知
に向けた啓発品
の制作・配布

・女性のための総合相談、
男性のための電話相談につ
いて、ＨＰ、ＳＮＳ、チラ
シにより周知した。
・つながりサポート品（生
理用品）の配布の際に、
「相談窓口一覧」のチラシ
を同封して配布した。

チラシの配布等によ
り、相談窓口を周知
した。

2

引き続き広報物の作
成やホームページ、
ＳＮＳ等を活用して
相談窓口の周知に努
める。

市民文化局
男女共同参
画センター

88(
再掲
120)

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

LGBTQに関する
相談支援の実施
（教育相談セン
ター・相談室）

児童生徒本人の気持ちに寄
り添い、専門性を生かした
相談活動を行い、必要に応
じて関係部署等と連携しな
がら支援を行った。

関係機関と連携を図
りながら、適切な対
応と相談支援に努め
た。

2

児童虐待の早期発見
と早期対応のため、
引き続き関係機関と
連携していく。

教育委員会
事務局

引き続き加盟団体へ
の積極的な情報提供
を行うとともに、講
座等を開催すること
で意識醸成を図る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

91

男女共同参画社
会の形成向にけ
た活動に取り組
む市民・市民活動
団体等への支援
を行います。

男女共同参画セ
ンター協働事業
等

令和6年度　公募型男女共
同参画事業
①非正規・中高年シングル
女性の現状とこれから　2
回111人
②コラボだよ♪抱っこdeダ
ンスの輪＆あなたはひとり
じゃない　5回53人
③職場における修復的対話
サークル
1回12人
④女性の再就職支援のため
のパソコン講座　38回464
人
⑤副業・在宅ワークを始め
るためのパソコンやスマホ
ノ使い方講座　3回27人

市民グループ、団体
からの提案に基づ
き、協働で講座等を
行うことで、団体の
活動支援及び地域に
根差した男女共同参
画の推進につながっ
た。

2

引き続き、男女共同
参画センターにおい
て、地域課題の解決
のため、公募により
実施団体を募り、選
考するとともに、企
画・運営に関して団
体と協働して取り組
んでいく。

90

市民・市民活動団
体等及び事業者
と連携した「かわ
さき男女共同参
画ネットワーク」活
動を推進します。

「かわさき男女共
同参画ネット
ワーク」の運営

ネットワークの年間活動
テーマを「かわさきから
ジェンダー平等を発信」と
し、運営会議等で意見交換
をしながら「男女共同参画
かわさきフォーラム」の講
演や全体会議第2部講演に
おいて同テーマで実施し
た。参加方法を会場聴講と
録画配信の2つから選択で
きるようにしてフォーラム
を開催し、会場では74人が
参加し、録画配信では219
人が視聴しました。全体会
議はオンラインと併用して
実施し、第2部では理工系
女子学生の支援等を目指し
て「IT分野でひろがる未
来」に関する講演会を開催
した。

運営委員を中心に
ネットワークの構成
団体の協力のもと、
ジェンダー平等につ
いて理解を深める
フォーラムと全体会
議を開催することが
できた。

2

次年度も引き続き、
市ＨＰ、年度報告
書、市政だより等で
の広報のほか、区役
所等でのパネル展示
や各種イベントでの
広報物の配布、男女
共同参画センターと
連携した広報・啓発
活動等の実施や、関
係機関等との会議を
活用し、制度を周知
していく。

市民オンブ
ズマン事務

局

人権オンブ
ズパーソン

担当

基本施策９　地域活動における男女共同参画の推進

施策３０　地域で活動する市民団体等と連携した男女共同参画の促進

　地域における活動において、性別や年齢等による参加の偏りが生じることがなく、男女共同参画の視点が反映されるよう各団体へ働きかけます。

89

男女平等や人権
侵害に関する相
談窓口を周知しま
す。

制度等の周知広
報

市ＨＰ、年度報告書、市政
だよりでの広報や広報コー
ナー、区役所ロビー等での
パネル展示、ＰＲ動画放
映、各種イベントでの相談
カードの配布を行った。ま
た、男女共同参画センター
と連携し実施している高校
生を対象としたデートＤＶ
予防啓発ワークショップを
開催したほか、関係機関等
との会議を通じ制度周知に
努めた。

男女平等の人権侵害
に関する相談窓口等
の周知広報に向け、
様々な取組を実施し
た。

2

市民文化局
男女共同参
画センター
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92(
再掲
75）

地域や働く場にお
けるSDGsの推進
に向けて、川崎市
SDGs登録・認証
制度「かわさき
SDGsパートナー」
を運用します。

川崎市SDGs登
録・認証制度
「かわさきSDGs
パートナー」の
運用 総務企画局

企画調整課
（R5よりSDG
ｓ・国際連携
推進担当）

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) C

R5
(2023) C

R6
(2024) C

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

生涯学習推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号75

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

運営会議等を通
じた町内会・自
治会への情報提
供

かわさき男女共同参画ネッ
トワーク運営会議等を通じ
町内会・自治会に対し男女
共同参画に係る市の施策等
についての情報提供を行っ
た。

情報提供を通じ、町
内会・自治会に向け
て男女共同参画につ
いての理解の促進を
行った。 2

引き続き、会議等の
機会での情報提供を
行う。

市民文化局

91

男女共同参画社
会の形成向にけ
た活動に取り組
む市民・市民活動
団体等への支援
を行います。

地域女性連絡協
議会への活動支
援

川崎市地域女性連絡協議会
の活動支援を行った。

地域活動における男
女共同参画を促進し
た。

2

次年度も引き続き、
地域女性連絡協議会
の活動支援を推進し
ていく。

教育委員会
事務局

引き続き、町内会連
合会の会議等におい
て周知を図る。

幸区役所 地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連絡協議会への委員
推薦依頼があった際に、女
性参画に係る啓発を行っ
た。

町内会連絡協議会へ
の各種委員等の推薦
依頼への対応につい
ては、女性比率の向
上に配慮しながら選
出するよう努めた。

2

引き続き、女性参加
に係る啓発を行って
いく。
町内会連絡協議会へ
の各種委員等の推薦
依頼について、女性
比率の向上に配慮す
るよう努める。

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

地域に対する様々な広報や
情報提供依頼を受け、町内
会連合会の定期的な会議等
において広く周知を図っ
た。

町内会連合会の会議
等において周知を
図った。

2

人権・男女
共同参画室

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

川崎区町内会連合会理事会
等各種会議の場において広
く周知に取り組んだ。

町内会連合会の会合
等において周知を
図った。

2

引き続き、町内会連
合会理事会等各種会
議の場において広く
周知を図る。

川崎区役所 地域振興課

地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

宮前区の町内会・自治会連
合会からの会議等委員の推
薦の際は、男女共同参画の
観点を踏まえた委員選出を
働きかけた。

会議等委員の推薦依
頼があった際に、女
性委員が推薦される
こととなった。

2

女性が町内会・自治
会活動の中核を担っ
ていく機会が増える
よう、働きかけや情
報提供を継続して行
うが、少ない女性会
長に負担が偏ること
のないように留意が
必要である。

宮前区役所 地域振興課

中原区役所 地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

自主運営団体への行政から
の働きかけの難しさに配慮
しながら、引き続き実態把
握と啓発に努めた。

町内会連合会の会議
等で広報・啓発を
行ったため。

2

自主運営団体への行
政からの働きかけの
難しさに配慮しなが
ら、引き続き実態把
握と啓発に努める。 高津区役所

次年度も引き続き啓
発を行っていく。

多摩区役所 地域振興課
93(

再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

女性やファミリー層の町内
会活動の参加について啓発
を行った。

町内会・自治会の会
議において啓発等を
行った。

2
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(2024) B
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95(
再掲
93)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

運営会議等を通
じた全町連への
情報提供

市民文化局
市民活動推

進課

95(
再掲
93)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など 各区役所 地域振興課

95(
再掲
93)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

ＰＴＡ活動研修に
おける男性の参
加促進など 教育委員会

事務局
生涯学習推

進課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

ＰＴＡ活動研修に
おける男性の参
加促進など

教育文化会館・市民館でＰ
ＴＡ活動研修を実施した。

男性も参加しやすく
なるような環境づく
りを行った。

2

次年度も引き続き、
男性も参加しやすく
なるようなＰＴＡ活
動研修を実施する。

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

麻生区役所 地域振興課
93(

再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

区町会連合会の三役会・理
事会等の各種会議において
広く周知を図った。また、
ライフスタイルの変化を考
慮し、会議を夜間に実施し
た。町会長・自治会長のみ
を参加対象としていた行事
について、参加対象を拡大
した。

区町会連合会の三役
会・理事会等の各種
会議で啓発等を行っ
た。

2

引き続き区町会連合
会の三役会・理事会
等の各種会議で広く
周知を図る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

94

地域活動におけ
る方針決定過程
への女性の参画
拡大についての
理解を促進し、地
域で中心的な役
割を担う女性の
人材育成に向け
た学習機会を提
供します。

男女共同参画セ
ンターの地域団
体への出前講座
の実施、女性
リーダーの養成
に係る講座の実
施（地域企業、
地域防災など）

女性活躍、ハラスメントな
どをテーマに市内中小企業
を大賞とした出前講座を4
回実施した。また、女性防
災リーダー養成研修を5回
実施した。

出前講座や防災リー
ダー研修を通し、地
域における男女共同
参画への意識の醸成
を行った。

2

引き続き依頼に基づ
き出前講座や防災研
修を実施する。

市民文化局

施策３１　地域活動における方針決定過程への女性の参画促進

　地域のあらゆる場における方針決定過程への女性の参画拡大に向けた理解促進や学習機会の提供に努めます。

94

地域活動におけ
る方針決定過程
への女性の参画
拡大についての
理解を促進し、地
域で中心的な役
割を担う女性の
人材育成に向け
た学習機会を提
供します。

「すくらむネット２
１」を通じた情報
提供

・運営会議において、年間
のテーマを「かわさきから
ジェンダー平等を発信」に
設定し、運営会議（2回）
の場において各団体の活動
の情報提供や意見交換を
行った。
・男女共同参画かわさき
フォーラムを動画配信によ
り開催し、会場では74人が
参加、録画配信では219人
が視聴し、多くの市民に男
女共同参画について考える
機会を創出した。
・全体会議は、会場とオン
ラインを併用して開催する
とともに、第2部では理工
系女子学生の支援等を目指
して「IT分野でひろがる未
来」に関する講演会を開催
した。

・年間テーマに沿っ
て加盟団体間の情報
の共有などを行い、
ネットワークの活性
化や男女共同参画の
啓発を行った。
・男女共同参画かわ
さきフォーラムを参
加方法を会場と録画
配信の2種類としたこ
とで多くの市民に参
加の機会を提供する
ことができた。 2

加盟団体への積極的
な情報提供を行うと
ともに、講座等を開
催することで意識醸
成を図る。

男女共同参
画センター

再掲目標Ⅲ　事業番号93

再掲目標Ⅲ　事業番号93

再掲目標Ⅲ　事業番号93
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98(
再掲
62)

男性が主体となっ
て企画運営を行う
子育てサロン等
の開催を通じ、男
性の家庭や地域
活動への参画を
促進します。

イキメン研究所
の活動

市民文化局
人権・男女
共同参画室

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

親子で参加する
サロンやコン
サート等の実施

市民文化局
人権・男女
共同参画室

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

地域子育て支援
事業の実施

こども未来局

企画課（R5
より保育・子
育て推進部
運営管理・
子育て支援

担当）

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

各区役所 地域支援課

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

市民館等におけ
る子育て支援啓
発事業の実施

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

次年度も引き続き、
男性及びシニア世代
の地域活動への参画
につながる講座を提
供する。

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号62

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

市民文化局
人権・男女
共同参画室

施策３２　男性が地域活動に参画できる環境づくり

　男性の積極的な地域活動への参画に向け、男性向け講座等を開催します。

97

男性の地域活動
への参画を促進
するための講座
を実施します。

シニア世代を対
象とした地域デ
ビュー講座

教育文化会館・市民館でシ
ニア世代を対象とした講座
を実施した。

シニア世代の市民が
地域活動に参画でき
るような環境づくり
を行った。

2

96

政治分野におけ
る男女共同参画
推進に向けた情
報収集・提供を行
います。

内閣府の情報な
どを市民向けに
提供

内閣府が作成した政治分野
におけるハラスメント防止
研修教材を議会局に情報提
供した。また、すくらむ21
まつりにおいて、来場者が
女性の市議会議員と語る機
会として「市議会議員と語
ろう！女性議員が力を合わ
せればできること
は・・・」を開催し、26人
が参加しました。

令和3年度に政治分野
における男女共同参
画の推進に関する法
律が一部改正され、
地方公共団体がハラ
スメント予防の施策
を講ずることとされ
たことを受けて情報
共有したが、今後も
市民向けの情報提供
については、庁内の
役割分担や情報の内
容について検討する
必要がある。

1

引き続き国からの情
報提供や他都市の動
向を注視しながら、
議会局や男女共同参
画センター等と連携
して情報収集・提供
のあり方を検討して
いく。

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

71



R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

101(
再掲
39)

男女共同参画の
視点からのイン
ターンシップ（就
業体験）や体験学
習等を実施し、若
者のライフキャリ
ア形成や地域参
画を促進します。

インターンシップ
及び職場体験の
受け入れ

市民文化局
男女共同参
画センター

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

R4
(2022) C

R5
(2023) C

R6
(2024) C

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024) B

R7
(2025)

　災害時の支援において性別等によりニーズが異なることに配慮し、男女共同参画の視点から災害対策を推進します。また、より多くの女性が地域防災の担い手として参画
し、多様な視点が地域防災活動に反映されるよう取組を進めます。

102

市民と連携した情
報発信や出前講
座の実施を通じ、
男女共同参画の
視点を取り入れた
防災体制への理
解促進及び地域
防災の担い手と
なる女性リーダー
の養成を推進しま
す。

自主防災組織
リーダー等養成
研修の実施、
「女性の視点で
考えるかわさき
防災プロジェクト
（ＪＫＢ）」と連携
した防災・減災
講座の実施

「女性の視点で考えるかわ
さき防災プロジェクト（Ｊ
ＫＢ）」と男女共同参画セ
ンターが連携し、川崎市主
催のそなえるフェスタや区
の総合防災訓練に参加し、
男女共同参画の視点を取り
入れた防災体制への理解の
促進に努めた。

防災訓練において、
男女共同参画の視点
を広報啓発すること
ができた。

2

引き続きＪＫＢなど
の市民グループと連
携した啓発活動を実
施する。

市民文化局
男女共同参
画センター

全小中学校への寺子
屋の拡充に向けて、
引き続き新たな地域
人材の育成・確保な
どの取組を推進して
いく。

教育委員会
事務局

地域教育推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号39

施策３４　男女共同参画の視点に立った地域防災の推進

施策３３　地域における子ども・若者の自己形成や社会参画の促進

　次世代を担う子ども・若者が、地域の中で、固定的な性別役割分担意識にとられない自己形成や社会参画が図れるよう支援を行います。

100

地域の幅広い世
代の市民が主体
となって、子ども
たちの学習や体
験活動を支援しま
す。

地域の寺子屋
事業

市内99か所で寺子屋を開講
し、地域の主体的な取組に
より、放課後週1回の学習
支援と土曜日等月１回の体
験活動を実施し、世代間交
流を推進した。

寺子屋が、性別や年
齢に関わらず、幅広
い層の子どもと大人
が参加し、交流する
場となっている。

1

川崎区役所
危機管理担

当

引き続き、各種防災
計画やマニュアルの
修正に際し、男女共
同参画の視点を反映
できるよう取り組ん
でいく。また、各種
会議の委員について
も女性参加を積極的
に呼びかけていく。

危機管理本
部

危機管理部

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

川崎区総合防災訓練におい
て、女性や子どもも参加し
やすい訓練種目を導入する
ことで女性と子どもの参加
を促し、防災に対する意識
や地域防災活動の参画に向
けた意識の醸成を行った。
また、避難所運営会議・訓
練においても、女性の視点
を生かしながら、課題や役
割の確認を行った。

川崎区総合防災訓練
では、女性や子ども
も参加しやすい訓練
種目を導入し、か
つ、近隣の幼稚園や
保育園にチラシを持
参し積極的に周知す
ることで、想定を超
える人数の方に参加
をいただいた。ま
た、避難所運営に関
わる町内会自治会の
方に、女性の視点を
活かした避難所運営
の研修に参加いただ
き、各町内会自治会
にフィードバックし
てもらった。

2

地域防災計画におけ
る女性参画は重要な
課題であるため、引
き続き女性参画の促
進に向け取り組みを
推進していく。

103

男女共同参画の
視点を取り入れた
地域防災体制の
構築を推進しま
す。

防災会議におけ
る女性の参画促
進、各種防災計
画やマニュアル
における男女共
同参画の視点の
啓発

防災対策に男女共同参画の
視点を反映させるため、各
種会議の委員の推薦にあ
たっては、女性の推薦を配
慮していただくよう依頼
し、女性参加を積極的に呼
びかけるなど、引き続き男
女共同参画の視点に配慮し
た取組を推進した。

防災会議委員につい
ては委員65名中女性
が4名となっており、
引き続き女性比率の
向上に努める必要が
あるため。 1
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104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

避難所となる区内市立学校
と調整し、各避難所に女性
用スペースを設定するとと
もに、昨年度同様に、避難
所開設訓練等の実施に当た
り、多くの女性に参加して
もらうよう、自主防災組織
である町内会・自治会等に
働きかけた。
また、参加した方々へ女性
用スペースの必要性やその
他、多様な視点で必要とな
るスペースが今後も必要と
考えている旨を説明した。

避難所開設訓練等の
実施に当たり、女性
だけでなく多様な視
点をもっての配慮に
ついて検討が必要な
旨を説明を行っ
た。。

2

引き続き、避難所開
設訓練等に、より多
くの女性に参加して
もらえるよう、より
効果的な呼びかけ方
法等を検討する必要
がある。
また、男女共同参画
の視点に立ったさら
なる避難所運営訓練
の実施について検討
する必要がある。

幸区役所

発災時の避難所運営
における男女共同参
画に向けて、ガイド
ラインに基づき、男
女共同参画の視点に
立った図上訓練を未
実施の避難所におい
ても実施し、避難所
運営会議における女
性の意見や視点をよ
り反映させる。

高津区役所
危機管理担

当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

合同避難所運営会議に自主
防災組織、学校関係者、区
職員から広く参加を呼びか
け、避難所における女性の
視点と課題について学習す
る機会を提供した。

合同避難所運営会議
の女性の参加率は３
割を超えており、避
難所運営への積極的
な参画が継続されて
いる。

2

引き続き女性の参画
を促すとともに、男
女共同参画の意識を
高めていく。

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

避難所運営会議及び訓練に
おいて、直近の災害事例を
紹介し、避難所運営におけ
る性別への配慮や、役割の
固定化が行われないように
した。また、内閣府男女共
同参画局のガイドラインを
活用した図上訓練も一部避
難所で行った。

直近の災害事例を避
難所運営会議の参加
者に共有し、男女共
同参画の重要性を啓
発するとともに、そ
れに基づく図上訓練
を新たな取組として
一部避難所で行った
ため。

2

危機管理担
当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

各避難所運営会議で、女性
の参加率向上のため、自主
防災組織へ女性の参加を依
頼した。総合防災訓練で
は、避難所開設訓練を実施
し、妊婦等の受入を行うこ
とで、災害時の要配慮者へ
の対応や避難スペース確保
への周知を行った。

避難所運営会議・訓
練や総合防災訓練等
の実動訓練を通じ
て、災害時における
要配慮者への対応や
の周知機会の増加に
努めた。 2

次年度も引き続き、
会議や訓練の女性の
参画促進、要配慮者
の対応を周知してい
く。

中原区役所
危機管理担

当

危機管理担
当

宮前区役所
危機管理担

当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

総合防災訓練では男女共同
参画センター職員に出展
ブースでの参加を依頼し、
女性目線の防災対策とし
て、訓練参加者に対して啓
発活動をおこなった。ま
た、防災フェアや防災キャ
ンプなどの各イベント際に
参加者に渡すノベルティに
関しても、最近では主に母
親と子供での参加が多いの
で、次回のイベント参加を
促すために携帯トイレや災
害用ボディペーパーなどの
生理衛生用品を配布した。

近年災害時のトイレ
問題が取り上げられ
ている中、各防災イ
ベントにおいて仮設
トイレ設営などの項
目を積極的に取り入
れ、女性の防災意識
を高めることが出来
た。

2

男女共同参画の視点
を取り入れた防災対
策の充実に向け、引
き続き取り組みの推
進に務める。

多摩区役所
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105
(再
掲
85)

女性の様々な悩
みにかかる相談
事業を実施しま
す。

女性総合相談の
実施

市民文化局
男女共同参
画センター
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104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

今年度２回の総合防災訓練
において川崎男女共同参画
センター・女性の視点でつ
くるかわさき防災プロジェ
クトやＬｉｎｋｍａｍａが
参加し、女性の視点を取り
入れた避難所運営や女性が
避難生活で活用できる工夫
の紹介等を行った。特に、
第１回の訓練では、避難所
運営において女性視点を重
視し、避難スペースの区分
けや別室に女性相談コー
ナー、生理用品置場を設置
するなどし、災害時でも女
性に配慮した訓練を実施し
た。また、今年度、避難者
用の防犯ブザーや耳栓を調
達し、区内の各防災備蓄倉
庫に配備した。
・避難所運営会議におい
て、自主防災組織や保育園
等の地域団体や学校職員等
幅広く参加を呼びかけ、
様々な視点を生かしなが
ら、課題や役割の確認を
行った。

男女共同参画の理解
の促進に向け、計画
していた取組を実施
した。

2

引き続き、総合防災
訓練、避難所運営会
議、ぼうさい出前講
座等の取組を通じ
て、男女共同参画の
視点を取り入れた災
害対応時に活かす意
識啓発や必要資機材
の整備を推進してい
く。

麻生区役所
危機管理担

当

引き続き様々な困難
を抱える女性を対象
にした居場所づくり
を実施していく。

市民文化局
男女共同参
画センター

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

「キャリアサポー
トかわさき」や
「若者サポートス
テーション」にお
ける就業支援、
就業支援ポータ
ルサイトによる
情報提供

就業支援ポータルサイト
「ＪＯＢ－Ｌかわさき」に
おいて、求人情報や就業支
援機関情報などを掲載し
た。また、「市政だより」
等において、「キャリアサ
ポートかわさき」や「コネ
クションズかわさき（若者
サポートステーション）」
の広報を行った。

性別に関わらず、生
活基盤の確保や自立
に向けた就業機会を
得られるよう、求人
情報や就業支援に係
る情報を広報する取
組を実施した。

2

引き続き、就業支援
ポータルサイト「Ｊ
ＯＢ－Ｌかわさき」
や「市政だより」等
を活用した広報を実
施する。

基本施策１０　男女共同参画の視点に立った貧困など複合的な困難に対する支援

施策３５　貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

　困難を抱えた女性に対して、自助グループ等を通じた居場所づくり支援を行います。また、貧困等生活上の困難を抱えている人への支援においては、男女の賃金格差等
を背景に女性は経済的リスクが高いことを踏まえ支援を実施します。さらに、次世代への貧困の連鎖を断ち切るため、家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・
意欲の差が生じないよう支援を行います。

再掲目標Ⅲ　事業番号85

106

家族関係や就労
問題、ひきこもり
などに悩みを抱え
る女性が、交流を
通じてエンパワメ
ントし解決に向か
えるよう、居場所
づくりの支援を行
います。

自助グループ支
援、ひきこもり女
子会や避難所
ほっとサロン、シ
ングルマザーサ
ロンの実施など

シングルマザーのためのセ
ミナー＆交流会を1回、ひ
きこもり女子会を4回、避
難者のためのほっとサロン
を11回実施した。また、国
の地域女性活躍推進交付金
を活用した事業としてシン
グル女性のためのサテライ
トカフェを6回、つづきか
らはじめる相談ナイトを4
回開催した。

エンパワメントが必
要な女性のために、
それぞれ対象者ごと
に必要な支援を検討
し、事業を実施し
た。さらに交付金を
活用した居場所づく
りや、支援に繋がり
にくいシングル女性
を対象に新たな手法
としてアウトリーチ
によるサテライトカ
フェを実施した。

2

経済労働局 労働雇用部
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生活保護・
自立支援室

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

生活保護制度の
推進

市内９箇所の福祉事務所に
て（川崎区再編に伴い令和
７年１月からは市内７箇
所）、生活保護専門の面接
相談員を配置。生活保護法
の趣旨や制度についての説
明や、相談者個々人の相談
内容に応じた適切な助言を
行い、保護申請の意思が確
認された場合は、申請手続
きについて助言した。
また、生活保護受給者に対
しては、生活保護法に基づ
き、必要な保護を行い、最
低限度の生活を保障すると
ともに、地区担当員による
生活状況の把握と支援を
行った。

左記実績のとおり、
性別にかかわらず、
生活に困窮する方か
らの相談に対する助
言や、生活保護受給
者の自立に向けた支
援を行った。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

健康福祉局
生活保護・
自立支援室

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

生活困窮者・
ホームレス自立
支援センター事
業、アフターケア
事業、巡回相談
事業などの実施
によるホームレ
スの方への自立
支援の推進

・巡回相談事業では、市内
に起居するホームレス等の
日常生活や健康に関する相
談を受け、生活困窮者・
ホームレス自立支援セン
ター（以下「自立支援セン
ター」という。）の入所や
医療機関への受診につなげ
た。
・自立支援センター事業で
は、市内４か所の施設にお
いて、宿所及び食事の提供
のほか、就労支援、生活支
援等を行い、入所者の自立
に向けた支援を行った。
・災害等により緊急的に避
難を必要とするホームレス
に対し、緊急一時保護を
行った。
・自立支援センター南幸町
において、要介護状態にあ
るホームレス等の受入を
行った。
・自立支援センターを退所
した方が再び野宿に戻るこ
とのないようアフターケア
事業を実施した。

左記実績のとおり、
巡回相談事業、自立
支援センター事業、
アフターケア事業を
行い、ホームレスの
自立を促進した。
【男女平等に配慮し
た点】
自立支援センター南
幸町等において、女
性ホームレスの受入
れを行い、個々の自
立阻害要因に対応し
た支援を行った。

2

・第5期川崎市ホーム
レス自立支援実施計
画等に基づき、引き
続きホームレスの自
立支援に向けた取組
を推進する。
・自立支援センター
南幸町等において女
性ホームレスの支援
を継続する。

健康福祉局

まちづくり局
住宅整備推

進課

次年度も引き続き、
取組を推進する。

健康福祉局
生活保護・
自立支援室

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る住居支援の実
施

「川崎市居住支援協議会」
において、テーマ別の専門
部会を開催した。あわせて
専門部会の前後に庁内検討
会を開催し、専門部会を踏
まえた協議を行う等、庁内
関係部局が連携した居住支
援体制を強化した。
また「川崎市居住支援協議
会」主催のセミナーを開催
し、住宅確保要配慮者への
賃貸について、民間賃貸住
宅オーナーの理解を醸成し
た。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進を
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部局
及び関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

川崎市生活自
立・仕事相談セ
ンター（だいＪＯ
Ｂセンター）にお
ける支援の実施

現に経済的に困窮している
市民に対して、就労支援を
中心に、精神保健支援、居
住支援、家計改善支援、法
律相談等の専門支援を、相
談者の状態に応じて、寄り
添い型で実施した。

性別を含む相談者の
属性や状態に応じ
た、求人開拓やマッ
チング等の就労支援
や精神保健支援、居
住支援、家計改善支
援等を行い、男女ど
ちらに対しても、日
常的・社会的・経済
的に自立できるよう
支援した。

2
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108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

生活保護受給世
帯の中学生への
学習支援・居場
所づくり事業

生活保護受給世帯等の小・
中学生に対し、高校等への
進学に向けて、市内１７か
所で事業を実施した。

男女どちらも利用・
参加しやすいように
配慮して支援を行っ
た。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

健康福祉局

引き続き、一人ひと
りに寄り添った取組
を推進していく。

教育委員会
事務局

総合教育セ
ンター／教
育政策室

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

就学援助及び奨
学金の支給・貸
付の推進

・経済的理由により就学が
困難な学齢児童生徒、就学
予定者の保護者に対して必
要な援助費を支給すること
により、均しく教育を受け
る機会を確保した。
・能力があるにもかかわら
ず、経済的理由により修学
が困難な高校生・大学生に
対して、奨学金を支給・貸
付した。

・男女問わず、経済
的理由により就学が
困難な学齢児童生
徒、就学予定者の保
護者に対して必要な
援助を行った。
・男女問わず、経済
的理由により修学が
困難な高校生・大学
生に対して必要な支
援を行った。

2

次年度も引き続き、
経済的に困難な状況
にある人への援助を
行う。

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

学校へのスクー
ルカウンセラー
の配置及び派
遣・スクールソー
シャルワーカー
の派遣

必要に応じて関係部署等と
連携しながら、児童生徒、
保護者等、一人ひとりに寄
り添った相談支援を行っ
た。

相談者一人ひとりに
寄り添った支援を
行った。

2

生活保護・
自立支援室

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

ひとり親家庭等
生活・学習習慣
習得支援事業及
び学習支援・居
場所づくり事業
の推進

市内１７か所において、ひ
とり親家庭及び生活保護世
帯の小学３年生～中学３年
生のこどもに対し、学習の
支援や居場所の提供を行っ
た。
また、次期契約期間である
令和７年度～９年度に向け
て事業仕様の見直しと予算
増を図り、より効果的な実
施体制を構築のうえ、プロ
ポーザルによる業者選定を
実施した。

全１７か所での安定
した教室運営を実施
し、次年度以降のよ
り効果的な事業実施
に向けた見直しと業
者選定を実施した。

2

新たな契約期間にお
いいても、引き続き
安定した教室運営に
取り組むとともに、
仕様の見直しを行っ
た軽食の提供や保護
者支援、関係機関と
の連携の強化を着実
に進め、効果的な事
業実施を図る。

こども未来局

こども家庭
課（R5より児
童家庭支援
・虐待対策
室家庭支援

担当）

引き続き川崎市母
子・父子福祉セン
ターにおける相談事
業を実施するととも
に、各種給付金等の
活用による自立支援
についてセミナー等
を通じて積極的に広
報することで、ひと
り親家庭の効果的な
活用を推進する。

こども未来局

こども家庭
課（R5より児
童家庭支援
・虐待対策
室家庭支援

担当）

110

ひとり親家庭の自
立の促進に向け
て、子育てや生活
の支援、就業支
援、養育費の確
保、経済的支援、
居住支援等を行
います。

各種制度・事業
（母子・父子・寡
婦福祉資金貸付
制度、高等職業
訓練促進給付金
事業、自立支援
教育訓練給付金
事業等、児童扶
養手当、医療費
助成事業、日常
生活支援事業
等）の推進

各種支援制度や事業を適切
に実施し、子育て・生活へ
の支援、就労支援、養育費
確保支援、経済的支援の柱
に基づきひとり親家庭の自
立に向けた支援を行った。
また、児童扶養手当や高等
職業訓練促進給付金につい
て、国や県に合わせた拡充
を適切に行った。

計画どおり各種支援
を適切に実施すると
ともに、拡充を行っ
た。

2

引き続き、制度の拡
充や見直しを行いな
がら、各種支援を実
施する。

教育委員会
事務局

学事課

施策３６　ひとり親家庭に対する支援の充実と自立の促進

　ひとり親家庭のうち、特に母子世帯は就業や子育て、生活等の様々な面で困難を抱えやすく、生活支援や就業支援、経済的支援をはじめとする各種支援を推進します。

109

ひとり親家庭の生
活の安定と向上
を目的に、生活・
就業等に関する
相談支援を実施
します。

川崎市母子・父
子福祉センター
における相談事
業の実施

生活相談件数：1,182件
就労相談件数：2,804件
また、制度拡充を行った給
付金について案内・広報す
る機会を設け、自立を目指
すひとり親家庭が有効活用
できるよう推進した。

川崎市母子・父子福
祉センターにおい
て、ひとり親家庭の
自立促進に向けた相
談支援を行った。
また、制度拡充を
行った給付金につい
て、積極的に提案
し、自立を目指すひ
とり親家庭の有効活
用を促進した。

2

住宅整備推
進課

こども未来局

こども家庭
課（R5より児
童家庭支援
・虐待対策
室家庭支援

担当）

110

ひとり親家庭の自
立の促進に向け
て、子育てや生活
の支援、就業支
援、養育費の確
保、経済的支援、
居住支援等を行
います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
るひとり親家庭
への住居支援の
実施

「川崎市居住支援協議会」
において、テーマ別の専門
部会を開催した。あわせて
専門部会の前後に庁内検討
会を開催し、専門部会を踏
まえた協議を行う等、庁内
関係部局が連携した居住支
援体制を強化した。
また「川崎市居住支援協議
会」主催のセミナーを開催
し、住宅確保要配慮者への
賃貸について、民間賃貸住
宅オーナーの理解を醸成し
た。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進を
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。 2

引き続き、関係部局
及び関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

まちづくり局
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市民文化局
男女共同参
画センター

111

ひとり親家庭が必
要な支援に結び
付くよう、様々な
制度や相談窓口
等に関する情報
提供を行います。

リーフレット等作
成・配布、メルマ
ガ配信等による
制度周知

対象世帯に対し、各種制度
案内と拡充等の情報の郵送
による案内のほか、メルマ
ガ・LINEを活用しタイム
リーな情報提供を行った。
令和５年度にリニューアル
したサポートガイドブック
について、構成とカラーリ
ングの見直しを行い、さら
に見易くかつ必要な情報を
見つけやすくすることで、
当事者・支援者ともにより
使いやすいものへの改善を
進めた。
メルマガ登録者数：1,274
名
LINE友だち数：825名

より効果的な情報提
供につながるよう、
各種広報を実施する
とともに、サポート
ガイドブックの改善
や、メルマガ・LINE
自体の広報に注力し
た。

2

引き続き、各種支援
情報について、各種
ツールを用いて発信
するとともに、支援
者向けの周知のや、
メルマガ・LINEの登
録人数の増加に向け
た取組を実施する。

こども未来局

111

ひとり親家庭が必
要な支援に結び
付くよう、様々な
制度や相談窓口
等に関する情報
提供を行います。

ひとり親家庭へ
の情報提供事業
（情報収集・提供
事業の一環）

男女共同参画センターにお
いて、シングルマザーのた
めのセミナー＆交流会を1
回実施した。

ひとり親やひとり親
になる可能性がある
人に対し、不安解消
や問題解決のための
講座や情報提供を
行った。

2

引き続き、セミナー
の実施等を通じた情
報提供を推進する。

多文化共生
推進課

市民文化局
多文化共生

推進課

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

指針に基づいた
外国人市民施策
の推進（外国人
市民代表者会議
による提言、行
政サービスの充
実、多言語によ
る情報提供の充
実）

・多文化共生社会推進指針
に基づき、行政サービスの
充実など、全庁的な取組を
進めた。・外国人市民代表
者会議を運営し、審議内容
を年次報告書にまとめ
た。・各区役所、市民館、
図書館等の外国人市民情報
コーナーにおける多言語広
報資料の配架状況を調査
し、担当者に資料補充を依
頼した。・「川崎市〈やさ
しい日本語〉ガイドライ
ン」を使い職員に向けe
ラーニングで研修を引き続
き行ったほか、区役所等で
職員が講師となり、やさし
い日本語研修を実施した。

外国人市民や女性の
委員を含めて構成さ
れた多文化共生社会
推進協議会の審議も
踏まえ、多文化共生
社会推進指針に基づ
く取組を推進した。
また、男女ほぼ同数
の外国人市民により
構成された外国人市
民代表者会議による
審議を行った。

2

川崎市多文化共生社
会推進指針に基づき
外国人市民に対し行
政サービスや情報提
供の充実に向けた取
組を推進する。ま
た、多文化共生社会
推進協議会、外国人
市民代表者会議で出
された意見を尊重し
取組を進める。 市民文化局

こども家庭
課（R5より児
童家庭支援
・虐待対策
室家庭支援

担当）

施策３７　外国人市民に対する支援の充実と差別のない人権尊重のまちづくりの推進

　言葉や文化の違いに加え、女性であることで、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合や、課題やニーズが男女で異なる場合があることに留意して、多文化共生
社会や差別のない人権尊重のまちづくりを推進します。

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

国際交流セン
ターでの多言語
情報提供や相談
支援（DV含む）
の実施

・外国人相談窓口である多
文化共生総合相談ワンス
トップセンターにおける令
和6年度の相談件数は3,200
件であった。

男女共同参画の視点
に配慮しながら相談
を実施した。

2

多文化共生総合相談
ワンストップセン
ターの認知度向上に
向けた広報・周知を
行う。
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まちづくり局
住宅整備推

進課

引き続き外国人市民
代表者会議として各
種イベントに参加
し、市内には多様な
外国人市民が生活・
活動していること
や、各国の文化を紹
介すること等を通じ
て、互いの理解と交
流を深める。

市民文化局

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

市民館等におけ
る外国人市民へ
の日本語の学び
の場の提供

教育文化会館・市民館で識
字学習活動を行った。

外国人市民に対する
支援を行った。

2

次年度も引き続き、
市民館等において外
国人市民への日本語
の学びの場を提供し
ていく。 教育委員会

事務局
生涯学習推

進課

外国人市民が安心し
て出産・育児を迎え
ることができるよう
広報手段の見直し等
を行い、事業を安定
的に継続していく。

こども未来局

こども保健
福祉課（R5

より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る外国人への住
居支援の実施

「川崎市居住支援協議会」
において、テーマ別の専門
部会を開催した。あわせて
専門部会の前後に庁内検討
会を開催し、専門部会を踏
まえた協議を行う等、庁内
関係部局が連携した居住支
援体制を強化した。
また「川崎市居住支援協議
会」主催のセミナーを開催
し、住宅確保要配慮者への
賃貸について、民間賃貸住
宅オーナーの理解を醸成し
た。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進を
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部局
及び関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

外国語版母子健
康手帳の作成・
配布や母語によ
る情報提供の実
施

10か国語の外国語版母子健
康手帳を必要な妊婦に配布
した。市ホームページで、
外国人市民向け産前産後に
関する情報リーフレットを
掲載した。また、タブレッ
トによる通訳サービス等を
活用して母子保健事業の実
施に際し、母国語での情報
提供を実施した。11か国語
に翻訳した乳幼児健康診査
の問診票等を活用した。

外国人市民が安心し
て出産・育児ができ
るように、各母子保
健事業の資料の外国
語版を活用した。ま
た、必要時、通訳等
を活用した。

1

引き続き、「川崎市
差別のない人権尊重
のまちづくり条例」
に基づき、本邦外出
身者に対する不当な
差別的言動の解消に
向けた取組を推進し
ます。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

114

「川崎市差別のな
い人権尊重のま
ちづくり条例」に
基づき、本邦外出
身者に対する不
当な差別的言動
の解消に向けた
取組を推進しま
す。

人権教育・人権
啓発の実施、イ
ンターネット上の
本邦外出身者に
対する不当な差
別的言動に対す
る拡散防止措置
等

・インターネット上の本邦
外出身者に対する不当な差
別的言動に該当する投稿１
９８件について、拡散防止
措置（プロバイダ等への削
除要請）を講じた。
・ネットヘイト解消に向け
た動画を作成し、SNS等を
辻て啓発を実施した。
・条例を周知するリーフ
レットを作成し、市内に所
在する全ての小・中・高・
特別支援学校等の児童・生
徒全員に配布した。

インターネット上の
不当な差別的言動の
拡散防止に向け、事
案の公表や各種広報
媒体等を通じた人権
教育・人権啓発を行
い、本邦外出身者に
対する不当な差別的
言動の解消に向けた
取組を推進した。

2

多文化共生
推進課

113

互いの文化や生
活の理解が進む
よう交流機会の
充実に努めます。

多文化共生ふれ
あい事業

様々な国や地域の文化を伝
える外国人市民等を講師と
して学校に派遣する「多文
化共生ふれあい事業」を実
施し、延べ211人の講師を
学校に派遣しました

講師の派遣人数は減
りましたが、昨年度
と同数の学校で実施
することができた。

2

講師派遣団体と調整
し、文化体験のバリ
エーションを増やし
ながら継続していき
ます。 教育委員会

事務局
教育政策室

113

互いの文化や生
活の理解が進む
よう交流機会の
充実に努めます。

国際交流協会、
民間交流団体等
と連携した共催
事業の実施や、
市民まつり等に
おける互いの交
流推進

外国人市民代表者会議とし
てインターナショナル・
フェスティバル、かわさき
市民祭り、多文化フェスタ
さいわいのイベントに参加
し、来場者との交流や相互
理解を深めるとともに、代
表者会議の広報・周知を実
施した。

各事業について、男
女共同参画の視点に
配慮しながら実施し
た。

2
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施策３８　高齢者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援

　高齢期に達するまでの働き方やライフスタイルにおける男女の置かれた状況の違いが、高齢期における年金等の収入格差等に現れることに留意して、高齢者が安心して
暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

115

高齢者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

地域包括ケアシ
ステム推進事
業、高齢者虐待
防止の取組の推
進

川崎市地域包括ケアシステ
ム推進ビジョンに基づき、
「意識づくり」「地域づく
り」「仕組みづくり」の取
組を進めた。
また、第9期かわさきいき
いき長寿プランに基づき、
高齢者虐待防止に向けた取
組を適切に執行するととも
に、関係職員研修、事例検
討会等施策を推進した。

高齢者を含めた、誰
もが住み慣れた地域
や自らが望む場で安
心して暮らし続ける
ことができる地域の
実現を目指して取組
を実施できた。

引き続き、男女平等
推進に配慮して施策
を推進する。

健康福祉局
高齢者事業

推進課

115

高齢者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る高齢者への住
居支援の実施

「川崎市居住支援協議会」
において、テーマ別の専門
部会を開催した。あわせて
専門部会の前後に庁内検討
会を開催し、専門部会を踏
まえた協議を行う等、庁内
関係部局が連携した居住支
援体制を強化した。
また「川崎市居住支援協議
会」主催のセミナーを開催
し、住宅確保要配慮者への
賃貸について、民間賃貸住
宅オーナーの理解を醸成し
た。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進を
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部局
及び関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

2

今後も、かわさきい
きいき長寿プランに
基づき高齢者虐待防
止に向けた施策を推
進するなど、地域包
括ケアシステムの構
築に向けた取組を推
進する。

健康福祉局
地域包括ケ
ア推進室

115

高齢者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

かわさきいきい
き長寿プランに
基づくサービス
の提供

介護事業者等がサービスの
質を向上できるよう、集団
指導講習会を開催するとと
もに適宜、指導等を行っ
た。

介護は、社会全体で
支えていくことが重
要であると考えるた
め、男女平等推進に
配慮して施策を推進
した。 2

高齢者在宅
サービス課

施策３９　障害者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援

　障害のある人が日常生活や就労等の場において直面する困難において、女性であることで、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合や、課題やニーズが男女で
異なる場合があることに留意して、障害者が安心して暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

地域包括ケアシ
ステム推進事業

川崎市地域包括ケアシステ
ム推進ビジョンに基づき、
「意識づくり」「地域づく
り」「仕組みづくり」の取
組を進めた。

障害者を含めた、誰
もが住み慣れた地域
や自らが望む場で安
心して暮らし続ける
ことができる地域の
実現を目指して取組
を実施できた。

2

今後も、地域包括ケ
アシステムの構築に
向けた取組を推進す
る。

まちづくり局
住宅整備推

進課

116

就労支援や生き
がい・健康づくり
を通じた高齢者の
社会参加を促進
します。

高齢者就労支援
事業、生涯現役
対策事業の推進

シルバー人材センターに支
援を行い、健康で働く意欲
を持つ高齢者に会員登録し
ていただき、臨時的・短期
的又は軽易な業務に係る就
業機会の確保を図った。

女性会員の拡大・就
業機会の確保のた
め、女性に特化した
会員募集の広報物を
配布するとともに、
女性を対象としたセ
ミナーを新規に実施
した。

2

今後もシルバー人材
センターへの支援を
通じて、高齢者の就
業機会を確保する。

健康福祉局

障害計画課

健康福祉局
地域包括ケ
ア推進室

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

障害者虐待防止
の取組、障害者
差別解消の取組
の推進

・24時間365日対応の受
付・相談窓口の運営によ
り、適切な対応を行った。
・障害者虐待に関する対応
力の強化のため、市職員及
び事業者向けの研修を実施
した。
・障害者差別解消の取組に
ついては、市民向けにはチ
ラシの配布、市ホームペー
ジへの掲載を行うほか、事
業者向けには、会議等で法
の内容について説明を行
い、周知啓発に取り組ん
だ。

障害者が地域で安心
して暮らせる環境整
備や支援に向け、計
画していた取組を実
施した。

2

次年度も引き続き、
障害者虐待防止の取
組、障害者差別解消
に関する取組を推進
する。

健康福祉局
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120(
再掲
88）

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性同一性障害
に関する相談
支援の実施（児
童相談所）

健康福祉局

総合リハビリ
テーション推
進センター
（こころの健
康課）

120(
再掲
88）

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性別不合を含
む精神保健相
談の実施 こども未来局 児童相談所

120(
再掲
88）

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

LGBTQに関す
る相談支援の
実施（教育相談
センター・室）

教育委員会
事務局

教育相談セ
ンター

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

障害者日常生活
支援事業

地域における生活の場や日
中活動の場の運営支援等に
より障害者支援事業を推進
した。

障害者が地域におい
て安心して生活でき
るよう、生活の場や
日中活動の場の運営
支援の取組を実施し
た。

2

次年度も引き続き、
障害者の地域生活に
関する取組を推進す
る。

健康福祉局 障害福祉課

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る障害者への住
居支援の実施

「川崎市居住支援協議会」
において、テーマ別の専門
部会を開催した。あわせて
専門部会の前後に庁内検討
会を開催し、専門部会を踏
まえた協議を行う等、庁内
関係部局が連携した居住支
援体制を強化した。
また「川崎市居住支援協議
会」主催のセミナーを開催
し、住宅確保要配慮者への
賃貸について、民間賃貸住
宅オーナーの理解を醸成し
た。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進を
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部局
及び関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

まちづくり局
住宅整備推

進課

障害者社会
参加・就労

支援課

施策４０　性的マイノリティの人々の人権尊重に向けた取組の推進

　性的マイノリティの人々の人々が深刻な生きづらさを抱えている実態を踏まえ、当事者に向けた支援を推進します。

119

性的マイノリティ
当事者の抱える
生きづらさの解消
に向けて、「川崎
市パートナーシッ
プ宣誓制度」を推
進します。

「川崎市パート
ナーシップ宣誓
制度」の実施

「パートナーシップ宣誓制
度」について、適切な運用
を行った。（令和7年3月31
日現在の申請実績は153
組）同時に、ホームページ
や二十歳の日のつどいパン
フレットで制度周知も行っ
た。

制度の運用を通じ
て、性的マイノリ
ティの人々のパート
ナーと生活を共にし
たいという気持ちを
市として受け止める
ことが出来た。

2

引き続き、制度の適
切な運用と共に、都
市間連携を行ってい
る相模原市をはじ
め、県内の他都市の
状況等の把握に努め
る。

健康福祉局
障害者社会
参加・就労

支援課

118

就労支援や障害
者福祉に対する
普及・啓発を行
い、障害者の社
会参加を促進しま
す。

障害者社会参加
促進事業

障害者週間に合わせて、
「手をつなぐフェスティバ
ル」をとどろきアリーナで
開催し、834名が参加し
た。

障害者福祉の理解促
進・普及啓発に向け
て、計画していた取
り組みを実施した。

2

次年度も引き続き、
障害者福祉の理解促
進・普及啓発に向け
て、障害者の社会参
加の取り組みを実施
する。

健康福祉局

118

就労支援や障害
者福祉に対する
普及啓発を行い、
障害者の社会参
加を促進します。

障害者就労支援
事業

市内３か所の地域就労援助
センターを中心とした障害
者の就労支援を行うととも
に、企業応援センターかわ
さきにおいて、企業向けの
障害者雇用促進ネットワー
ク会議を開催し、障害者雇
用に係わる理解の促進を
図った。

障害特性に応じた適
切な就労支援を行う
とともに、障害者雇
用を検討する企業等
への雇用支援を実施
した。

2

令和６年４月以降、
段階的に法定雇用率
が引き上げられるこ
と等から、個々の障
害特性に応じた就労
支援を実施するとと
もに、企業に対する
雇用支援を実施す
る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

再掲目標Ⅲ　事業番号88

再掲目標Ⅲ　事業番号88

再掲目標Ⅲ　事業番号88
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引き続き、キャリア
サポートかわさきに
おいて、「かわさき
若者サポートステー
ション事業」と連携
した支援、就職活動
に必要な知識・スキ
ルを身に付けるため
の「就職準備セミ
ナー」を実施する。

経済労働局 労働雇用部

基本施策１１　生涯を通じた健康支援

施策４２　生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進

　生活習慣や身体的な特徴の違いによって、性別によって異なる健康上の問題に直面することに留意し、生涯を通じて適切な健康の保持増進が図れるよう健康づくりを支
援します。

121

働くことに不安を
抱える若者等に
対し、個別相談や
各種セミナーなど
を実施します。

地域若者サポー
トステーション事
業と連携した若
年者への就労支
援、キャリアサ
ポートかわさきに
おける若年者向
けセミナー等の
実施

厚生労働省の委託事業であ
る「かわさき若者サポート
ステーション事業」と連携
し、自立や就労に課題を抱
える若年者の就業支援を実
施するとともに、若者をは
じめ多様な求職者に対して
効果的なテーマ設定（就職
活動の基礎等）による「就
職準備セミナー」を実施し
た。

自立や就労に課題を
抱える若年者の就職
に向けた取組を実施
した。

2

施策４１　就労に困難を抱えた若者に対する自立支援の促進

教育委員会
事務局

健康教育課

123

更年期・高齢期の
健康づくり、介護
予防に自主的に
取り組めるよう支
援します。

介護予防事業、
介護予防活動

事業やイベントを通して、
普及啓発を行った。

地域での活動は女性
の参加が多いため、
積極的に男性の参加
を呼び掛けた。

2

引き続き事業を実施
し、市民が主体的に
取組を行う支援を行
う。

健康福祉局

引き続き事業を実施
し、普及啓発を進め
る。

健康福祉局
保健医療政
策部（健康
増進課）

122

男女の性差に応
じた、健康に関す
る正しい知識や
運動習慣の普及
を推進します。

健康教育推進事
業

健康教育に関する講演会等
を行った。

心の健康に関する講
演会等を行い、健康
教育の一層の充実を
図った。

2

次年度も継続して、
健康に関する講演会
等を行い、健康教育
を推進する。

122

男女の性差に応
じた、健康に関す
る正しい知識や
運動習慣の普及
を推進します。

健康増進計画に
基づく普及啓発
（年代、性差に応
じた運動習慣の
啓発、働きかけ
の推進等を含
む）

事業やイベントを通して、
普及啓発を行った。
３月の女性の健康週間に
は、広報を行った。

男女の性差に応じた
健康に関する啓発を
行った。

2

健康福祉局
保健医療政
策部（地域
医療課）

124

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

新生児集中治療
管理室（ＮＩＣＵ）
の安定的稼動の
推進

NICU(新生児特定集中治療
室）を安定的に稼働させ、
集中治療が必要な新生児に
医療を提供した。

NICUを安定的に稼働
させ、集中治療が必
要な妊婦及び新生児
に医療を提供し、相
談支援を行った。 2

今後も引き続き、Ｎ
ＩＣＵを安定的に稼
働させ、集中治療が
必要な新生児に医療
を提供し相談支援を
行っていく。

病院局

保健医療政
策部（健康
増進課）

施策４３　妊娠・出産などに関する健康支援

　地域において安心して子どもを産み育てることができるよう、不妊や妊娠・出産等についての支援や医療体制の確保を行います。

124

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

総合（地域）周産期母子医
療センターに対する運営支
援を行い、周産期医療体制
を確保した。

総合（地域）周産期
母子医療センターを
運営する医療機関に
対し、運営費等の補
助を適切に行った。 2

引き続き、総合（地
域）周産期母子医療
センターの運営を支
援し、妊産婦が安心
して出産ができる医
療体制の確保を図
る。

川崎病院事
務局（庶務

課）
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妊産婦の様々なニー
ズに対応できるよ
う、アンケート等を
行い、業務に反映し
ていく。 病院局

川崎病院事
務局（庶務

課）

126

不妊に悩む男女
への相談支援や
治療に対する助
成を実施します。

特定不妊治療費
用一部助成
不妊・不育専門
相談センター専
門相談

・不妊・不育専門相談セン
ターにおいて不妊・不育の
専門相談を実施した。

・先進医療に位置付けられ
ている不育症検査費用の助
成事業を行った。

・不妊・不育専門相
談センターにおい
て、不妊・不育に悩
む男女に対して専門
相談を実施した。 1

　不妊・不育専門相
談センターの周知を
継続して実施してい
く。
　また、プレコンセ
プションケアの取組
を充実させていく。

125

妊産婦等への心
身の健康保持に
向けた取組を実
施します。

助産外来の運営 市立川崎病院で助産外来の
内容を見直し、エコーサー
ビスなどを提供した。ま
た、無痛分娩や出生前検査
を開始した。

無痛分娩を始めたこ
とで、妊産婦の出産
方法の選択を増やす
ことができた。

2

125

妊産婦等への心
身の健康保持に
向けた取組を実
施します。

母子健康手帳の
交付、妊産婦健
康診査費用の助
成、妊娠・出産
包括支援事業、
両親学級の実施

妊産婦等の健康保持に向け
て、妊婦健康診査費用の助
成のほか、令和６年１月か
ら産婦健康診査の費用の助
成を開始した。また、母子
健康手帳の交付及び看護職
による個別相談支援をはじ
め、両親学級の実施、妊娠
期や出産後の家庭訪問や電
話相談による相談支援の実
施を実施した。産婦健康診
査では医療機関と連携し、
要フォロー者の早期発見と
支援を実施した。
　また、産後ケア事業を充
実させ、産後直後の産婦の
支援を充実させた。

妊産婦等への心身の
健康保持と増進に向
けた各種取組を実施
した。

1

今後も引き続き妊産
婦等への心身の健康
保持に向けた取組を
継続していく。

こども未来局

こども保健
福祉課（R5

より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

川崎病院事
務局（庶務

課）

施策４４　女性特有の健康課題に対する性差医療の推進

　女性特有のがん対策や女性専用外来等へのニーズを踏まえたかかりやすい病気や病態が異なることを考慮し、的確な医療を推進します。

127

女性専用外来設
置医療機関や女
性医師のいる医
療機関について
の情報提供を行
います。

医療機関検索サ
イト「かわさきの
お医者さん」によ
る女性医師がい
る医療機関の情
報提供の推進

医療機関検索サイト「かわ
さきのお医者さん」は令和
６年１０月３１日にサービ
ス終了したが、厚労省が整
備した「医療情報ネット
（ナビイ）」を周知するこ
とにより、引き続き女性医
師に診てもらえる医療機関
の情報提供を行った。

「医療情報ネット
（ナビイ）」をホー
ムページ、リーフ
レット等で周知する
ことにより、女性医
師に診てもらえる医
療機関等の情報提供
を適切に行った。

2

引き続き、「医療情
報ネット（ナビ
イ）」を適切に周知
することにより医療
機関情報の提供を行
う。

こども未来局

こども保健
福祉課（R5

より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

126

不妊に悩む男女
への相談支援や
治療に対する助
成を実施します。

専門クリニックの
紹介

当院には不妊治療専門のス
タッフが不在なため、専門
クリニック等を紹介してい
る。

スタッフ不在のた
め、不妊外来の再開
は困難である。

2

引き続き患者のニー
ズに応えていく。

病院局

健康福祉局
保健医療政
策部（地域
医療課）
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保健医療政
策部（健康
増進課）

128

女性特有の疾患
に対する検診や
治療等を推進しま
す。

女性専用外来の
設置と運営

女性特有の疾患に着目した
専門外来である婦人科内視
鏡外来及び女性健康外来の
診療を予約制で行った。

一定の取組みや配慮
を行ったが、女性専
門外来を担う常勤の
女性医師の確保がで
きなかったことが課
題である。

1

引き続き、必要な女
性医師の確保に努め
ていく。

病院局
井田病院事
務局（庶務

課）

128

女性特有の疾患
に対する検診や
治療等を推進しま
す。

子宮がん、乳が
ん及び骨粗しょう
症の検診事業実
施、子宮頸が
ん、乳がん検診
無料クーポン券
の配布

・子宮頸がん及び乳がん検
診の無料クーポン券を対象
の女性市民（約1万8千人）
へ送付した。
・子宮頸がん検診の無料
クーポン券を送付しなかっ
た一定の対象者（約8万6千
人）に対して、受診勧奨ハ
ガキを送付した。
・無料クーポン券の対象で
ない一定の年齢の男女（約
58万人）にがん検診案内の
封書を送付した。

性差に応じた子宮が
ん、乳がん及び骨粗
しょう症の検診以外
の検診については、
男女同様の対象とし
て、事業を実施し
た。
また、封書について
は特定の年齢層の男
女両方に送付した。

2

引き続き、無料クー
ポン券やハガキによ
る子宮がん及び乳が
ん検診の受診勧奨及
び、無料クーポン券
の対象でない一定の
年齢の男女に対して
は、がん検診案内封
書を送付する。 健康福祉局

こども保健
福祉課（R5

より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

130

思春期の保健向
上を目指した健全
母性育成事業を
実施します。

思春期の保健向
上を目指した健
康教育（健全母
性育成事業）の
実施

地域みまもり支援センター
において思春期保健に関わ
る個別相談を実施するとと
もに、市内の小中高校や関
係機関と連携し、思春期保
健に関わる集団健康教育を
効果的に実施した。

学校保健等と連携
し、性を中心とする
思春期教育を実施し
た。また、若年妊娠
等個別の相談に対応
した。

1

今後も学校保健等と
連携し、思春期教育
を実施する。また、
プレコンセプション
ケアの取組を充実さ
せていく。

こども未来局

こども保健
福祉課（R5

より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

施策４５　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）や健康に関する正しい知識の普及啓発の推進

　生涯を通じて心身ともに満たされ健康にいられるよう、性と生殖に関する正しい知識や、健康をおびやかす問題についての周知啓発を推進します。

129

性と生殖に関する
健康（リプロダク
ティブ・ヘルス／
ライツ）について
周知啓発を行い
ます。

各区の女性健康
支援センターで
の相談支援、妊
娠・出産SOS相
談事業の推進

・各区の女性健康支援セン
ターで女性のライフサイク
ルに沿った、心や身体の健
康に関する相談（妊娠中や
出産、思春期、更年期、不
妊、不育など）を実施し
た。
・思いがけない妊娠や出産
への不安で誰にも相談でき
ず悩んでいる方への妊娠・
出産ＳＯＳ相談を実施。電
話とメールにて相談対応を
行った。

相談窓口の周知に努
めるとともに、女性
のライフサイクルに
沿った悩みや、妊
娠・出産に関する不
安を抱える方に、相
談支援を実施した。 1

次年度も引続き予期
しない妊娠に関する
電話及びメール相談
を実施する。専用の
電話回線を開設する
ため、相談窓口の周
知にも取組む。ま
た、プレコンセプ
ションケアの取組を
充実させていく。

こども未来局
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健康福祉局
保健医療政
策部（感染
症対策課）

132

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

薬物乱用防止に
関するイベント、
防止教室等の実
施

薬物乱用防止に関するイベ
ント、薬物乱用防止教室等
と実施することにより、若
年層を主な対象として啓発
を継続実施した。
若年層を対象とした薬物乱
用防止教室では、自分を大
切に思う気持ちを持つよう
呼びかけた。

全国の運動期間に合
わせ、くすりと健康
フェア及び各種薬物
乱用防止キャンペー
ンでは川崎市薬剤師
会や川崎フロンター
レ等と協働し、様々
な市民に啓発活動を
行い、薬物乱用防止
教室では若年層へ薬
の正しい使い方を伝
えた。

2

神奈川県や近隣都市
等と連携を図りなが
ら継続的に薬物乱用
防止啓発活動を実施
する。

健康福祉局

次年度も引き続き、
学習指導要領に基づ
いた性に関する指導
の推進を図る。

教育委員会
事務局

健康教育課

132

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

青少年を対象と
したエイズを含
む性感染症につ
いての正しい知
識の普及啓発の
講演会の開催

各保健所支所において地域
の中学・高等学校等の実情
に応じたエイズ・性感染症
の予防講演会を実施した。
（受講人数：4,983人）

エイズ・性感染症を
予防するための正し
い知識を得る必要が
あることから、青少
年エイズ・性感染症
の予防講演会を実施
した。

2

青少年に対する性感
染症予防の普及啓発
は重要な課題である
ことから、次年度も
引き続き予防講演会
の実施を推進する。

131

学校教育におい
て、発達の段階に
応じた性に関する
正しい知識の習
得を推進します。

学校教育を通じ
た適切な性に関
する教育の推進

学習指導要領に基づき、性
に関する指導を推進した。

各学校に性に関する
指導に関連した資料
を提供した。

2

保健医療政
策部（医事・

薬事課）

学習指導要領に基づき、性
に関する指導を推進した。

薬物乱用防止教室は
各学校で１回以上の
実施をした。

2

次年度も引き続き各
学校で1回以上、薬物
乱用防止教室を実施
する。

引き続き、区役所地
域みまもり支援セン
ターにおいて精神保
健福祉に関する各種
相談業務を実施し、
市のホームページ等
で周知を図る。

健康福祉局 精神保健課133

こころと体の健康
に関する相談事
業を推進します。

区地域みまもり
支援センターに
おける精神保健
福祉に関する各
種相談事業の実
施

区役所地域みまもり支援セ
ンターにおいて精神保健福
祉に関する各種相談業務を
実施し、市のホームページ
等で周知を図った。

区役所地域みまもり
支援センターにおい
て、性別を問わず幅
広く市民の精神保健
福祉に関する各種相
談を受けた。

2

施策４６　こころと体の健康に関する相談事業の推進

133

こころと体の健康
に関する相談事
業を推進します。

女性総合相談・
男性のための電
話相談の実施

こころや体も含めた相談を
受ける女性のための総合相
談で年間2,967件、男性の
ための電話相談に年間243
件の相談があった。

相談システムを活用
して情報を一元化
し、拡大カンファレ
ンスの実施などで相
談支援の充実を図っ
ている。

2

研修やカンファレン
スの実施等により相
談の質の向上に努め
ながら実施してい
く。 市民文化局

男女共同参
画センター

教育委員会
事務局

健康教育課132

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

中学校・高等学
校における薬物
乱用防止教室の
実施
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ヒアリング結果報告書（様式） 

１ 趣旨  

    「第５期川崎市男女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」の目標に関連

した市の取組の中で、喫緊の課題をテーマとして取り上げ、川崎市男女平等推進審議

会においてヒアリング評価を行い、更なる効果的な推進を図っていく。 

        

２ 令和７(2025)年度のテーマ 

（１）外国人市民施策における相談支援について 

 

 ～テーマに関する計画の施策事業～ 

  目標Ⅲ‐基本施策１０-施策３７‐事業１１２ 

「外国人市民に対する情報提供や相談事業、学習機会等を推進します。」 

 
３ 実施概要 

（１）実施主体  第１２期川崎市男女平等推進審議会 

（２）実施日及び内容 

令和７(2025)年５月１３日（火） 

・テーマとヒアリング対象事業等の選定 

令和７(2025)年７月８日（火） 

・ヒアリング質問項目の検討 

令和７(2025)年８月２６日（火） 

・ヒアリング調査の実施 

・ヒアリングを踏まえた意見交換、評価の検討 

令和７(2025)年１０月２８日（火） 

・ヒアリング結果の取りまとめ 

 

４ 結果の取扱い 

      行動計画の今後の取組に適切に反映し、効果的・効率的な推進を図る。市民に対する

説明責任を果たすため、評価結果を公表し、評価の公正さと透明性を確保する。 

 

 

５ ヒアリング結果による評価と提言 
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    ヒアリングの調査結果を基に、審議会で意見交換を行い、テーマに係る①評価と

提言及び②ヒアリング対象事業・部署別評価を次のとおり、まとめた。 

 

（１） テーマ「外国人市民施策における相談支援について」 

①評価と提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、日本に暮らす外国人数は増加し、就労や留学のみならず、家族とともに長期的に

生活する人が地域で増える傾向にある。外国人市民が地域の一員として日常生活を営み、

制度などへの理解と地域住民との相互理解を深められるよう多方面からの支援が求められ

ている。その際、ジェンダー平等*、男女共同参画の視点が欠かせない。外国人市民が直面

する生活環境、就労、家庭内の役割などの多様な課題を踏まえ、相談事業や情報提供にジ

ェンダー視点を導入することは、誰もが共に暮らせる地域社会の実現には欠かせない。 

川崎市では「多文化共生社会」の実現に向けて 1996（平成 8）年に「川崎市外国人市民

代表者会議」を条例で設置し、2005（平成 17）年には「川崎市多文化共生社会推進指針」

を策定した。相談事業に関しては 1989（平成元）年から開始し、現在はワンストップセン

ター及び多文化共生プラザの２か所で実施しており、11 言語に対応している。 

川崎市男女平等推進審議会は、外国人女性らに特有の相談など外国人施策における、ジ

ェンダーに関する課題等を確認するため、外国人市民相談等に関するヒアリングを実施し

現状と課題を把握した。 

一つ目は相談支援についてである。外国人市民が多く住む市南部の相談機能強化に向け

て新たな相談拠点として開設した多文化共生プラザでは、令和６（2024）年度の相談件数

総数は 5,052 件で、令和５（2023）年度の約２倍に増加した。相談方法は窓口、電話、メ

ール、オンラインを整備し、相談内容は日本語学習、通訳翻訳に関するものが多い。 

一方、男女別の傾向では「来訪での窓口相談は男性がやや多く、ＳＮＳを通じた相談は

圧倒的に女性が多い」、「男性は仕事関係、女性は子育てや子どもの教育関係と、仕事より

生活に関する相談が多い」ことが挙げられた。こうした性別による差異があるものの、既

存の取組においては注視されない課題がある。 

二つ目は、相談内容や調査へのジェンダー視点の導入と相談員の質の向上、研修につい

てである。相談員は日本人、外国人で構成され多様な言語に対応している。行政書士や出

入国在留管理庁の相談会も毎月１回開かれ、月１回の相談員ミーティングで困難事例や支

援方法を共有している。しかし、相談内容は男女別の観点で分析、データ化されておらず、

文化的・社会的な性差を見直すジェンダーの視点が生かされない。 

平成５（1993）年から５年ごとに行われている外国人市民意識実態調査（以下「調査」

とする）も同様である。国別の分析に注力し、出産・育児、仕事上の困難、不満、不安や

危険を感じた経験などの設問はあるが、男女別の集計は基本的に行われていない。実際の

相談では、離婚に関わる在留資格の問題は女性に多いなど、性別による違いが把握されて

いるものの、調査結果からは、性別に関係する具体的事例は読み取れない。研修について

も、在留資格や外国人受け入れを学ぶ外部研修はあるが、外国人女性に固有の困難などを 
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学ぶジェンダーの視点を取り入れたものはない。 

三つ目は、市民交流の場なども生かした広報についてである。イベントでの相談ブース

や、区役所での出張相談など、既存の施設にとどまらないアウトリーチの取組は評価でき

る。ワンストップセンターでは教育の相談が多く、多文化共生プラザでも日本の教育制度

の相談が多いことから、制度説明会の検討や日本語講座の実施などコミュニティづくりの

活動を重視する姿勢は重要である。一方、地域住民との交流の場を広報活動に活用し、相

談事例を基にした情報発信など一層の工夫が求められる。 

以上を踏まえ、審議会は以下の三点を提言する。 

第一に、外国人施策にジェンダーの視点を取り入れることである。相談、支援、各機関

との連携、調査の各段階でジェンダーの視点を取り入れることは不可欠である。外国人市

民、とりわけ女性は脆弱な立場に置かれやすく、ニーズの把握には性別に基づく偏りや格

差などを明らかにするジェンダー統計は重要な指標となる。外国人であることに性差の問

題が重なると、複合的な困難を抱えやすく、外国人女性に非正規雇用が多いことも調査で

示されている。しかし、現行の調査では性別との連関を表す項目は少なく、職業別の男女

別集計も行われていない。一方、外国人男性にも一定数の非正規雇用者は存在するため、

全項目での男女別集計は、課題の可視化と制度を検討する上で、有効なものとなる。 

より困難な状況にある人々への支援を充実させるには、誰もが安心して相談できる環境を

整え、市民全体へのサービス向上を図る必要がある。その実現には各機関の連携とジェン

ダー視点の共有は不可欠であり、取組の推進を求める。 

第二に、相談の質の向上とジェンダー課題の理解を促す研修の充実である。各課題の背

景には、固定的性別役割など性別に基づく不平等を生じさせる社会構造がある。そこに外

国人という属性が結びつき、複合的な困難をもたらしている。相談員が相談者のニーズを

的確に把握するため、男女別統計を用いて事例を整理し、分析結果を相談体制に反映させ

ることが重要である。 

さらに、入管制度と性差の関わりなど、ジェンダー課題に関する基礎知識を学び、関連

する社会や地域、生活環境への理解を促す研修を受けることで相談員の専門性を高める。

相談者に寄り添いながら最終的に相談者自らが力をつけるよう、当事者の意思を尊重する

女性支援の視点も必要である。これらにより相談の質が上がることを期待する。 

第三に、相談の蓄積を踏まえた情報発信と広報の工夫である。例えば、外国人市民の子

育ての悩みや女性特有の困難など、相談事例からよくある事例を抽出し、相談先や手続き

方法もまとめた広報資料を配布する。国籍を問わず市民同士が交流するイベントなどで、

教育や介護の困り事など外国人市民が抱えるジェンダー関連の情報を周知することは、外

国人市民と共に暮らす地域住民や支援者らにも有用である。地域コミュニティで直接集え

る場は相互理解を促す機会となる。相談へのハードルを下げるため、イベントでの出張相

談を継続し、既存の取組をジェンダーに関する情報発信の広報活動と位置付け、市民に身

近な活動として展開することが望まれる。 

 以上、ジェンダーの視点を取り入れた取組によって、誰もが互いを認め合って暮らせる

多文化共生社会の実現が進むことを期待する。 
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*生まれ育った環境から生じる男女の違い（性差）や、社会的に決められた男女の役割（性

役割） など、性別にまつわる差別や偏見、経済的・社会的な不平等であるジェンダーを克

服し、誰もが性別にかかわりなく人権が尊重され、自立することができ、共に働き、 学び、

生活できる平等な状態のこと。 

 

②ヒアリング対象事業・部署別評価 

 市民文化局市民生活部多文化共生推進課 

事業概要 1989（平成元）年に設立した川崎市国際交流協会に外国人の相談

窓口が開設され、1994（平成６）年に設立した国際交流センター

に同協会が移設して以降、同センターで相談と日本語講座を実施

している。2019（令和元）年に「多文化共生総合相談ワンストッ

プセンター」と名称変更され、現在、11言語に対応している。 

2024（令和６）年には電話相談と窓口相談を併設する「かわさき

多文化共生プラザ」が開設され、６言語に対応している。 

事業への取組・実績 ・国際交流センター（ワンストップセンター）：男性３名、女性３

名の合計６名の相談員（非常勤）が、年 3,200 件（令和６年度）

の相談を受けている。主な相談内容は日本語学習、通訳翻訳、教

育で、日本語講座も開催している。 

・多文化共生プラザ：女性８名の相談員（会計年度任用職員）が

年 1,852 件（令和６年度）の相談を受け、内訳は通訳翻訳、住宅、

雇用労働の順である。月１回の行政書士無料相談、出入国在留管

理庁相談も開催し、情報や行政サービスの提供、外国人市民のコ

ミュニティづくりの推進も行っている。通訳業務を担い、関連部

局、施設と相談者の外国語対応をフォローしながら連携を図って

いる。 

課題 ・ジェンダーの視点が相談、調査に採り入れられず、調査結果の

男女別集計や、女性特有の生活者としての悩み、子育ての不安な

ど、性差に基づく相談内容の整理と共有が十分ではない。 

・外国人女性の困難など、ジェンダーにまつわる課題や、それら

が生み出される背景などを学ぶ機会や研修がない。 

・男女別の相談事例の蓄積を活かした情報発信が見られず、地域

交流の場で実施される出張相談では、ジェンダーの視点を踏まえ

た対応、ならびに子育てなどの悩み解消に向けた地域コミュニテ

ィでの相互理解という視点が必要である。 

提言（課題を踏まえ 

た取組の提案） 

・ジェンダーの視点を相談や支援、各機関との連携、調査に採り

入れ共有する。外国人であることで直面する課題が重なって複合

的な困難を抱えることがあるため、課題を明確化するにもジェン
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６ ヒアリング結果概要 

  

（事前質問） 

１．外国人市民施策における相談支援の実施状況 

①多文化共生総合相談ワンストップセンターにおける相談件数 

〔令和４（2022）年度〕 ３，３１４件 

〔令和５（2023）年度〕 ２，８１２件 

〔令和６（2024）年度〕 ３，２００件 

・相談の件数が多い内容 

１位：日本語学習（５３８件）、２位：通訳翻訳（４０３件）、３位：教育（２６９件） 

 

② 多文化共生プラザにおける相談件数 

〔令和５（2023）年度〕 ２８件（R6.3～電話相談等先行実施） 

〔令和６（2024）年度〕 １，８５２件 

・相談の件数が多い内容 

１位：通訳翻訳（２２１件）、２位：住宅（１４９件）、３位：雇用労働（８５件） 

 

③ 多文化共生総合相談ワンストップセンターにおける行政書士無料相談会（令和６年度） 

・相談件数 １４名 

・相談の主な内容、性別や国別による相談者の傾向 

⇒在留資格、国籍関係 

⇒性別 男５名、女８名、不明１名 

⇒国籍 中国２名、フィリピン２名、日本２名、他インド、ミャンマー等１名 

 

ダー統計を活用することが求められる。 

・相談内容の男女別の分析結果を相談体制に反映するほか、ジェ

ンダー課題に関する知識を学び、社会的背景などへの理解を促す

研修の充実が必要である。女性支援の視点もまじえ、それぞれの

取組が好循環することで相談の質が向上することを期待する。 

・相談の蓄積を踏まえた情報発信、ならびに、性別、国籍を問わ

ない市民交流の場の利活用を促進すること。イベントでの出張相

談など既存の取組をジェンダーに関する情報発信の広報手段と位

置付け、市民に身近な広報活動として展開、発展させてほしい。 
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④多文化共生プラザにおける行政書士相談（令和６年度） 

・相談件数 １１名 

・相談の主な内容、性別や国別による相談者の傾向 

⇒離婚後の在留資格、家族の呼び寄せ 

⇒性別 男２名、女９名 

⇒国籍 中国８名、フィリピン３名 

 

⑤多文化共生プラザにおける出入国在留管理庁相談（令和６年度） 

・相談件数 １８件 

・相談の主な内容、性別や国別による相談者の傾向 

⇒在留資格の変更、離婚後の在留資格、家族の呼び寄せ 

⇒性別 男１名、女１７名 

⇒国籍 中国４名、フィリピン７名、日本３名、台湾２名 他アメリカ、インドネシア 

 

（当日質問） 

１． 外国人市民施策における相談支援について 
外国人市民が健康で安心して安全に生活するため、必要な情報や行政サービスを受けら

れ、複合的な要因に基づく困りごとに応じられるよう、国際交流センター内に「多文化共

生総合相談ワンストップセンター」（月曜日から土曜日の午前９時から午後５時、１１言語

対応）を、多文化共生プラザ（平日の午前８時半から午後５時、６言語対応）に外国人の

相談窓口を開設し、市民文化局多文化共生推進課が担当している。 

1989（平成元）年に川崎市国際交流協会が設立され、外国人の相談窓口が開設される。

1994（平成６）年に川崎市中原区に国際交流センターが開設されると、協会が同センター

に移り、以来、センター内で外国人相談を受け、日本語講座も行う。2019（令和元）年に

対応言語を７言語から１１言語に拡充し、名称を「多文化共生総合相談ワンストップセン

ター」に変更した。外国人市民の増加に加え、その約半数が南部地域に集中していること

を受け、2024（令和６）年に「かわさき多文化共生プラザ」を南庁舎に新設し、電話相談

と窓口相談を開始した。市内在住、在勤の外国人市民を対象とし、原則、相談で来所した

全員を受け入れている。 

 
・相談員数、採用時に考慮している点は何か。 

国際交流センターには男性３名、女性３名の合計６名、多文化共生プラザには女性８名

が勤務し、雇用形態は非正規雇用である。採用時には、語学力に加え、相談業務や職業経
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験の有無を聞き取り、相談者に寄り添う力を重視している。なかには、福祉関係の有資格

者、他支援施設での相談員兼務者もいる。 

 

２．相談事例と傾向、関係部署との連携、市民交流、調査、研修について 

・どのような相談が多く、内容や相談形態による男女差、国ごとの利用状況に違いはある

のか。 

相談内容は通訳、翻訳、日本語学習が上位を占め、経年でも同様の傾向で、最近増加し

ているのは児童相談所からの通訳、翻訳依頼である。職場のトラブルなど仕事関係のほか、

生活に関する相談が多数で、肌感として、男性が前者、女性は後者で子どものことや教育

関係が主訴の印象がある。ベトナム、フィリピンの相談員によると、日本の教育制度が分

からず教えてほしいという相談が相当数で、日本の教育制度の説明会が検討されている。 

相談内容、形態ともに男女別のデータは取っておらず、明確な差異は把握していないが、

ワンストップセンターの男女比を改めて集計したところ、昨年度の利用割合は女性が５

５％で、男性より５％高かった。相談形式は電話が最多、来訪、メール、Ｚｏｏｍ、ＳＮ

Ｓと続き、ＳＮＳ利用は増加傾向にある。昨年度の国際交流センターのＳＮＳ実績は女性

が圧倒的に多く、男性は少ない。他方、来訪相談は男性がやや多い。 

川崎市の外国人人口は中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ネパールの順で、相談件数

とは一致しない。例として、人口で２番手の韓国は相談では１０位以下で、人口４位のフ

ィリピンは相談件数が多く、特に多文化共生プラザでは最多である。 

 

・困難事例にどのように対応し、他機関といかに連携しているのか。男女のあり方やジェ

ンダー平等の状況が国によって異なる中で、相談において何に留意しているか。 
英語教員として来日した女性が体調を崩して生活苦に陥り、女性のシェルターにつなが

った事例がある。多文化共生プラザで、社会福祉士でもある日本人相談員が対応し女性支

援団体に接続した。女性特有の制度があれば活用し、外国人女性団体とも連携している。 

在留資格に関する事例もある。永住申請中の夫からのＤＶで、家族滞在として永住申請

中の妻が離婚を希望するものの、在留資格がなくなるため、子どもと母国に帰国せざるを

得なくなったケースである。同様の事例は一定数あると推察され、多文化共生プラザの月

１回の行政書士相談につなぎ、選択肢などを説明してもらう。 

言語に困難がある場合は電話通訳も担い、連携先との外国語対応もフォローする。困難

事例ほど複数の部署との連携が必要で、随時、連絡を取り合い支援につなげている。なお、

他機関との定期的な連絡会などないものの、月１回の相談員ミーティングで困難事例や支

援方法を共有している。日本人相談員の場合、相談者の出身国の状況を細かく把握するの
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は難しいが、相談者と出身国が同じ場合は、母国のジェンダーや文化に配慮し、違いを踏

まえ日本の制度を案内する。 

 

・外国人市民と日本人市民の交流、広報の実際と、外国人市民実態調査、研修にはどのよ

うな特徴があるか。 

昨年度は防災イベントなど、集客が見込まれる催しに相談ブースを出展したほか、区役

所窓口での出張相談も行った。広報について、転入時のウェルカムセットに多文化共生プ

ラザのチラシを入れて交付するほか、来年度、市の外国人市民代表者会議委員募集の通知

を市内の外国人世帯全員に送る際、センターのリーフレット、名刺型の広報物を同封する。 

外国人市民意識実態調査は４０問超の項目中、職業上、業務上の地位に関しては性別と

の関係を分析し、正社員には男性が多い結果が出ている。ただ、男女の性別別というより、

例えば入居差別など特定の国籍が差別されていないかの問題を抽出するため、国籍別のク

ロスや年齢別、在留資格の相関分析は必須である。また。設問自体をなるべく変えず、５

年ごとの経過を比較することから、男女別がどの設問に必要かを指摘いただき、次回に向

け検討したい。 

在留資格や外国人受入れ、外国人支援コーディネーター研修と、入管などで外部研修を

受ける機会がある。全相談員に参加を促し、昨年の受講実績は２人である。外国人女性に

特化した研修はないが、相談員の質の向上は常に意識している。 
 

３．事業における今後の方向性や課題について 
 相談員の質向上のため、研修の充実は当然ながら、事例が多岐にわたる中、全ての相談

員が知識を得、他機関と円滑に連携できるよう、情報共有の体制を整えることが大事だと

考えている。 

 相談体制の充実は徐々に図ってきたが、川崎市外国人市民意識実態調査から抽出された

課題を相談窓口で生かすためにも、必要に応じて男女別で分析することを視野に入れたい。   

また、相談内容を男女別の観点からも精査し蓄積できるとよい。多文化共生プラザでの

行政書士相談、出入国在留管理庁相談はニーズがあり、リモートの専門相談にも引き続き

力を入れる。 

 アウトリーチに関しては、地域によって外国人人口に差があることに加え、イベント出

展では、催しへの参加が来場者の本来の目的であるため、相談にいかにつなげるかが課題

である。 
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７ 川崎市男女平等推進審議会について 

 

（１） 掌 握 事 務 

ア 男女平等推進行動計画の策定・変更に際し、意見を述べる。（条例第８条） 

イ 男女平等の推進に関する重要事項の調査審議（条例第１７条） 

 

（２） 組 織 

  第１２期川崎市男女平等推進審議会 

任 期：令和７(２０２５)年４月１日～令和９(２０２７)年３月３１日 

  委員数：１３人（女性７人、男性６人） 

・男女いずれか一方の委員数が委員総数の４割未満とならないようにする。 

・市民のうちから委嘱される委員は、公募によるものとする。 

 

（３） これまで実施したヒアリング 

実施日時 対象等 

平成２２(２０１０)年 

７月１日（木） 

第２期行動計画 

柱Ⅳ－基本施策１４ 男女共同参画推進員の活動の充実 

【局・区の男女共同参画推進員】 

平成２３(２０１１)年 

８月２６日（金） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅰ－基本施策１ 性に基づく人権侵害の根絶に向けた取組の充

実【男女共同参画センター、川崎区役所保健福祉サービス課】 

② 柱Ⅱ－基本施策５ 豊かな生活のための時間と空間の確保への支

援及び基本施策６ 子育てを支える環境の充実 

【上下水道局庶務課及び育児休業を取得した男性職員】 

平成２４(２０１２)年 

９月１９日（水） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅳ－基本施策１２ 政策・方針決定過程への女性の参画促進【総

務局人事課、課長職の女性職員】 

② ひとり親世帯への施策【市民・こども局こども本部こども福祉課、健

康福祉局生活保護・自立支援室】 

平成２５(２０１３)年 

１０月２日（水） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅰ－基本施策２  ＤＶ被害者支援対策について【市民・こども局

こども本部、区役所所管課】 

② 柱Ⅲ－基本施策８ 子どもからおとなまで、生涯を通じた教育や学

習・研修のための環境の整備【教育委員会人権・共生教育担当、

生涯学習推進課】 

平成２６(２０１４)年 

８月２２日（金） 

 
９月２４日（水） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅱ－基本施策４ 事業者による男女共同参画の取組と、男女共

同参画の視点における市内企業・事業所の現状と課題及びそれら

を踏まえた市の取組について【一般社団法人 中原工場協会、経済

労働局労働雇用部】 

② 柱Ⅳ－基本施策１１ かわさき男女共同参画ネットワークの検証と活

用について【市民・こども局人権・男女共同参画室】 
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平成２７(２０１５)年 

９月２日（水） 

第３期行動計画 

（１）男性の子育て・地域活動への参加促進について 

① 目標Ⅰ基本施策 3 施策 3  男性が地域活動に参画できる環境づく

り 

 【教育委員会生涯学習推進課】 

② 目標Ⅲ基本施策 1 施策 1 地域活動における男女共同参画の促進 

 【高津区役所生涯学習支援課】 

（２）男女共同参画の視点を取り入れた防災対策について 

   目標Ⅲ基本施策 1 施策 3 防災・まちづくり分野における男女共同 

参画の推進と女性の参画の拡大 

   【総務局危機管理室、中原区役所危機管理担当】 

平成２８(２０１６)年 

９月１日（木） 

第３期行動計画 

① 目標Ⅰ基本施策 3  キャリア在り方生き方教育における男女共同参 

画の視点について 

    【教育委員会教育改革推進担当】 

②目標Ⅱ基本施策 2  科学技術・学術分野における男女共同参画の推 

  進と女性の参画の拡大 

【経済労働局企画課、労働雇用部】 

【教育委員会総合教育センターカリキュラムセンター】 

平成２９(２０１７)年 

７月３１日（月） 

第３期行動計画 

 特定事業主行動計画に基づく庁内の女性活躍に向けた取組につい

て 

 目標Ⅱ基本施策 1 施策 2 女性職員の職域拡大、能力向上と登用の

推進 

 目標Ⅱ基本施策３施策 2 育児・介護休業制度などの定着と利用促進 

 【総務企画局人事部人事課】 

平成３０(２０１８)年 

９月１４日（金） 

第３期行動計画 

 川崎市 DV 防止・被害者支援基本計画に基づく取組について 

目標Ⅰ基本施策 2 施策 1  ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者 

支援の推進 

【市民文化局人権・男女共同参画室、こども未来局児童家庭支援・虐

待対策室、区役所所管課】 

令和元(２０１９)年 

８月３０日（金） 

第４期行動計画 

① 目標Ⅰ基本施策 2  市職員に向けたハラスメントの防止及び被害者

支援の取組について 

    【総務企画局人事部人事課】 

②目標Ⅲ基本施策 9  若年層を対象にした就労自立支援について 

【経済労働局労働雇用部】 

令和２(２０２０)年 

７月１７日（金） 

第４期行動計画 

①困難な状況にある若年女性に向けた支援について 

 【こども未来局児童家庭支援・虐待対策室、こども支援部こども保健福

祉課】 

②ひとり親家庭に向けた支援について 

 【こども未来局こども支援部こども家庭課】 
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令和３（２０２１）年 

９月２日（木） 

第４期行動計画 

①若年層を対象にした暴力防止の啓発について 

 【教育委員会事務局教育政策室】 

②男女共同参画センターにおける若年層への取組について 

 【川崎市男女共同参画センター】 

令和４（２０２２）年 

７月２５日（月） 

第４期行動計画 

①生活困窮者等に対する自立支援について 

 【健康福祉局生活保護・自立支援室】 

②区役所における若年女性への支援について 

 【川崎区役所大師支所健康福祉ステーション】 

令和５（２０２３）年 

９月５日（火） 

第５期行動計画 

①女性の就労支援について 

 【経済労働局労働雇用部】 

②男女共同参画センターにおける就労支援及び居場所づくり支援に

ついて 

 【川崎市男女共同参画センター】 

令和６（２０２４）年 

７月１７日（水） 

第５期行動計画 

①男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について 

 【危機管理本部危機対策部、宮前区役所危機管理担当】 

②妊娠・出産等に係る支援について 

 【こども未来局児童家庭支援・虐待対策室】 

令和７（２０２５）年 

８月２６日（火） 

第５期行動計画 

①外国人市民施策における相談支援について 

 【市民文化局多文化共生推進課、外国人市民相談等の担当】 
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第１２期川崎市男女平等推進審議会委員名簿 

任期（令和７年４月１日～令和９年３月３１日）  
（50 音順、敬称略）                   

◎会長  〇副会長 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女比 男：女＝６：７  
 

事務局 市民文化局人権・男女共同参画室 
     室  長   長沼 芳之  
     担当課長   押田 智寿代 
     担当係長   高山 省吾 
     職  員   松田 冴耶華 
     専門調査員   赤池 紀子 

 氏   名 所属等 

１ 阿部
あ べ

 健
けん

次郎
じ ろ う

 
川崎地域連合         

（川崎運送労働組合 執行委員長） 

２ 新井
あ ら い

 教史
のりふみ

 川崎市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 

３ 板井
い た い

 広明
ひろあき

 ○ 専修大学経済学部 教授 

４ 戒
かい

能
のう

 民
たみ

江
え

 お茶の水女子大学 名誉教授 

５ 川上
かわかみ

 崇
たかし

 川崎商工会議所         （令和７年７月１日～） 

６ 小泉
こいずみ

 実意子
み い こ

 川崎市医師会 理事       （令和７年７月９日～） 

７ 嶋田
し ま だ

 弘
こう

僧
ぞう

 市民公募  

８ 橋本
はしもと

 純子
じゅんこ

 特定非営利活動法人かながわ女のスペースみずら 

９ 樋口
ひ ぐ ち

 美樹
み き

 市民公募  

１０ 松本
まつもと

 育子
い く こ

 神奈川県弁護士会 弁護士 

１１ 村尾
む ら お

 祐
ゆ

美子
み こ

 ◎ 東洋大学社会学部 准教授 

１２ 柳田
やなぎだ

 正芳
まさよし

 市民公募 

１３ 山崎
やまざき

 麗子
れ い こ

 
川崎市ケーブルテレビ協議会 

（ＹＯＵテレビ株式会社 総務担当） 
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【参考資料】 

 

 

 
令和６(２０２４)年度進捗状況調査様式 

・令和６（２０２４）年度男女平等推進行動計画の進捗状況に関する 

調査シート［様式１］ 

 

・令和６（２０２４）年度男女共同参画推進員による評価シート 

［様式２］ 

 

男女平等かわさき条例 
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調査票
目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

年度
達成
度

達成度を選択した理
由

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

男女共同参画
に関する啓発
の際は、SDGｓ
の内容も含め
た情報発信を
実施

施策１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和５(2023)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

基本施策1　男女共同参画の理解の促進

　性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。

1

「男女平等推
進週間」等を通
じた啓発を実
施します。

週間事業の実
施

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

・情報提供室
の運営・充実
・情報誌「すくら
む」などの発行

2

ホームページ
や市のあらゆ
る施設を積極
的に活用した
広報を実施し
ます。

HP、情報プラ
ザを通じた広
報

市民文化
局

男女共同
参画セン

ター

SDGｓ関連の
事業やイベント
の実施を通じ
た広報・啓発の
実施 総務企画

局
企画調整

課

3

男女共同参画
に関する情報
を読み解き、発
信する力の向
上に向け、書
籍の閲覧や情
報誌の発行等
を通じた情報
提供を行いま
す。

4

SDGsに関する
積極的な情報
発信を通じ、
「目標5　ジェン
ダー平等を達
成し、すべての
女性及び女児
の能力強化を
行う」の理解促
進に努めます。

4

SDGsに関する
積極的な情報
発信を通じ、
「目標6　ジェン
ダー平等を達
成し、すべての
女性及び女児
の能力強化を
行う」の理解促
進に努めます。

令和６(２０２４)年度男女平等推進行動計画の進捗状況に関する調査シート
様式 １
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1

配慮した 配慮しなかった

具体例：

2

配慮した 配慮しなかった

具体例：

3
把握した 把握しなかった

具体例：

4
取組を行った 取組を行っていない

具体例：

（※）性別記載欄を設定する際は、事業の性質やジェンダー統計の観点等を踏まえて、性別情報を取得する目的を精査し、「男（性）、女（性）、その他
（　　）、回答しない」など、性の多様性を尊重した選択肢の設定を検討してください。
　なお、4川市人第523号にて、申請書等における性別記載欄の見直しについて通知しておりますのでご参考ください。

その他男女共同参画社会の形成に向け、行った取組と成果

性別により異なる課題やニーズがあることを把握した

　　　例）・アンケートや調査で必要に応じて性別把握項目を設置し(※）、性別により異なる課題やニーズを把握した
　　　　　・事業登録者や参加者など、事業対象者の統計を必要に応じ性別区分で把握した。
　　　　　・事業推進の中で、性別により異なる課題やニーズがあることを把握した。

　　　　　・男女共に参加しやすい講演会、研修会となるよう、講師や内容について検討した。

　　　例）・事業の実施に当たり男女ともに参加しやすい曜日や時間帯を設定した。
　　　　　・保育サービスを充実し、子育て中の男女に利用しやすいようにした。
　　　　　・参加者の募集に当たり男女の募集が偏らないよう工夫した。
　　　　　・性別に関わらず、幅広く情報がいきわたるよう、広報に工夫をした。
　　　　　・バリアフリーにするなど、あらゆる人に利用しやすいようにした。
　　　　　・男女共に参加しやすい広報を心がけた。
　　　　　・審議会等や協議会等の場において、男女共に発言しやすい雰囲気になるよう心がけた。
　　　　　・セクハラなど性別に基づくハラスメント防止に向けた取組を行った。

男女それぞれにとって利用・参加しやすいよう配慮した。

　　　　　・事業の企画・実施に当たり、男女共に参加する体制を整備した。

目標Ⅰ

男女共同参画に係る教育・啓発の推進
　家庭、学校、働く場、地域などあらゆる場面において、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた教育・啓発を推
進し、性別にかかわりなく誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成に向けた理解の促進に取り組
む。

　　　　　・審議会等や会議では、男女双方が意思決定できる立場となるよう取組を行った。
　　　　　・審議会等や会議で固定的な役割分担意識にとらわれない取組を行った。

担当

基本施策
１　男女共同参画の理解の促進
２　男女共同参画の視点に立った施策の推進

　例を参考に、該当する項目にチェックしてください。具体的な取組についても併せて記入してください。
　（※該当する所管事業がない場合は、回答の必要はありません。）

事業の企画・実施に当たり男女どちらかの意見に偏らないよう配慮した。

　　　例）・広報物を作る際、表現やイラストが男女どちらかに偏っていないか、固定的イメージにとらわれていないかを確認した。

令和６年度　男女共同参画推進員による評価シート　
局本部（室）区 室・課 担当者 内線

様式 ２
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男女平等かわさき条例 

 
 
 

 
 

平成 13 年 6 月 29 日 

条 例 第 1 4 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条～第 7 条) 

第 2 章 基本施策等(第 8 条～第 15 条) 

第 3 章 拠点施設(第 16 条) 

第 4 章 男女平等推進審議会(第 17 条) 

第 5 章 雑則(第 18 条) 

附則 

 

 

川崎市においては、男女平等の実現に向けて、

国内外の動向を考慮しつつ、地域の実情に応じた

様々な取組を進めてきた。 

しかしながら、今なお、様々な分野において男

性を中心とする意識、性別による固定的な役割分

担等が存在し、男女の自立、特に女性の社会的及

び経済的自立が阻まれている。 

このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者

が相互に協力しながら、それぞれの役割を積極的

に果たして男女平等を一層推進していく必要が

ある。 

男女があらゆる場において男女平等にかかわ

る人権の侵害を受けることがなく、自立すること

ができ、共に働き、学び、及び生活することがで

きる快適で平和な男女共同参画社会としての男

女平等のまち・かわさきを創造していくため、こ

の条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女平等の推進に関し、基

本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の役

割を明らかにするほか、必要な事項を定めるこ

とにより、男女平等を総合的かつ計画的に推進

し、もって市、市民及び事業者の協働による男

女共同参画社会の形成に寄与することを目的

とする。 

(基本理念) 

第 2 条 男女平等は、次の基本理念にのっとり、

その推進が図られなければならない。 

(1) 男女が共に職場、学校、地域、家庭その

他の社会のあらゆる場(以下「あらゆる場」

という。)において、個人として自立し、自

由に生き方を選ぶとともに、多様な生き方及

び個性を互いに尊重し、責任を分かち合うこ 

と。 

 

 

(2) 男女が共にあらゆる場において、社会に

おける制度、慣行、意識等に起因する性別に 

よる差別的取扱いを受けることがなく、人権 

が尊重されること。 

(3) 社会のあらゆる分野における立案、決定

その他の活動に男女が平等に参画する機会

を確保し、個人が本来持っている能力を十分

に発揮すること。 

(4) 男女が等しく政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができること。 

(5) 地域社会を構成するすべての者が、自ら

の意思と相互の協力により、積極的に男女平

等を推進し、生活する者にとって快適な生活

優先型社会を創造すること。 

(市の役割) 

第 3 条 市は、男女平等を阻害する要因を解消す

るよう努め、男女のいずれかの参画が十分にな

されていない場における男女の平等な参画の

機会の確保(以下「男女の平等な参画の機会の

確保」という。)に取り組むほか、あらゆる施

策において男女平等が図られるよう男女平等

を総合的かつ計画的に推進する役割を担うも

のとする。 

(市民の役割) 

第 4 条 市民は、男女平等を阻害する要因を解消

するよう努め、男女の平等な参画の機会の確保

に取り組み、及び市の実施する男女平等を推進

するための施策(以下「男女平等施策」という。)

に協力する役割を担うものとする。 

(事業者の役割) 

第 5 条 事業者は、その事業活動において、男女

平等を阻害する要因を解消するよう努め、男女

の平等な参画の機会の確保、育児、介護等の家

庭生活と職業生活が両立できるようにするた

めの支援等に取り組み、及び市の実施する男女

平等施策に協力する役割を担うものとする。 

(男女平等にかかわる人権侵害の禁止) 

第 6 条 何人も、あらゆる場において、性別によ

る差別的取扱い、性的な言動に対する相手の対

応により当該相手に不利益を与え、又は性的な

言動により相手の生活の環境を害する行為、配

偶者等に対する著しい身体的又は精神的苦痛

を与える暴力的行為等の男女平等にかかわる

人権の侵害(以下「男女平等にかかわる人権侵

害」という。)を行ってはならない。 
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(男女平等にかかわる人権侵害に対する相談及

び救済) 

第 7 条 川崎市人権オンブズパーソン条例(平成

13 年川崎市条例第 19 号)第 12 条第 1 項に規定

する市民等は、川崎市人権オンブズパーソンに

対し、男女平等にかかわる人権侵害について相

談し、又は男女平等にかかわる人権侵害からの

救済を求めることができる。 

2 市は、川崎市人権オンブズパーソンによるも

ののほか、男女平等にかかわる人権侵害に関す

る相談又は救済については、関係機関、関係団

体等との連携を図るとともに男女平等にかか

わる人権侵害を受けた者の立場に配慮した対

応に努めるものとする。 

 

第 2 章 基本施策等 

 

(行動計画) 

第 8 条 市は、男女平等施策その他の男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の基本とな

る川崎市男女平等推進行動計画(以下「行動計

画」という。)を策定するものとする。 

2 市長は、行動計画を策定する場合は、あらか

じめ、川崎市男女平等推進審議会の意見を聴く

とともに、市民及び事業者の意見を反映させる

よう努めるものとする。 

3 市長は、行動計画を策定したときは、これを

公表するものとする。 

4 前 2 項の規定は、行動計画の変更について準

用する。 

(年次報告) 

第 9 条 市長は、行動計画に基づいた施策の実施

状況について年次報告書を作成し、これを公表

するものとする。 

(参画の機会を積極的に提供する施策の推進) 

第 10 条 市は、社会のあらゆる分野における活

動への参画の機会に係る男女間の格差の是正

を図るため、必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し当該機会を積極的に提供す

る施策を推進するものとする。 

(学習等のための支援) 

第 11 条 市は、学校教育、家庭教育その他社会

における教育において行われる男女平等に関

する学習等のために必要な支援に努めるもの

とする。 

(関係団体への支援) 

第 12 条 市は、男女平等を推進する活動を行う

関係団体の自主性及び主体性を尊重しつつ、当

該活動について必要な支援に努めるものとす

る。 

(情報の収集及び調査研究) 

第 13 条 市は、男女平等に関する情報の収集及

び調査研究を行うものとする。 

(広報活動等) 

第 14 条 市は、男女平等に関する理解の促進を

図るため、広報活動を行うとともに、市民及び

事業者に対する普及啓発及び必要な情報の提

供に努めるものとする。 

(推進体制等) 

第 15 条 市は、男女平等を総合的かつ計画的に

推進するため、必要な体制を整備するものとす

る。 

2 市は、男女平等の推進に当たっては、市民、

事業者、関係機関、関係団体等との有機的な連

携に努めるものとする。 

 

第 3 章 拠点施設 

 

(拠点施設) 

第 16 条 市は、川崎市男女共同参画センターを

拠点として、男女平等施策を推進するものとす

る。 

 

第 4 章 男女平等推進審議会 

 

(男女平等推進審議会) 

第 17 条 第 8 条第 2 項に定めるもののほか男女

平等の推進に関する重要事項について、市長の

諮問に応じ、調査審議するため、川崎市男女平

等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、委員 13 人以内で組織する。 

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総

数の 10 分の 4 未満であってはならない。 

4 委員は、市民、事業者、関係団体の代表者及

び学識経験のある者のうちから市長が委嘱す

る。 

5 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

6 委員は、再任されることができる。 

7 第 4 項の委員のほか、特別の事項を調査審議

するため必要があるときは、審議会に臨時委員

を置くことができる。 

8 委員及び臨時委員は、職務上知ることができ

た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

第 5 章 雑則 

 

(委任) 

第 18 条 この条例に定めるもののほか、この条

例の実施のため必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 13 年 10 月 1 日から施行する。

ただし、第 7 条の規定は、市長が定める日から施

行する。 

 

(平成 14 年 3 月 29 日規則第 32 号で平成

14 年 5 月 1 日から施行) 
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